
○現状の水害リスク情報や取組状況の共有 （Ｈ28当初）　【各市町】
①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目 韮崎市 甲斐市 南アルプス市 昭和町 中央市 市川三郷町 富士川町 甲州市 山梨市 笛吹市 甲府市 身延町 南部町 富士宮市 富士市 静岡市

避難勧告等の発令
基準

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき。
・釜無川（船山橋：
2.0ｍ）
・塩川（岩根橋：2.10
ｍ
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき
○特別警報が発表
されたとき

○以下の河川水位
が「はん濫注意水
位」に到達し、さらに
水位の上昇が予想
されるとき。
・塩川（岩根橋観測
所：1.70ｍ）
・釜無川（船山橋観
測所：2.00ｍ）
・富士川（信玄橋観
測所：4.00ｍ）
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき。

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき。
・富士川（船山橋：
2.0ｍ、清水端6.5
ｍ、南部：4.2ｍ）
※釜無川含む

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき。
・釜無川（船山橋：
2.0ｍ）

○水位観測所の水
位が「避難判断水
位」に到達し、さらに
水位の上昇が予想
されるとき
○水位観測所の水
位が氾濫注意水位
を超えた状態で、降
雨を伴う台風が夜
間から明け方に接
近、通過し、多量の
降雨が予想される
場合
【避難判断水位】
・釜無川（船山橋観
測所）：2.00ｍ
・笛吹川（石和観測
所）：2.90ｍ

○大雨警報（浸水
害）及び洪水警報が
発表され、かつ積算
雨量の避難勧告の
基準を超え、面的雨
量（レーダ等）で雨
域がある場合
○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき
・笛吹川（石和観測
所：2.90ｍ）
・富士川（清水端観
測所：6.50ｍ）
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき等

○ 以下の河川水位
が「避難判断水位」
に達し、さらに水位
の上昇が予想され
るとき
・富士川（ 清水端：
6.50ｍ ）
・坪川（坪川：3.80
ｍ）
・滝沢川（ 小笠原
橋：1.30ｍ）
○ 破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき

○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき。
・笛吹川（石和：2.90
ｍ）

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達したとき。
・笛吹川（石和：2.0
ｍ）
・平等川（平等川：
1.4ｍ）
・渋川（渋川：2.4ｍ）
・浅川（浅川：1.2ｍ）
・天川（天川：1.0ｍ）
・金川（金川1.4ｍ）
・境川（境川橋：1.2
ｍ）
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき
○特別警報が発表
されたとき

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき。
・富士川
　　船山橋：2.0ｍ
　　清水端：6.5ｍ
　　南部：4.2ｍ
・笛吹川
　　石和：2.9ｍ

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に到達し、さらに水
位の上昇が予想さ
れるとき
・富士川（清水端：
6.5ｍ）
・富士川（南部：4.2
ｍ）

○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき

○以下の河川水位
が「避難判断水位」
に達し、さらに水位
の上昇が予想され
るとき
・富士川（南部：4.2
ｍ）
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき

○富士川：洪水氾濫
危険情報（氾濫危険
水位到達時）の発表
があり、状況から富
士川が市内で氾濫
する可能性が高
まったとき
（南部：4.9ｍ）
○その他の河川：水
位情報、市内各所
の雨量、市民からの
報告、巡視等による
情報や浸水の状況
等により判断する。

○各河川で以下の
発表がなされたとき
・富士川：氾濫危険
情報が発表
・潤井川：水位が氾
濫危険水位を超過
・小潤井川：水位が
氾濫危険水位を超
過
沼川：水位が氾濫危
険水位を超過

○対象河川の水位
が「避難判断水位」
に達し、さらに水位
の上昇が予想され
るとき「避難準備情
報」、「氾濫危険水
位」に達し、さらに水
位の上昇が見込ま
れるとき「避難勧告」
○破堤につながる
ような漏水等を確認
したとき「避難勧告」
又は「避難指示」

・土砂災害（洪水）ハ
ザードマップより周
知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・避難所は甲州市地
域防災計画に記
載。

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

洪水ハザードマッ
プ、わが家の防災マ
ニュアル、避難所
マップにより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・洪水ハザードマッ
プより周知

・避難所：洪水ハ
ザードマップ（紙・
Web）、避難所看
板、出前講座等で
周知
・避難経路：住民や
自主防災組織で定
める

広報紙、防災行政
無線、HP、FMコミュ
ニティラジオ、広報
車（市及び消防
団）、防災行政無
線、登録制メルマ
ガ、NNS甲府
CATV11ﾁｬﾝﾈﾙの
データ放送、Ｌア
ラート、エリアメー
ル、自治会・自主防
災会長への連絡網
による伝達、出前
塾、防災関係資料
の作成・配布、防
災・気象情報イン
ターネット配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

広報紙、防災行政
無線、社会教育の
場、ハザードマップ
の作成・配布、防災
映画等の貸出し、防
災・気象情報イン
ターネット配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、市民
防災マニュアル、障
がいのある方のた
めの防災マニュア
ル

広報紙、HP、CATV
の活用、防災パンフ
レット・防災ハンド
ブックの作成・配布
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、防災
パンフレット

広報紙、ＨＰ、防災
行政無線
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、防災
のしおり

広報車（市及び消防
団）、防災行政無
線、市HP、中央市
防災行政無線メー
ル、NNS甲府
CATV11ﾁｬﾝﾈﾙによ
るデータ放送、Ｌア
ラート、エリアメー
ル、緊急連絡網によ
り自治会長・自主防
災会長へ伝達

広報紙、FM告知端
末放送、ハザード
マップなど防災関係
資料の作成・配布、
防災教育の場、防
災・気象情報イン
ターネット配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

広報紙、防災行政
無線、HP、CATV、
緊急速報メール等
を利用した防災・気
象情報の配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

広報紙、防災行政
無線、CATV、防災
関係資料の作成・配
布、インターネット配
信、SNSを利用した
防災・気象情報の配
信
作成・公表：防災マ
ニュアル

防災行政無線、広
報車、HP、飯山市
HPへの掲載（大規
模災害時相互応援
協定）、ドコモ緊急エ
リアメール、山梨市
防災防犯メール、
CATV、臨時広報
誌・チラシ、掲示板
への掲示等
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

広報紙、防災行政
無線、CATV、Lア
ラート、HP、緊急エ
リアメール、防災教
育の場、ハザード
マップなど防災関係
資料の作成・配布、
SNSを利用した防
災・気象情報の配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

・防災行政無線、Ｌ
アラート、甲府市防
災防犯メールマガジ
ン、甲府市ホーム
ページ、防災情報
WEBによる情報配
信及び避難対象地
区の自治会連合会
長、各自治会長へ
の電話連絡による
住民周知。

広報紙、防災行政
無線、防災関係資
料の作成・配布、町
ホームページより防
災・気象情報の配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、災害
対策ガイド＆マップ

広報紙、FM告知端
末放送、防災関係
資料の作成・配布、
防災・気象情報のイ
ンターネット配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ

広報紙、ポスター、
チラシ、テレビ、ラジ
オ、広報車、外部機
関からの広報要請、
インターネット、同報
無線、メール配信
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、自主
防災会災害時行動
マニュアル

同時通報用無線、
防災ラジオ、広報
紙、ポスター、チラ
シ、テレビ、ラジオ、
CATV、コミュニティ
FM、広報車、イン
ターネット
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、防災
マップ

・同報無線、防災ラ
ジオ、登録型防災
メール、緊急速報
メール、F-Net、広
報車等によるプッ
シュ型伝達
・テレドーム（電話音
声案内）、市ウェブ
サイト、防災情報ブ
ログ、L-Alertによる
プル型伝達
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、高齢
者福祉施設災害対
応マニュアル

・避難の誘導は、市
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織等が連携
し、実施する
・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・避難の誘導は、市
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織等が連携
し、実施する
・健常者に先駆け
て、避難行動要配
慮者を先行して早
期に避難する仕組
みづくりを図る。

・避難の誘導は、市
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織等が連携
し、実施する
・健常者に先駆け
て、要援護者を先行
して早期に避難する
仕組みづくりを図
る。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・避難の誘導は、市
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織等が連携
し、実施する
・健常者に先駆け
て、要援護者を先行
して早期に避難する
仕組みづくりを図
る。

市は、要所に消防
（水防）団員等を配
置し、また夜間時に
は投光器を設置す
るなど、地域住民が
迅速かつ安全に避
難できるよう措置す
る。特に、障害者や
高齢者等の災害時
要援護者について
は、自主防災会等
の中からあらかじめ
定めた複数の支援
員によって介助等の
適切な措置をとり、
速やかな避難誘導
を行う。

・避難の誘導は、市
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織等が連携
し、実施する
・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。
・健常者に先駆け
て、要支援者を先行
して早期に避難する
仕組みづくりを図
る。

・水防管理者は、指
定避難場所を開設
し地区水防団の協
力を得て、迅速かつ
安全に避難の誘導
を行うものとする。
・警察、消防、地域
住民等の協力を得
ながら、避難行動要
支援者の避難体制
の整備を行う。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。

・避難の誘導は、町
職員、警察官、消防
（水防）団員、自主
防災組織、民生児
童委員等が連携し、
実施する
・健常者に先駆け
て、要援護者を先行
して早期に避難する
仕組みづくりを図
る。

・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得
ながら平常時より避
難誘導体制の整備
に努める。
・市が避難指示、避
難準備の呼びかけ
を行い、住民の迅速
かつ円滑な避難支
援を実施する。

・市は、避難すべき
区域や判断基準、
伝達方法を明確に
したマニュアルを作
成する。
・避難行動要支援者
を適切に誘導する
ため、地域住民等
の協力を得ながら
平常時より避難誘
導体制の整備に努
める。

・水防管理者は、水
防上著しく危険が切
迫し必要と認める区
域の居住者に対し、
避難の指示を行う。
・自主防災組織、消
防団等により誘導
する。

平時からの住民等
への周知・教育・訓
練

・防災訓練における
統一的な取組の設
定（減災チャレン
ジ）、地域での減災
出前塾の実施等

広報誌、HPの活
用、洪水ハザード
マップの配布。自治
会への防災研修の
実施

・広報紙、HP、
CATVの活用、防災
パンフレット・防災・
洪水ハザードマップ
の配布。
土砂災害警戒区域
における避難訓練
の実施

・広報紙、HP、防災
パンフレット、洪水
ハザードマップの配
布等による周知

防災訓練への参加
や、食料、飲料水そ
の他生活必需物資
の備蓄等自発的な
防災活動実施の推
進

広報紙、出前講座、
洪水ハザードマップ
の公表

広報紙、防災行政
無線、HP等を利用
した周知

防災訓練を実施し、
住民へ周知してい
る。

・該当地域へのハ
ザードマップの配
布・HP上での一般
公開
・避難訓練への参加
呼びかけ

・防災訓練、出前講
座を実施

広報紙、防災関係
資料の配布、SNSを
利用した防災・気象
情報の配信、甲府
市ホームページ、防
災情報WEB、全国
避難所ガイド、
NNS、ｴﾌｴﾑ甲府、
防災講話、防災訓
練
作成・公表：洪水ハ
ザードマップ、避難
所マップ、わが家の
防災マニュアル
指導：自治会等を対
象に、訓練指導を年
間５０回前後実施。

・自主防災組織向け
の研修会等の実施

・防災訓練、図上訓
練、防災研修、講演
会等の実施

・ホームページ
・出前講座
・広報の特集　等

・洪水時の避難につ
いては、防災マップ
や洪水ハザードマッ
プで周知している。
・水害版DIGの実施

・広報紙・HPによる
広報。出前講座等
の実施。教育委員
会との連携による啓
発。水防演習の実
施

避難場所・避難経
路

住民等への情報伝
達の体制や方法

避難誘導体制

資料2
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②水防に関する事項
項目 韮崎市 甲斐市 南アルプス市 昭和町 中央市 市川三郷町 富士川町 甲州市 山梨市 笛吹市 甲府市 身延町 南部町 富士宮市 富士市 静岡市

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、防災
行政無線、簡易デ
ジタル無線、消防団
員登録性メール、電
話等

・水防本部、放送局
より水防団に連絡
・連絡方法は、行政
無線、消防無線、電
話等・防災メール

・県水防支部、水防
本部より水防団に
連絡
・連絡方法は、行政
無線、消防無線、電
話等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、消防
無線、行政無線等

・水防管理団体、放
送局より水防団に
連絡
・連絡方法は市防災
行政無線、広報車、
市ホームページ、そ
の他

・町より消防団に連
絡
・連絡方法は、記載
なし

・町より水防団に連
絡
・連絡方法は、防災
無線、消防無線、電
話

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、防災
無線

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、NTT
電話、消防無線・防
災無線等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、防災
無線、デジタル無
線、電話等

・水防本部、消防本
部より水防団に連
絡
・連絡方法は、電
話、ファックス、メー
ル等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、ＮＴＴ
加入電話、防災行
政無線等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法はＮＴＴ加
入電話、オンライ
ン、無線、防災情報
提供装置等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、ファッ
クス、加入電話、無
線等

・水防本部より水防
団に連絡
・連絡方法は、電
話、防災メール、防
災行政無線等

・水防本部より、水
防団・消防局、本部
各部班等へ連絡
・連絡方法は、電
話、防災行政無線、
防災メール等

各水防団の受け持
ち区間（水防警戒
受け持ち区間図）が
あり、随時区域内の
河川を巡視する。

水防本部長及び水
防団長は、随時区
域内の河川を巡視
する。
※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

市、水防団は常時
担当区域内の河川
等を巡視する。
※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

各水防団の受け持
ち区画があり、随時
区域内の河川を巡
視する。

各水防団の受け持
ち区間（水防警戒
受け持ち区間図）が
あり、随時区域内の
河川を巡視する。

※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

水防団は、区域内
の河川等を随時巡
視する。

市は常時河川堤防
その他水防に関係
のある工作物等を
監視する
※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

市は常時区域内の
河川等を巡視する。
各水防団の担当水
防河川(山梨市水防
管理地区一覧表）が
あり、出動命令やそ
の他必要に応じて
配置につく。

・市は常時河川堤防
その他水防に関係
のある工作物等を
監視する
※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

水防管理者・機関長
は常時河川堤防そ
の他水防計画中の
水防区域分担表に
より監視する。

富士川中流出張
所、峡南建設事務
所の職員とともに河
川堤防・工作物の巡
視

水防団長・機関長は
常時河川堤防その
他水防に関係のあ
る工作物等を監視
する
※水防団の受け持
ち区間などの記載
なし

各水防団の受け持
ち区間（水防警戒
受け持ち区間図）が
あり、随時区域内の
河川を巡視する。

各水防団の受け持
ち区間（水防警戒
受け持ち区間図）が
あり、動員の指示を
受けて河川を巡視
する。

水防団、消防団ごと
管轄区域を定め、巡
視する。

・水防倉庫：市内に9
箇所整備
・資器材：スコップ、
ツルハシ、鎌、鉈、
鋸、ペンチ、シート、
照明器、鳶口、土
嚢、蛇籠、木材、
縄、鉄線、杭、栗石

・水防倉庫：市内に5
箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、莚、縄、蛇籠、
鉄線、詰石、詰土、
スコップ、ツルハシ、
鎌、鉈、鋸、ペンチ、
照明具

・水防倉庫：市内に
11箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、莚、縄、蛇籠、
鉄線、詰石、詰土、
スコップ、ツルハシ、
鎌、鉈、鋸、ペンチ、
照明具

・水防倉庫：町内に
１箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、縄、土嚢、スコッ
プ、ツルハシ、掛
矢、杭、三角コーン
等

・水防倉庫：市内に3
箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、莚、縄、蛇籠、
鉄線、詰石、詰土、
スコップ、ツルハシ、
鎌、鉈、鋸、ペンチ、
照明具

・水防倉庫：市内に8
箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、莚、縄、蛇籠、
鉄線、詰石、詰土、
スコップ、ツルハシ、
鎌、鉈、鋸、ペンチ、
照明具

・水防倉庫：町内に3
箇所整備
・資機材：土嚢、蛇
籠、ジヲウレン、チェ
ンソー、スコップ、鉄
線、ツルハシ、ﾛｰ
ﾌﾟ、掛矢、照明具、
鉈、ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、鎌、
鋸、杭、ハンマー、
ペンチ

・水防倉庫：市内に6
箇所整備
・資機材：丸太、空
俵、縄、蛇籠、鉄
線、スコップ、ツル
ハシ、鎌、鉈、鋸、
ペンチ、照明具

・水防倉庫：市内に
10箇所整備
・資機材：土木器
具、発電機、丸木、
杭、空俵袋類、ビ
ニールシート、ビ
ニール紐、蛇籠、鉄
線、釘、鉄線籠、毛
布、縄、ホース

・水防倉庫：市内に
21箇所整備
・資機材：スコップ、
ツルハシ、空俵、防
水シート、蛇籠、
鉈、照明具、ペン
チ、鎌、発電機、カッ
ター、ハンマー、チェ
ンソー、、トロロー
プ、杭、シノ、縄、土
嚢袋

・水防倉庫：市内に9
箇所整備
・資機材：ﾋﾞﾆｰﾙ袋、
土嚢、スコップ、ツ
ルハシ、カッター、
ハンマー、丸太、鉄
杭、鉄線、蛇籠、照
明具
・その他：消防団や
自治会への土嚢の
配付

・水防倉庫：町内に
13箇所整備
・資器材：スコップ、
ツルハシ、鎌、鉈、
鋸、ペンチ、シート、
照明器、丸太、空
俵、土嚢、蛇籠、
縄、鉄線、杭、詰
石、詰土、莚

・水防倉庫：町内に5
箇所整備
・資器材：スコップ、
ツルハシ、鎌、鉈、
鋸、ペンチ、カッ
ター、照明器、丸
太、土嚢、蛇籠、鉄
線

・水防倉庫：市内に
17箇所整備
・資器材：スコップ、
ツルハシ、斧、鎌、
鉈、シノ、バール、
ジョレン、鍬、鋸、ペ
ンチ、シート、投光
器、木杭、パイル、
鉄筋、ビニール、
砂、丸太、土嚢、
縄、鉄線

・水防倉庫：市内に
24箇所整備
・資器材：スコップ、
ツルハシ、斧、鎌、
鉈、シノ、鋸、ペン
チ、シート、投光機、
木杭、ビニール、丸
太、土嚢、縄、鉄線

・水防倉庫：市内に
13箇所整備
・資器材：ショベル、
ツルハシ、斧、鋸、
ペンチ、照明器、救
命綱、、空俵、縄、
鉄線、杭、掛矢、担
架

・消防団員718名＝
水防団を構成
・隔年での水防訓練
が主な訓練の場

・消防団が水防団を
兼務にて対応

・少子高齢化の進
行、被雇用者化によ
り水防団員（消防団
員）が減少傾向にあ
る。

・消防団が水防団を
兼務にて対応

中央市水防団は、
中央市消防団をもっ
て組織する。
中央市水防団は、
その区域における
水防を十分に果た
すべき責任を有し、
そのため消防機関、
水防団の各部に組
織しておく。

水防団が活動の中
心

消防団が水防団を
兼ね、水防活動を
担っている。

非常時消防が受け
持つことになるが、
高齢化、他市への
就職などで人材不
足となっている。

・消防団が水防団を
兼ねており、消防活
動の担い手がその
まま水防活動の担
い手となる

・消防団員が担って
いる

・水防団（消防団員）
の募集を、広報誌な
どにより実施

・消防団員が兼務し
ている

・機能別消防団の充
実
・消防団協力事業所
の促進

・富士宮市は、消防
団が水防団を兼ね
ているが、女性の団
員を積極的に採用
するよう務めている

水防団は条例定数
582名に対し483名
（充足率83.0％）
平均年齢56.8歳

・消防団にて対応

自治体庁舎、災害
拠点病院等の水害
時における対応

・水防計画の初動規
定及び配備基準に
基づき災害対策業
務を行う。

初動規定及び配備
基準に基づき災害
対策業務を行う。

・災害対策本部を市
役所に設置
・職員における水防
配置及び動員計画
により、各部署連携
を図り水害対策業
務を行なう。

・災害対策マニュア
ル、職員書道マニュ
アルに基づき対応
する

中央市役所田富庁
舎の２階東１会議室
に災害対策本部を
設置する。ただし、
本庁舎が被災した
場合、他の庁舎に
設置する。

災害対策本部を本
庁舎に設置。必要
に応じ現地対策本
部を設置。関係機
関との情報連携を
図り、住民への情報
周知を図る。

水防計画の配備基
準に基づき、災害対
策業務を行う。

災害対策本部を本
庁舎に設置する。

・市役所・各支所
災害情報等を迅速
に収集し、関係機
関・住民等へ的確に
伝達できるよう努め
る。
また、防災対策用資
機材等の備蓄に努
める。

・災害対策本部を笛
吹市役所本3階301
会議室に設置する。
ただし、本庁舎が被
災した場合には、笛
吹市消防本部に設
置する。
総務課及び各支所
に現地活動拠点支
部を置く。

・市役所本庁舎は浸
水想定区域外であ
り、災害拠点病院
は、浸水想定に対
応した建設を行って
いる。

・隣接する中富総合
会館を代替施設と
するが、水害では本
庁舎と同程度の被
災が見込まれるた
め、各支所へ機能を
移す。

・防災計画及び職員
初動マニュアルに基
づき対応

富士川の浸水想定
区域外

浸水想定区域外
富士川の浸水想定
区域外

③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項
項目 韮崎市 甲斐市 南アルプス市 昭和町 中央市 市川三郷町 富士川町 甲州市 山梨市 笛吹市 甲府市 身延町 南部町 富士宮市 富士市 静岡市

排水施設、排水資
機材の操作・運用

・市は農業田取水堰
及び水門に水利組
合長及び地元区長
を責任者とし、施設
の管理運用を行っ
ていただき水災を未
然に防止している

・市に常勤している
土地改良職員に排
水の管理を行ってい
ただき、水災を未然
に防止するよう措置
している。

・市内における排水
機場及び水門を把
握し、適切な操作訓
練を行うとともに、水
害を未然に防止す
るよう措置。
・「職員における水
防配置及び動員計
画」に基づき操作担
当者を配置。

・水門の位置の把握
と適切な操作訓練
を行う

たん水防除用及び
灌漑排水用のポン
プについては、燃
料、オイル等を常に
補給し、有事の際に
確実に作動するよう
整備している。

農業用取水堰及び
水門一覧表あり。

・町は、町内におけ
る排水機場及び水
門を把握し、適切な
操作を行うとともに、
水災を未然に防止
するよう措置するも
のとする。施設名記
載あり。

排水施設なし
資機材については、
市役所各庁舎で保
管

・市は、市域内にあ
る農業用取水堰及
び水門に水利組合
長及び地元区長を
責任者として配置
し、開閉の任に当た
らせ、水災を未然に
防止するよう措置す
るものとする。

・市は、資材及び機
材について常に点
検し、補充するもの

とする。

・本市職員による対
応と、建設安全協議
会との協定に基づく
対応を実施

・たん水防除施設と
して、排水機のある
地区の記載あり（２
地区）
・水防団に管理およ
び操作を委託。水災
を未然に防止するよ
う措置する。

・町内における農業
用取水堰及び水門
等を把握し、その管
理者に適切な操作
を行わせ水災を未
然に防止するように
措置

・市内における農業
用取水堰及び水門
等を把握し、その管
理者に適切な操作
を行わせる

水門操作要領に基
づく操作・運用

・市管理の樋管2基
設置。（うち1基は国
所管）
・出水時における樋
管の操作を、操作
規則を定め実施。

④河川管理施設の整備に関する事項
項目 韮崎市 甲斐市 南アルプス市 昭和町 中央市 市川三郷町 富士川町 甲州市 山梨市 笛吹市 甲府市 身延町 南部町 富士宮市 富士市 静岡市

堤防等河川管理施
設の現在の整備状
況

・整備済み

・宇坪排水機場
・東花輪排水機場
・高部排水機場
（上記3箇所へ簡易
水位計、監視カメラ
の設置）

高田排水機場の改
修

・東川排水機場
・長沢排水機場
・青柳排水機場

・渋川排水機場
・西耕地樋門の定期
点検を実施

・西嶋、八日市場に
排水機場を整備

・市が所管する樋管
の管理用地におけ
る堤防法面の維持
管理

水防活動の担い手
不足

河川水位等に係る
情報提供

河川の巡視

水防資機材の整備
状況
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①情報伝達、避難計画等に関する事項
項目 山梨県 静岡県 気象庁 国土交通省

・荒川、塩川について、中北建設事務所長と甲府気象台長が共同で洪水予報を発表
し、自治体への連絡と報道機関等を通じて住民への周知を行っている。
・水位周知河川（県内8河川）について、特別警戒水位到達情報等を通知している。

・甲府河川国道事務所から発表された洪水予報等を関係機関に伝達している。
・水位周知河川（県内２河川）について、特別警戒水位到達情報を通知している。

・河川管理者と共同で洪水予報を発表している。
・国土交通省と気象庁が合同で洪水予報を発表し、自治体への連絡と報道機関等を
通じて住民への周知を行っている。
・災害発生の恐れがある場合には、事務所長から関係自治体首長に対して情報伝達
（ホットライン）をしている。

・洪水予報、特別警戒水位到達情報が、市町村長の避難勧告等の発令の判断の目安
にできるよう情報提供している。

・洪水予報、特別警戒水位到達情報が、市町村長の避難勧告等の発令の判断の目安
にできるよう情報提供している。

・河川管理者と共同で洪水予報を発表している。
・確実に避難勧告等の発表を行うためのツールとして、現在チェックリスト、タイムライ
ンの作成支援を行っている。
・自治体向けに、水位予測情報を統一河川情報にて発信している。

・浸水想定区域図を作成し公表するなど、自治体が作成するハザードマップの作成支
援。
【対象河川】
荒川、塩川、相川、濁川、平等川、滝戸川、境川、坪川、滝沢川、芦川

・浸水想定区域図を作成し公表するなど、自治体が作成するハザードマップの作成支
援。
【対象河川】
潤井川、小潤井川

・浸水想定区域図を作成し公表するなど、自治体が作成するハザードマップの作成支
援。
・避難判断基準検討システム提供による、避難計画の見直し・検討支援。

・洪水予報及び特別警戒水位到達情報は、報道機関、自治体等を通じて伝達してい
る。
・総合河川情報システム（ＨＰ）により雨量、水位、洪水予報等の情報を提供している。
・ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送により雨量、水位等の情報を提供している。

・インターネットサイト「サイポスレーダー」により雨量、水位及び洪水予報等の情報を
提供している。
・洪水予報等は、報道機関、市町を通じて、住民へ伝達している。

・気象情報等を、自治体や報道機関を通じて住民等へ伝達している。
・気象台（気象庁）ホームページによる情報提供。

富士川水系情報提供システム（ＨＰ）にて、雨量・水位情報、ライブ映像を公開。
ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送により雨量、水位等の情報を提供している。

平時からの住民
等への周知・教
育・訓練

・総合河川情報システム（ＨＰ）にて、雨量・水位情報を公開
・ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送により雨量、水位情報を公開
・「水防対策ルーム」を県庁見学ルートに入れ、見学者に設備の紹介と水防災教育を
実施している。

・インターネットサイト「サイポスレーダー」により雨量、水位等の情報を提供している。
・出前講座や県庁見学等を通じて水防災教育を実施している。

・出前講座による防災気象情報の普及啓発
・小中学校の総合学習授業や市民の生涯学習の場で、出前講座を実施
・富士川水系情報提供システム（ＨＰ）にて、雨量・水位情報、ライブ映像を公開。
・ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送により雨量、水位情報を公開

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等の
内容及びタイミン

グ

避難勧告等
の発令基準

避難場所
・避難経路

住民等への
情報伝達の
体制や方法

避難誘導体制

4



②水防に関する事項
項目 山梨県 静岡県 気象庁 国土交通省

・河川管理者が基準観測所の水位により水防警報を発表している。
・雨量、水位情報は、総合河川情報システム（ＨＰ）、ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送等によ
り提供している

・甲府河川国道事務所から発表された水防警報等を関係機関に伝達している。
・インターネットサイト「サイポスレーダー」により雨量、水位及び洪水予報等の情報を
提供している。

・基準観測所の水位により水防警報を発令。
・水位計、光ケーブル、ＣＣＴＶを配置している。
・富士川水系情報提供システム、ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送等にて河川水位、CCTV
画像、気象情報等を配信

・自治体、水防団などと重要水防箇所の合同点検を実施。
・出水時には、河川管理施設を点検するため河川巡視を実施。

・自治体、水防団などと重要水防箇所の合同点検を実施。
・必要に応じ、出水時における河川巡視を実施。

・自治体、水防団などと重要水防箇所の合同点検を実施。
・出水時には、河川管理施設を点検するため河川巡視を実施。

・県の水防倉庫に備蓄している。 ・県の水防倉庫及び備蓄資材置場に備蓄している。 事務所、出張所、防災ステーション、水防拠点に水防資機材を備蓄。

自治体庁舎、災
害拠点病院等の
水害時における

対応

③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項
項目 山梨県 静岡県 気象庁 国土交通省

排水施設、排水
資機材の操作・

運用
・県管理の排水機場2箇所、伏越水門・樋門を9基設置。

・災害対策車として対策本部車１台、排水ポンプ車４台を保有。
・国交省管理の排水機場が5箇所、排水樋門・樋管が47基設置。
・操作訓練を年1回実施

④河川管理施設の整備に関する事項
項目 山梨県 静岡県 気象庁 国土交通省

堤防等河川管理
施設の現在の整

備状況

・洪水被害を防止するために河道拡幅や流域貯留浸透施設等の河川改修事業を実
施。

・洪水被害を防止するために河道拡幅、調整池等の河川改修事業を実施。
【対象河川】
伝法沢川、潤井川、小潤井川、富士早川

・河岸侵食、外水氾濫対策として、低水護岸工事、築堤護岸工事を実施。
・河川防災ステーションを整備し、緊急用資材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの
離発着に必要な作業面積の確保。

河川の巡視

水防資機材の整
備状況

水防活動の担い
手不足

河川水位等に係
る情報提供

5



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況）

凡例 各取組機関の対象ページ

：令和2年出水期までの取組実績および今後の予定 韮崎市 P.9～P.12 甲府市 P.49～P.52

：対象外 甲斐市 P.13～P.16 身延町 P.53～P.56

★

▲
南アルプス市 P.17～P.20 南部町 P.57～P.60

〇 ：取組実施予定 昭和町 P.21～P.24 富士宮市 P.61～P.64

中央市 P.25～P.28 富士市 P.65～P.68

各取組機関のページ構成
市川三郷町 P.29～P.32 静岡市 P.69～P.72

ページ数 大項目 中項目 富士川町 P.33～P.36 山梨県 P.73～P.76

1ページ目 避難   ◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等 甲州市 P.37～P.40 静岡県 P.77～P.80

2ページ目 避難 山梨市 P.41～P.44 気象庁 P.81～P.84

3ページ目 水防・排水
◆点検強化
◆体制確保

◆実践強化
◆機能保全

笛吹市 P.45～P.48 国土交通省 P.85～P.88

4ページ目 基盤・体制

：実施済み（完了）

：着手済み（継続）

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等
◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等
◆情報伝達等に係る機器等の整備
◆連携強化に向けた体制の構築

資料2
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★：実施済み（完了） ▲：着手済み（継続） ○：取組実施予定 ：前回の記載から進捗が進んだもの（記号が変わった取組）

大項目

中項目

No.
旧
No.

主な取組（見直し集約）

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1 1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難勧告の
発令に着目したチェックリスト・タイムラインの作成及び支援

引き続き実施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ★ ▲ ★

2 2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難勧告の
発令に着目したチェックリスト・タイムラインを活用した訓練・見直し及び支
援

順次実施 ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ★ ★ ★ ▲ ★ ▲ ▲

3 ・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイムライン） 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 〇 ○ ○ ○ 〇 ★ ★ ○ ▲ ○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 令和元年度から順次実施  ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 〇 ○ ○ ○ 〇 ★ ★ ○ ○ ▲ ▲

5 3 ・洪水対応情報伝達演習 順次実施 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲

6 4
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シミュレーション、家
屋倒壊等氾濫想定区域の公表

順次実施 ★ ★ ★

7 5 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 実施済み ★

8 6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 順次実施 ★ ○ ○ ★ ★ ▲ ▲ ○ ○ 〇 ▲ ▲ ○ ▲ ★ ★ ▲ ▲ 16→15

9 7 ・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災研修会の実施 平成28年度から順次実施 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ★ ▲ ○ 〇 ▲ ▲ ○ ▲ ★ ★ ▲ ▲ 参加

10 8 ・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作成・周知 平成28年度から順次実施 ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ★ ★ 活用 15→16

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ○ ★ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 〇 ▲ ★ ★ ○

12 9 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 引き続き実施 ★ ▲ ▲

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 令和元年度から順次実施 ★ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 〇 ○ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ ▲ ▲

14 10 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 順次実施 ★ ▲ ★ ▲ ▲ ○ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 参加

15 ・災害リスクの現地表示 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 〇 ○ ▲ ○ 〇 ★ ★ ★ ▲

16 11 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 順次実施 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 〇 ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲

17 12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 順次実施 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ 参加

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18 13 ・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提供 引き続き実施 ★ 活用

19 14
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する富士川水系情報
提供システム表示の整備

実施済み ★ 活用

20 15 ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改良 平成29年度 ▲ 活用

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 令和元年度から順次実施 ★ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 〇 ★ ★ ▲ ★ ▲ 〇

22 16
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用した防災・気象情報
の配信

順次実施 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ★ 活用

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ★ ▲ 〇 ▲ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ ▲ ▲

24 17 ・洪水予測システムの精度向上 引き続き実施 ▲

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 令和元年度から順次実施 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ★ ○ ▲ 〇 ○ ○ ○ 〇 ▲ ★ ▲ ▲ ▲

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ★ ★ ▲ 〇 ○ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ ▲ 〇

27 18 ・洪水予報文の改良 平成28年度 ▲ ★ ★ 活用

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 ▲ ★ ★ ▲

本編　6.
「取組機関」

の変更
（市町数等）
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○概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況　集計表）
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◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 19 ・緊急行動トップセミナーの開催 引き続き実施 ★ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ○ ★ ▲ 〇 ○ ▲ ▲ 〇 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ○

31 20 ・避難情報に関する意見交換会 順次実施 ★ ○ ★ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ 参加

32 ・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等 令和元年度から順次実施 ○ ○ ○ ★ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 〇 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○

33 21
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

順次実施 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ 参加

34 ・防災教育の促進 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ★ ○ ▲ 〇 ▲ ○ ★ 〇 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 令和元年度から順次実施 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 〇 ▲ ▲ ★ 〇 ▲ ★ ○ ○

36 ・共助の仕組みの強化 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ○ ▲ 〇 ▲ ▲ ★ 〇 ▲ ★ ▲ ▲ ○

37 22 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 順次実施 ★ ▲ ★ ★ ▲ ○ ★ ○ ▲ ★ ▲ ▲

38 23 ・業務継続計画の策定 順次実施 ★ ▲ ★ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

39 24 ・総合土砂管理計画の策定 平成32年度 ▲

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 25 ・重要水防箇所の見直し 引き続き実施 ▲ ▲ ▲

41 26 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 順次実施 ★ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★

42 27 ・共同点検の実施 順次実施 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ★ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ 参加

43 28 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 順次実施 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ★ ▲ ▲ ▲

44 29 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲

45 ・水防訓練の充実 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ ○

◆体制確保

46 30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 順次実施 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 0

47 31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団
体の募集・指定の促進

順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 0

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ ○

49 32 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 参加 0
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排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50 33
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポン
プ車の運用・配置シミュレーション訓練

順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ 0

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 令和元年度から順次実施 ★ ○

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保 令和元年度から順次実施 ★ ○

53 34 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 順次実施 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ○ ▲ 0

54 35 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 0

◆機能保全

55 36 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 引き続き実施 ▲

56 ・排水設備の耐水性の強化 令和元年度から順次実施 ★ 〇

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 37 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 引き続き実施 ▲ ▲ ▲

58 38 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 引き続き実施 ▲

59 ・本川と支川の合流部等の対策 令和元年度から順次実施 ▲ ○ 〇 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 ★ ★ 〇

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 令和元年度から順次実施 ○ ○ 〇 ○ ▲ ○ ★ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 ▲ ▲ ★ 〇

61 39
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対
策)

平成29年度 ★

62 40
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対
策）

平成32年度 ▲

63 41 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） 平成29年度 ▲ 活用

64 ・応急的な退避場所の確保 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ 〇 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ 〇 ▲ ★ ★ 〇

65 42
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプター
の離発着のための防災ステーションの整備（木島地区）

平成32年度 ▲

66 43 ・排水機場の改修（機能保全） 順次実施 ★ ★ ○ ★ ★

67 44
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整
備）の充実

順次実施 ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68 45
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計/危
機管理型水位計の設置

順次実施 ★ ★ ★ ★ ★ 活用

69 46 ・避難場所の災害種別の表示の整備 順次実施 ○ ○ 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 活用

70 47 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 順次実施 ★ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ★ ★ ▲ ★ ★ 活用

71 ・早期復興を支援する事前の準備 令和元年度から順次実施 ★ 〇 活用

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 令和元年度から順次実施 ○ ○ 〇 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 〇 ▲ ★ ○ ▲ 〇 活用

73 ･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援 令和元年度から順次実施 〇 活用

74 ･適切な土地利用の促進 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ 〇 ▲ ▲ ○ ○ ○ 〇 ▲ ★ ★ ▲ 〇 活用



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 韮崎市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・河川管理者と連携した実践的な訓練チェック
リスト・タイムラインは毎年出水後に更新

【更新】
順次実施
【訓練】
平成31年度から順次実施

▲

【更新】
順次実施
【訓練】
順次実施

★
Ｈ２９年１２月に県・国交省（砂防）・北杜市
と共同で大規模土砂災害を想定した合同
防災訓練を実施。

★ ９月2日の総合防災訓練日に実施
９月1日の総合防災訓練日に実
施

★
令和元年9月1日の総合防災訓練日に実
施

総合防災訓練日に実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧告
等発令の対象区域、判断基準を見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲
甲府地方気象台のワークショップに参加
し、研究

避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握
・多機関タイムライン検討会へ参加し、公共交
通機関の動きを考慮した、チェックリスト・タイ
ムラインを見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

公共交通機関の動きを考慮した、
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習
・防災訓練の中で実施【一部実施済み（消防団
関係）】

引き続き実施 ▲
【一部実施済み】
消防団の無線伝達訓練をH28年9月4日に
総合防災訓練の中で実施

▲
Ｈ２９年１１月に県・国交省（砂防）・北杜市
と共同で大規模土砂(洪水)災害を想定し
た合同防災訓練を実施。

▲
【一部実施済み】
消防団の無線伝達訓練を総合防災訓練
の中で実施

消防団の無線伝達訓練を総合
防災訓練の中で実施

★
消防団の無線伝達訓練を総合防災訓練
の中で実施

消防団の無線伝達訓練を総合防
災訓練の中で実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用

・「避難判断基準検討支援システム」の活用
・韮崎市防災計画改定時に「避難判断基準等
検討支援システム」を活用して避難所の見直し
を行う。

平成31年度から順次実施
地域防災計画改定時

○ H29年度より検討開始 ▲ 平成２９年１０月にシステム勉強会に参加 ▲ 平成31年度から順次実施
避難判断基準等検討支援シス
テムの活用
避難所の見直し実施

★
発令判断システムを3月に導入
避難所の見直しは、地区要望等に基づき
防災会議で見直し

避難判断基準等検討支援システム
の活用
継続して避難所の見直し実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・公表後速やかに取り組む

●改訂（平成29年4月）
公表後、順次実施

○ 公表後、順次実施 ▲
H29.9.16
自主防災組織連絡協議会内で実施

★ 自主防災組織連絡協議会内で実施
自主防災組織連絡協議会内で
実施

★ 自主防災組織連絡協議会内で実施
自主防災組織連絡協議会内で実
施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・想定最大規模降雨も含めた浸水想定区域図
の公表に基づき、ハザードマップの更新を行う

●変更（平成31年4月）
平成31年度から順次実施

○ 区域図の公表に基づき、順次実施予定 ○ （H32～実施） ○ （H31～実施） （H31～実施） ★ 更新完了。 （H31～実施）

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
地域防災計画（避難所等）の改定時に見直し
を検討

令和元年度から引き続き・順次
実施

改定したハザードマップの各戸
配布とともに地区ごとの説明会
開催予定

▲ 順次地区長様へ周知説明会実施中
HP、SNS等により周知
防災訓練等において活用

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・危険箇所を把握するためにまち歩きの
実施
・住民へマイ・タイムラインを周知し、作
成を促す
・マイ・タイムラインの作成に関して事例
を収集

令和元年度から引き続き・
順次実施

・減災マップを地区単位で作製
するため、実施地区を募集する
・タイムラインの作成に関して事
例を収集
・マイタイムラインを広報などで
周知する。

★ マイタイムラインはハザードマップ配布に
合わせて周知。

・申込があった地区においてまち歩
きをして危険箇所の検討を行い、
マップを作製する。

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施

・地域のリスクについてフィールドワークを行
い、住民目線での地域の減災ハザードマップを
作成、自主防災の会議において事例発表を行
い、他の地域における取組につなげる

平成28年度から平成30年度 ▲

【一部実施済み】
減災マップづくりを２つの地区で行い、H28
年12月16日に開催した自主防災の会議で
事例発表を実施

▲
地域減災マップを２地区で実施した。（平
成２９年７月・１２月）

★
H28年度に作成した２地区及び
H29年度に作成した2地区に加え
３地区で減災マップ作成

３地区で減災マップ作成 ★ 減災マップの作製完了（３地区実施） ３地区で減災マップ作成

15 ・災害リスクの現地表示

・まるごとまちごとハザードマップの作成
事例を収集
・まるごとまちごとハザードマップの設置
および現地確認を企画

令和元年度から引き続き・
順次実施

・浸水想定区域において、まるご
とまちごとハザードマップ作成の
する場所を検討

・まるごとまちごとハザードマップ設
置箇所を地区と協議する。

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・広域避難計画の検討

●改訂（平成29年4月）
平成28年度から平成32年度まで

○ H29年度より検討開始予定 ○ 未実施 ○ 検討 検討 ○ 検討 検討

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・防災訓練の中で実施【一部実施済み（社協関
係）】

引き続き実施 ▲

【一部実施済み】
地区の要配慮者の福祉避難所への移送
訓練をH28年9月4日に総合防災訓練の中
で実施

▲

・対象となる要配慮者利用施設：16件
　⇒避難計画　作成済み：4件、作成中2
件、未作成：10件（平成30年3月現在）
　　　県より浸水想定区域図の公表待ち

▲

・対象となる要配慮者利用施設：15件
　⇒避難計画　作成済み：11件、作成中1
件、未作成：3件（平成30年3月現在）
　　　県より浸水想定区域図の公表待

・対象となる要配慮者利用施設：
15件全てで避難確保計画作成
を完了させる

▲ 山梨県治水課と連携して周知した。 見直し促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 韮崎市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発
表文案の確認

令和元年度から引き続き・
順次実施

警戒レベルを住民へ周知 ★
広報やチラシを回覧、HPでの周知を実
施。

警戒レベルに合わせた避難情報の
発表やエリアメール配信文案の確
認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・市ホームページにおいて、台風等の警戒情
報のコンテンツ作成時に、河川管理者等の関
連情報のリンクを掲載するなど、適宜情報提供
を行う

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

★

防災行政無線更新に合わせて、防災情報
配信の多重化を図る。「平成３０年３月３１
日実施設計完了予定」情報配信ソース：
防災アプリ、Twitter、Facebook、市HP等

★

防災行政無線更新に合わせて、防災情報
配信の多重化を図る。「平成３０年３月３１
日実施設計完了予定」情報配信ソース：
防災アプリ、Twitter、Facebook、市HP等

防災行政無線更新に合わせて、
防災情報配信の多重化を図る。

★

防災アプリ、メールマガジン、ツイッター、
市HPへの掲載を実施。
Ｊ-ALERTと連携させ、緊急情報の配信を
可能にした。

防災行政無線更新に合わせて、防
災情報配信の多重化を図る。

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知
・情報提供システムを活用した防災行動
の確認

令和元年度から引き続き・
順次実施

情報提供システムの住民への周
知

▲
警報発令時の専用ページ内で周知を実
施。

情報提供システムを活用した防災
行動の確認

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わ
るように解説を行う

令和元年度から引き続き・
順次実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

★ 国、県主催の会議に出席し情報を得た。
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化

・水害リスクラインで提供される情報の
把握
・情報提供システムを住民へ周知
・情報提供システムを活用することがで
きる防災行動を確認

令和元年度から引き続き・
順次実施

・水害リスクラインで提供される
情報の把握
・情報提供システムを住民へ周
知

▲
警報発令時の専用ページ内で周知を実
施。

・情報提供システムを活用すること
ができる防災行動を確認
・水害リスクライン、情報提供シス
テムを住民へ周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民へ周知する

令和元年度から引き続き実施
ハザードマップやハンドブック配
布時の説明会において併せて周
知

▲
ハザードマップやハンドブック配布時の説
明会において周知を実施

ハザードマップやハンドブック等に
より周知

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催
・避難を促すトップセミナーへの参加【H27年度
～毎年】

引き続き実施 ▲ 引き続き参加 ▲
H３０年２月２４日に全市民向け防災学習
会「減災フォーラム」を実施。約160名が参
加した。

▲
H31年２月23日に全市民向け防災学習会
「減災フォーラム」を実施。約230名が参加
した。

第１２回韮崎市減災フォーラム
の開催。伊勢湾台風石碑建立

★
令和元年９月２１日石碑建立
令和元年１１月１７日減災フォーラム開催

韮崎市減災フォーラムの開催

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・地域減災リーダーの育成
・自主防災組織の設置支援、機能強化
・地域減災マップマップの作成支援

令和元年度から引き続き実施
地区役員向けに研修参加者募
集

▲ 地域減災リーダー育成研修を実施
・まるごとまちごとハザードマップ設
置箇所を確認するまち歩きの実施

31 ・避難情報に関する意見交換会

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・自主防災連絡協議会の会議の中で意見交換
を実施【一部実施済み】

●改訂（平成29年4月）
引き続き実施

▲
【一部実施済み】
H28年7月1日及び12月16日に開催した自
主防災の会議で意見交換を実施

▲
１００地区を対象とした自主防災組織連絡
協議会（平成29年7月）で意見交換会等を
実施、毎年同時期に実施している。

▲
１００地区を対象とした自主防災組織連絡
協議会で意見交換会等を実施、毎年同時
期に実施している。

１００地区を対象とした自主防災
組織連絡協議会で意見交換会
等を実施、毎年同時期に実施す
る。

★
令和元年７月１１日自主防災組織連絡協
議会開催

１００地区を対象とした自主防災組
織連絡協議会で意見交換会等を
実施、毎年同時期に実施する。

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・指定避難所の確保
・避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から引き続き・
順次実施

浸水リスクの把握と当該地域の
人口把握

○ 検討 広域避難を考慮した避難所の検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・市内小中学校の総合学習授業のほか、防災
訓練への参加を通じて防災教育の充実を図る

引き続き実施 ▲

【一部実施済み】
H28年11月20日に指定避難所となってい
る小学校で行われた総合防災訓練の中で
減災研修を実施

▲
H29.9.16
出前塾及び特定地区防災訓練内で講演
会の実施。

▲
出前塾及び特定地区防災訓練内で講演
会の実施。

出前塾及び特定地区防災訓練
内で講演会の実施。

▲
出前塾及び特定地区防災訓練内で講演
会の実施。

出前塾及び特定地区防災訓練内
で講演会の実施。

34 ・防災教育の促進

・防災学習ツールや事例の提供
・要配慮者利用施設の避難確保計画を
取組事例を提供
・避難確保計画に基づいた避難訓練の
実施

令和元年度から引き続き・
順次実施

新規に浸水想定区域に該当した
区域内の要配慮者利用施設へ
避難確保計画の作成促進

▲ ハザードマップ配布に合わせて周知予定
新規に浸水想定区域に該当した区
域内の要配慮者利用施設の避難
確保計画を作成

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難場所へ
の避難訓練の実施

令和元年度から引き続き・
順次実施

住民参加型の避難訓練、避難場
所への避難訓練の実施

★ 令和元年９月１日の総合防災訓練を実施
引続き、住民参加型の避難訓練、
避難場所への避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化
・特定地区防災訓練による複数の地区
合同での避難所開設訓練の実施
・防災訓練の取組事例の収集及び紹介

令和元年度から引き続き・
順次実施

自主防災組織連絡協議会内で
事例紹介や防災訓練の打合せ

▲
防災訓練での反省点を全地区で共有し、
次年度の訓練に活かす予定

訓練の実施と課題の洗い出し

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・１階への土嚢の設置、人員配置等の浸水対
策を行う。

平成28年度から順次実施 ▲

【一部実施済み】
１階への土嚢の設置、人員配置等の浸水
対策訓練をH28年9月4日に総合防災訓練
の中で実施

▲ 設計中 ★
防災無線システムを上層階へ移設
したことで、情報伝達の機能を確保した

★ ★

38 ・業務継続計画の策定 ・策定済みの計画について、随時見直しを行う 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

★ 平成２６年４月策定済 ★ 平成２６年４月策定済 見直し ★
策定済み
見直し検討中

見直し

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 韮崎市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
水防計画に基づく水防資機材を水防倉庫に配
備

●改訂（平成29年4月）
引き続き実施

▲
【整備済み】
引き続き実施

★
配備完了（不足が生じれば速やかに補
充）

★
配備完了（不足が生じれば速やかに補
充）

配備完了（不足が生じれば速や
かに補充）

★
配備完了（不足が生じれば速やかに補
充）

配備完了（不足が生じれば速やか
に補充）

42 ・共同点検の実施
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・実施を検討する

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

○ H29年度より検討開始予定 ○ 未実施 ○ 未実施 検討 ○ 未実施 検討

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・河川管理者との重要水防箇所合同巡視への
参加

●改訂（平成29年4月）
引き続き実施

▲ 平成28年5月26日に合同巡視を実施済み ○ 未実施 ○ 未実施 検討 ○ 未実施 検討

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実施す
る水防訓練への水防団の参加

引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ 平成29年6月17日に水防訓練への参加 ▲ 北杜市で開催された水防訓練へ参加 訓練実施 ▲
昨年度実施済み
今年度未実施

訓練実施

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練
の実施

令和元年度から引き続き・
順次実施

住民等が参加する水防訓練の
実施

▲
総合防災訓練内で、要配慮者の福祉避難
所への搬送訓練を実施

引き続き、住民等が参加する水防
訓練の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・災害時巡視システムの利用の検討

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

○ H29年度より検討開始予定 ○ 未実施 ○ 未実施 検討 ○ 未実施 検討

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・消防団サポート事業等の事業促進により団
員確保を図る。

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲

消防（水防）団新聞を作成し全戸配布を２
９年１２月に実施。
年間を通して、HP・広報を利用し募集して
いる。

▲

消防（水防）団新聞を作成し全戸配布を２
回実施。
年間を通して、HP・広報を利用し募集して
いる。

引続き実施 ▲

消防（水防）団新聞を作成し全戸配布を２
回実施。
年間を通して、HP・広報を利用し募集して
いる。

引続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討

・出水期における水防活動等について
水防関係者間で振返りを実施
・水防協力団体の指定促進
・河川管理者との連携強化

令和元年度から引き続き・
順次実施

情報伝達訓練などによる各団体
との連携した訓練の実施

▲
河川管理者やダム管理者と連携した訓練
に参加

出水期における水防活動等につい
て水防関係者間で振返りを実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・防災訓練などの機会に、水防活動の要素を
取り入れた訓練を行い、水防団と自主防災会
の連携強化を図る

引き続き実施 ▲

【一部実施済み】
一部の地区で消防団による土嚢作成の訓
練をH28年9月4日に総合防災訓練の中で
実施

▲
地域減災リーダー育成講習会を一般・高
校生・消防団・地区出前塾形式で多数実
施。来年度の引続き実施。

▲
地域減災リーダー育成講習会を一般・高
校生・消防団・地区出前塾形式で多数実
施。来年度の引続き実施。

地域減災リーダー育成講習会を
一般・高校生・消防団・地区出前
塾形式で多数実施。来年度の引
続き実施。

▲
地域減災リーダー育成講習会を一般・高
校生・消防団・地区出前塾形式で多数実
施。来年度の引続き実施。

地域減災リーダー育成講習会を一
般・高校生・消防団・地区出前塾形
式で多数実施。来年度の引続き実
施。

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・水門等捜査担当者である地区自治会との連
携強化を図る

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲
平成２９年９月３日に水門等操作担当者で
ある地区自治会にて実施

▲
平成３０年９月２日に水門等操作担当者で
ある地区自治会にて実施

引続き実施 ▲
令和元年９月１日に水門等操作担当者で
ある地区自治会にて実施

引き続き実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
・操作講習会等に参加。

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

▲ H29年度より操作演習会に参加 ○ 未実施 ○ 未実施 検討 ○ 未実施 検討

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・定期的なポンプ操作訓練の実施 引き続き実施 ▲ 【実施済み】引き続き実施 ▲ 定期的なポンプ操法訓練の実施 ▲ 定期的なポンプ操法訓練の実施 定期的なポンプ操法訓練の実施 ▲ 定期的なポンプ操法訓練の実施 定期的なポンプ操法訓練の実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 韮崎市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策

・多機関タイムライン検討会へ参加し、
本川と支線の合流部等、特に人命被害
が生じる恐れのある区間に関するリスク
について把握

令和元年度から引き続き・
順次実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲
県主催などの研修会に参加し、西日本豪
雨で被災した岡山県真備町の高梁川と小
田川の事例を学習した。

本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・多機関タイムライン検討会へ参加し、
氾濫による危険性が高い区間に関する
リスク情報について把握

令和元年度から引き続き・
順次実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未参加
氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保

・多機関タイムライン検討会への参加
し、浸水リスク、内水を考慮した避難所
や避難経路の見直し
・緊急避難場所の指定

令和元年度から引き続き・
順次実施

緊急避難場所の指定 ▲
地域防災計画の改定に合わせて、現行の
指定避難所を指定する。
継続して追加見直しを検討

浸水リスクを考慮した避難所や避
難経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
機能確保のための対策の検討

●改訂（平成29年4月）
H28年度から順次実施

▲
防災行政無線のデジタル化にあわせた機
器の上層階への移設を検討

▲
設計中
防災行政無線更新工事に合わせて、防災
無線・Ｊアラートを上層階へ移設

▲
設計中
防災行政無線更新工事に合わせて、防災
無線・Ｊアラートを上層階へ移設

移設完了 ★ 移設完了 移設完了

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
整備の検討

●改訂（平成29年4月）
H29年度から
H32年度まで

○ H29年度より検討開始予定 ○ 未実施 ○ 未実施 検討 ○ 未実施 検討

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
防災行政無線のデジタル化

●改訂（平成29年4月）
H28年度から

▲ 基本計画の作成 ○
（Ｈ30年度　工事着工）
（Ｈ31年度　工事完了予定）

▲
（Ｈ30年度　工事着工）
（Ｈ31年度　工事完了予定）

工事完了 ★ 工事完了 工事完了

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
多機関タイムライン検討会への参加し、
福祉部局やマスコミと連携し、大規模氾
濫時の必要な対応を確認

令和元年度から引き続き・
順次実施施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 検討
単独での設置は困難である。国県
が設置する組織の会議の内容を、
防災訓練等で活かしていく。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援 － － － －

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマッ
プの配布

令和元年度から引き続き・
順次実施

不動産関係企業に対してハザー
ドマップの配布

▲ 窓口にて順次配布 引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲斐市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

チェックリスト・タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・策定したチェックリスト・タイムラインについ
て、定期的に見直し・修正を行う。

【訓練】順次実施
【見直し】順次実施

▲

【更新】
順次実施
【訓練】
順次実施

★
タイムライン図上訓練に参加し、タイムラ
イン等の見直しを実施
【平成29年7月】

★
【更新】順次実施
【訓練】実施

【更新】順次実施
【訓練】実施予定

★
【更新】順次実施
【訓練】実施

【更新】順次実施
【訓練】実施予定

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・多機能連携型タイムライン検討会へ参加し、
避難情報発令の対象区域や判断基準を見直
す。

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定。

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定。
タイムライン等を考慮し、避難情報
発令の対象区域・判断基準を必要
に応じて見直し。

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握。
・多機能連携型タイムライン検討会へ参加し、
公共交通機関などの動きを考慮した、チェック
リスト・タイムラインを見直す。

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定。

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定。
公共交通機関の動きを考慮した
チェックリストタイムラインを見直し
予定。

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・防災訓練の中で実施を検討 平成29年度から順次実施 ○ 【未実施】 ▲
平成30年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

▲
令和元年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

甲府河国主催の洪水対応伝達
演習に参加予定

▲
甲府河国主催の洪水対応伝達演習に参
加予定

甲府河国主催の洪水対応伝達演
習に参加予定

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
●新規（平成31年4月）
・洪水ハザードマップ作成時にシステム活用

2020年度
●変更（令和2年4月）
令和3年度から実施予定

○ H29年度より検討開始 ○ 2020年実施予定 ○ 2020年実施予定 洪水ハザードマップ作成 ○ 令和3年度実施予定
洪水ハザードマップ作成時にシス
テム活用予定

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・自主防災講習会で実施を検討。 平成28年度から平成32年度まで ▲
Ｈ28年度、一部地域において水害につい
て研修会を実施。

▲
自治会対象に水害について講習会を実施
【平成29年7月】

▲
自治会対象に水害について講習会を実施
【平成30年7月】

自治会対象に講習会実施 ▲
自治会対象に水害について講習会を実施
【令和元年7月】

自治会対象に講習会実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・公表される浸水想定区域図に基づき、洪水ハ
ザードマップの更新を行う。

平成29年度から平成32年度まで ○ 【未実施】 ▲
県管理河川（貢川）の浸水想定データを依
頼中

▲
県管理河川（貢川）の浸水想定データを依
頼

洪水ハザードマップ作成 ▲
県管理河川（貢川）の浸水想定データを依
頼

市民へハザードマップ配布

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・令和3年度洪水ハザードマップ更新予定。
・HPデータの更新、各世帯へ配布し周知。

令和3年度以降

・要請により、洪水ハザードマッ
プを用いた防災講習会の開催。
・現行洪水ハザードマップに併せ
て、市HPに国及び県のリンクを
表示し浸水想定区域を周知す
る。

▲

・要請により、洪水ハザードマップを用い
た防災講習会の開催。
・現行洪水ハザードマップに併せて、市HP
に国及び県のリンクを表示し浸水想定区
域を周知。

令和3年度の洪水ハザードマップ更
新の準備。

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイタイムラインについて広報等で周知・啓
発。
・自主防災組織において防災マップ作成。

・マイタイムラインの周知等につ
いては令和2年度以降実施予
定。
・防災マップについては令和元
年度から引き続き順次実施。

・マイタイムラインについて周知・
啓発を行う。
・甲斐市地域防災リーダーを通
じて、防災マップ作成を促進す
る。

▲

・マイタイムラインについて周知・啓発を行
う。
・甲斐市地域防災リーダーを通じて、防災
マップ作成を促進する。

・マイタイムラインについて周知・啓
発を行う。
・甲斐市地域防災リーダーを通じ
て、防災マップ作成を促進する。

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・地域防災リーダーを中心に各自治会に自主
防災組織の設立及び自主防災マップの作成に
取り組んでもらう。

引き続き実施 ○ 地域防災リーダー養成講習を実施予定 ▲

甲斐市地域防災リーダー養成講習のカリ
キュラムの中で、自主防災マップ作成を実
施
【平成29年7月】

▲

甲斐市地域防災リーダー養成講習のカリ
キュラムの中で、自主防災マップ作成を実
施
【平成30年7月】

地域防災マップ作成研修として、
甲斐市地域防災リーダー養成講
習内で自主防災マップ作成実習

▲

甲斐市地域防災リーダー養成講習のカリ
キュラムの中で、自主防災マップ作成を実
施
【令和元年7月】

地域防災マップ作成研修として、甲
斐市地域防災リーダー養成講習内
で自主防災マップ作成実習

15 ・災害リスクの現地表示 ・実施検討
洪水ハザードマップ更新以降に
実施検討。

実施検討 ▲ 実施検討 実施検討

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
・緊急指定避難所の選定等、水害避難計画を
検討
・広域避難計画の検討

平成28年度から平成32年度まで ▲
水害時における緊急避難場所の選定完
了

▲
水害時緊急指定避難場所を選定
【平成29年6月】

○ 広域避難の検討
洪水ハザードマップ作成に合わ
せて緊急指定避難所の見直し

○ 広域避難の検討 広域避難計画の検討

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・避難計画・訓練の検討をおこなう。 平成29年度から順次実施 ○ 【未実施】 ▲
平成30年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

▲
要配慮施設での避難訓練参加
【平成30年6月】

避難計画作成及び訓練促進 ▲ 避難確保計画作成及び訓練実施促進 避難計画作成及び訓練促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲斐市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 ・警戒レベルに関して住民へ周知。
令和元年度から引き続き順次実
施。

警戒レベルに関して住民へ周
知。

▲
広報誌や自治会役員への説明のほか、
訓練などに際し周知実施。

警戒レベルに関して住民へ周知。

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・SNSを利用した防災・気象情報の配信方法に
ついて検討し、有効な方法があれば実施す
る。

平成28年度から平成32年度まで ○
富士川水系情報システムによる情報収
集。市ＨＰへのリンクを検討。

★
HPへの情報掲載と連動してTwitterへの
情報発信を整備済み
【情報発信中】

★ 避難所開設についてＳＮＳで情報配信 災害時にＳＮＳを活用 ★
避難情報及び避難所開設についてＳＮＳ
で情報配信。

災害時にＳＮＳを活用

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ・情報提供システムを住民へ周知。 令和2年度以降
市HPにリンクを表示するなど、
避難の判断に資する情報を提供
する。

○
市HPにリンクを表示するなど、避難の判
断に資する情報を提供する。

市HPにリンクを表示するなど、避
難の判断に資する情報を提供す
る。

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・国や県河川の水位に関するサイトを住民へ
周知する。

令和2年度以降
市HPにリンクを表示するなど、
避難の判断に資する情報を提供
する。

○
市HPにリンクを表示するなど、避難の判
断に資する情報を提供する。

市HPにリンクを表示するなど、避
難の判断に資する情報を提供す
る。

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ・情報提供システムを住民へ周知。 令和2年度以降
市HPにリンクを表示するなど、
避難の判断に資する情報を提供
する。

○
市HPにリンクを表示するなど、避難の判
断に資する情報を提供する。

市HPにリンクを表示するなど、避
難の判断に資する情報を提供す
る。

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・マイタイムライン啓発時などにおいて堤防等
の施設に係る機能や避難の必要性について周
知する。

令和元年度から引き続き実施
市HPなどを通じて堤防や水位に
かかる情報提供を行う。

○
市HPにリンクを表示するなど、避難の判
断に資する情報を提供する。

市HPなどを通じて堤防や水位にか
かる情報提供を行う。

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加。 引き続き実施 ○ 【未実施】 ▲
県主催の防災・危機管理トップセミナーに
参加
【平成30年1月】

○ 未実施 県主催セミナー出席 ○ 未実施 県主催セミナー出席

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・平成28年度から行っている「甲斐市地域防災
リーダー養成講習」を継続実施。

引き続き実施 引き続き実施。 ▲ 令和元年7月に実施。85人追加認定。 引き続き実施。

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・避難情報に関する意見交換を実施する。
平成29年度から
順次実施

▲
Ｈ29年6月に第2回を実施。以後、引き続
き実施予定。

▲
浸水想定地区対象の研修会の際に併せ
て実施
【平成29年7月】

○ 未実施
防災委員会議や自主防災組織
対象の研修会の際に併せて実
施

○ 未実施
防災委員会議や自主防災組織対
象の研修会の際に併せて実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・隣接自治体との協議を検討。 順次検討 隣接自治体との協議を検討。 ○ 未実施 隣接自治体との協議を検討。

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・浸水想定区域内の小中学校に対し、総合学
習で防災に関する授業を行うなど、防災教育を
実施していく。

引き続き実施 ○
小中学校への防災教育の実施を検討す
る。

▲
市内中学校郷土教育研修会（教職員対
象）で防災研修を実施
【平成29年11月】

○ 小中学校からの要請により実施
市内小中学校からの要請により
実施

○ 未実施
市内小中学校からの要請により実
施

34 ・防災教育の促進
・甲斐市地域防災リーダー養成講習や公民館
主催の防災研修を開催。

引き続き実施
・甲斐市地域防災リーダー養成
講習や公民館主催の防災研修
を開催。

○ 未実施（新型コロナウイルスのため中止）
・甲斐市地域防災リーダー養成講
習や公民館主催の防災研修を開
催。

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・自治会長や甲斐市地域防災リーダーを通じ
て各自治会における防災訓練の創意工夫を促
進する。

引き続き実施 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施

36 ・共助の仕組みの強化
・甲斐市地域防災リーダー養成講習ほか自治
会役員への説明や公民館主催の防災講座な
どにおいて共助などを説明。

引き続き実施 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・市庁舎入口に止水板の設置等の浸水対策を
行う。

平成28年度 ★
庁舎電気機械室への流入防止のための
防護壁及び板の設置を実施済

▲
庁舎への浸水を防止するため、職員によ
る土のう作り訓練を実施【平成29年7月実
施】

▲
庁舎への浸水を防止するため、職員によ
る土のう作り訓練を実施【平成30年6月実
施】

庁舎浸水防止策の一環として土
のう作り訓練実施

▲
庁舎への浸水を防止するため、職員によ
る土のう作り訓練を実施【平成30年6月実
施】

庁舎浸水防止策の一環として土の
う作り訓練実施

38 ・業務継続計画の策定 ・検討中 平成29年度から平成32年度まで ○ 【未実施】 ▲
平成29年度は地震編について策定【平成
30年2月】
風水害編について今後検討実施

▲
防災訓練に合わせ策定済みの内容を見
直し

防災訓練に合わせ内容見直し ▲
防災訓練に合わせ策定済みの内容を見
直し

防災訓練に合わせ内容見直し

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲斐市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・防災計画に基づく水防資機材を水防倉庫に
配備

▲ 引き続き実施 ★
平成29年度3月【配備完了（不足が生じれ
ば速やかに補充）】

▲ 不足・必要資機材等の整備 不足・必要資機材等の整備 ▲ 不足・必要資機材等の整備 不足・必要資機材等の整備

42 ・共同点検の実施 ・公表後に実施を検討する。 平成29年度から順次実施 ○ 【未実施】 ○ 未実施 ○ 未実施 実施検討 ○ 未実施 実施検討

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・水防危険箇所の点検・水防資機材等の整備
点検を実施。

平成29年度から順次実施 ○ 【未実施】 ○ 未実施 ▲ 水防資機材の整備・点検実施 水防資機材の整備・点検 ▲ 水防資機材の整備・点検実施 水防資機材の整備・点検

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・水防月間中に実施される水防訓練に参加【継
続】

引き続き実施 ○
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
水防月間中に開催される水防訓練に水防
団が参加　　　　　【平成29年6月】

▲
水防月間中に開催される水防訓練に水防
団が参加

水防月間中に開催される水防訓
練に水防団が参加

▲
水防月間中に開催される水防訓練に水防
団が参加

水防月間中に開催される水防訓練
に水防団が参加

45 ・水防訓練の充実 ・水防団と協議検討。 水防訓練前に協議 水防訓練前に協議 ○ 未実施 水防訓練前に協議

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの利用の検討 平成29年度から順次実施 ○ 【未実施】 ○ 未実施 ▲
台風など水害が発生するおそれがある場
合にＷｅｂカメラ等を活用

出水期に富士川水系情報提供
システム等活用

▲
風水害発生のおそれがある場合に富士
川水系情報提供システム等を活用

出水期に富士川水系情報提供シ
ステム等活用

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・水防団員（消防団員）の確保の促進 引き続き実施 ▲
消防団員確保の活動の一環として、平成
２６年より「甲斐市消防団フェスタ」を実施
し、普及啓発を行っている。

▲

「甲斐市消防団フェスタ」を開催し、消防団
活動の普及啓発を実施【平成30年3月】。
また、消防団員サポート事業を実施【平成
29年10月～】。

▲
「甲斐市消防団フェスタ」を開催し、消防団
活動の普及啓発を行う【平成31年3月】

「甲斐市消防団フェスタ」を開催
し、消防団活動の普及啓発を行
う

▲
平成30年度実施済み
令和元年度未実施

「甲斐市消防団フェスタ」を開催し、
消防団活動の普及啓発を行う

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・水防団と検討。 順次検討 順次検討 ○ 順次検討 順次検討

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・地域防災リーダーの育成 平成28年度から順次実施 ▲ Ｈ28年度、実施済。引き続き実施予定 ▲
地域防災リーダー養成講習を実施。平成
29年度は67名を地域防災リーダーに認定
【平成29年7月】

▲
地域防災リーダー養成講習を実施。平成
30年度は48名を地域防災リーダーに認定
【平成30年7月】

地域防災リーダー養成講習開催 ▲
地域防災リーダー養成講習を実施。令和
元年度は85名を地域防災リーダーに認定
【令和元年7月】

地域防災リーダー養成講習開催

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

―

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・定期的なポンプ操作訓練の実施【継続】 引き続き実施 ▲ 順次実施 ▲
各部単位による定期的なポンプ操作訓練
を実施

▲
各部単位による定期的なポンプ操作訓練
実施

各部単位による定期的なポンプ
操作訓練

▲
各部単位による定期的なポンプ操作訓練
実施

各部単位による定期的なポンプ操
作訓練

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲斐市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、本川と支
川の合流部等、特に人命被害が生じるおそれ
のある地域に関するリスクを把握。

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定。

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定。
本川と支川の合流部等、特に人命
被害が生じるおそれのある地域に
関するリスク情報を共有。

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫によ
る危険性が高い地域に関するリスク情報を把
握。

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定。

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定。
氾濫による危険性が高い地域に関
するリスク情報を共有。

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
・民間企業などと協定を締結し、緊急避難場所
を確保する。

引き続き実施 引き続き実施 ▲ 民間企業1社と協定締結 引き続き実施

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・庁舎の機能確保に対策を講じる。 平成28年度から順次実施 ▲
庁舎電気機械室への浸水を防ぐ防護壁
の設置、及び浸水防護板の準備。

★
庁舎電気機械室への浸水を防ぐ防護壁
の設置、浸水防護版の準備【平成28年8
月　整備完了】

★ ★ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

・簡易水位計の設置 平成28年度から平成29年度まで ★
双葉地区３河川について、各１基設置。平
成29年3月に完了予定。継続なし。

★ ★ ★ ★

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・今後検討予定 平成28年度から平成32年度まで ○ 平成２９年度より検討予定 ○ 未実施【平成30年度から検討予定】 ○ 未実施 整備検討 ○ 未実施 整備検討

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・防災行政無線のデジタル化を実施
●新規（平成31年4月）
・難聴地域の解消

実施済み ★ 【実施済】 ★ ▲
難聴地域からの要望により戸別受信機を
設置（1か所）

難聴地域の解消 ▲
難聴地域からの要望があれば戸別受信
機を設置

難聴地域の解消

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・多機関タイムライン検討会へ参加し、福祉部
局やマスコミと連携し、大規模氾濫時の必要な
対応を確認。

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定。

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定。
福祉部局やマスコミなどと連携し、
大規模氾濫時の必要な対応を確
認する。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産事業者が手続きを行う関係部署窓口
へハザードマップ設置及び市HP該当ページを
案内。

令和2年度から実施
不動産事業者へハザードマップ
配布及び市HP案内。

▲
不動産事業者へハザードマップ配布及び
市HP案内。

不動産事業者へハザードマップ配
布及び市HP案内。



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南アルプス市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★ 作成済み ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・タイムラインの定期的な見直しと修正
【訓練・更新】
順次実施

▲
【訓練】
未実施

★
平成２９年７月に作成したチェックリスト・タ
イムラインを活用した図上訓練に参加

★ タイムライン図上訓練の実施 タイムライン図上訓練の実施 ★ タイムライン図上訓練の実施 チェックリストの見直し

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告等発令の対象区域、判断基準を検
討し、実情に即した基準へ見直す

順次実施 実情に即した基準の見直し ○ 未実施 実情に即した基準の見直し

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・富士川流域における水害リスクを把握し、多
機関タイムライン検討会へ参加する

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加

○ 未実施 多機関タイムライン検討会へ参加

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施。 平成29年度から順次実施 ▲
H29年6月実施

▲
平成２９年９月３日に消防団の無線を利用
した情報伝達訓練を実施

▲
令和元年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

洪水対応伝達演習に参加する ▲
昨年度実施済み
今年度未実施

洪水対応伝達演習に参加する

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 「避難判断基準等検討支援システム」の活用 平成29年度から平成32年度まで ○ H29年度より検討開始 ▲
平成３０年４月に避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

○ 未実施 必要に応じて実施 ○ 未実施 必要に応じて実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ▲
H28年5月20日実施
H29年5月実施予定

▲
平成30年に市内自主防災会長及び防災
リーダーを対象とした防災研修会を実施

▲ 令和元年5月に実施（６地区）
自主防災会からの要請があれ
ば実施

▲
地区防災計画の策定済み地区に対しフォ
ローアップ研修を実施

自主防災会からの要請があれば
実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・公表される浸水想定区域図に基づき、洪水ハ
ザードマップの更新を行う。
・HPでの周知

平成29年度から平成32年度まで ○
平成29年度よりにハザードマップ更新の
検討を行なう。
（財源確保も含め）

▲
平成２９年１０月からハザードマップ作成
検討に着手
平成３０年度にハザードマップの作成予定

▲

平成３１年3月末までにハザードマップ作
成
（全戸配布）
平成３１年ハザードマップの説明会開催
（６地区）

自主防災会からの要請があれ
ば説明会の実施

▲
地区防災計画の策定に取り組んでいる地
区に対、ハザードマップの作成及び説明
を実施

自主防災会からの要請があれば
説明会の実施

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・各種防災訓練及び講習会等でハザードマップ
の周知や活用を促す

順次実施
必要に応じ改良を図り、周知を
促す

▲
地区防災計画の策定に取り組んでいる地
区に対し、活用を促す説明を実施

必要に応じ改良を図り、周知を促
す

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・国等が実施する体験研修会へ参加し、作成ノ
ウハウを取得する。

順次実施
・タイムラインの作成に関して事
例を収集

○ 未実施
・モデル地区を選定し、講習会を開
催予定

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・自主防災講習会において、マップ作成自主防
災会の事例発表を行ない、他の地域の取り組
みにつなげる。（指導・助言も行なう）

引き続き実施 ▲
H28年7月1日実施
H29年７月実施予定

▲
防災リーダー８０名を対象に（平成２９年１
１月）防災マップ等の作成のための研修
会を実施

▲
防災リーダー８０名を対象に（平成30年１
１月）防災マップ等の作成のための研修
会を実施

防災リーダー養成講座において
防災マップ等の作成のための研
修会の実施

★
防災リーダー８０名を対象に（平成30年１
１月）防災マップ等の作成のための研修
会を実施

防災リーダー養成講座において防
災マップ等の作成のための研修会
の実施

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集

順次実施 ・作成事例の収集 ○ 未実施 ・各講習会等で作成事例集の提供

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・避難経路の検討 平成29年度から順次実施 ○ 平成29年度から順次検討を開始する。 ○ 検討は未実施 ○ 検討は未実施 検討開始 ○ 検討は未実施 未定

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者施設における避難計画の策定及び
訓練。

平成29年度から平成32年度まで ○ 6月以降実施を検討 ▲

対象となる要配慮施設：９件
避難計画作成済み：６件
作成中：３件
避難訓練：２件

▲
想定最大規模の雨量による浸水想定区
域内の要配慮者施設の抽出を行う

避難計画及び避難訓練の促進 ★
地域防災計画に記載されている対象施設
に対し、計画策定の促進を実施

避難計画及び避難訓練の促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南アルプス市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 ・警戒レベルに関して住民へ周知 順次実施 ・警戒レベルを住民へ周知 ★ 各種講習会等で住民へ周知 ・警戒レベルを住民へ周知

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・ＣＡＴＶ・スマートフォンを利用した防災・気象
情報の配信（データ放送整備事業H28年度～）

平成28年度 ▲
・ＣＡＴＶ・スマートフォンを利用した防災・
気象情報の配信（H28年10月より事業開
始）

★
平成２８年１０月に市内CATV４社及びス
マートフォンを活用したデータ放送を整備
し情報を配信中である

▲
市内CATV4社及びｽﾏｰﾄフォンを活用した
防災・気象情報の配信の実施

市内CATV4社及びスマーフォン
を活用した防災・気象情報の配
信

▲
市内CATV4社及びｽﾏｰﾄフォンを活用した
防災・気象情報の配信の実施

市内CATV4社及びスマーフォンを
活用した防災・気象情報の配信

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ・情報提供システムの住民への周知 順次実施 ・情報提供システムの住民周知 ○ 未実施 ・情報提供システムの住民周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わる解説
の理解を深める

・多機関タイムライン検討会へ参
加

○ 未実施 ・多機関タイムライン検討会へ参加

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ・水害リスクラインで提供される情報の把握 順次実施 ・情報の把握、住民への周知 ○ 未実施 ・情報の把握、住民への周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・ハザードマップの周知と併せ、住民へ情報提
供する

順次実施
・ハザードマップの周知と併せ、
住民へ情報提供

▲ 引き続き実施
・ハザードマップの周知と併せ、住
民へ情報提供

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加。 引き続き実施 ▲ 各種セミナー等への参加 ▲
内閣府主催の全国防災・危機管理トップ
セミナーに参加（平成２９年６月）

▲
内閣府主催の全国防災・危険管理トップ
セミナーに参加（平成３１年６月）

各種セミナーに参加 ▲ 引き続き実施 各種セミナーに参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・女性向けの防災講習会等の実施 順次実施
・引き続き女性向けの防災講習
会の実施

★
令和元年12月に女性向けの防災講習会
を実施

・引き続き、女性向けの防災講習
会の実施

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・意見交換会の実施 引き続き実施 ▲
H28年5月20日実施
H29年5月末実施を予定

▲
櫛形西地区を対象とした自主防災会（平
成２９年１１月）で意見交換会を実施

▲
「防災リーダー連絡協議会」（平成３０年１
１月）及び芦安地区（平成３０年１１月）に
おいて意見交換会を実施

今後も定期的に各地区において
意見交換を実施

★
地区防災計画の策定を検討している地区
との意見交換を実施

今後も定期的に各地区において意
見交換を実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・隣接市町村との意見交換を検討 順次実施 ・意見交換会に向け調整 ○ 未実施
・引き続き、意見交換会に向け調
整

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・市内小中学校での防災教育の実施 平成29年度から順次実施 ▲
引き続き実施
（御勅使川の治水の歴史）
６月上旬実施

▲
平成２９年１２月に２回源小学校において
防災教育を実施

▲
平成３０年５月・１２月に源小学校及び１０
月に芦安小学校において防災教育を実施

今後も計画的に各小・中学校に
おいて防災教育を実施

▲
昨年度実施済み
今年度未実施

今後も計画的に各小・中学校にお
いて防災教育を実施

34 ・防災教育の促進 ・小学生を対象とした出前講座の実施 順次実施 ・引き続き、出前講座を実施 ▲ 引き続き実施 ・引き続き、出前講座を実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の防災講習会等で参加促進の強
化を図る

順次実施
・引き続き、参加促進の強化に
努める

▲ 引き続き実施
・引き続き、参加促進の強化に努
める

36 ・共助の仕組みの強化
・地区防災計画策定の促進
・協議会等での、避難訓練の取り組み事例の
収集

順次実施
引き続き、地区防災計画策定の
促進

▲ 引き続き実施
・引き続き、地区防災計画策定の
促進

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・庁内による水防配置及び動員計画の策定
（毎年見直し）

引き続き実施 ▲
庁内における水防配置及び動員計画の
見直し（H28年4月に実施）

▲
平成３０年１月に庁舎の大規模改修工事
に着手（非常用電源設備について本庁舎
屋上に設置予定）

★
非常用電源設備について本庁舎屋上に
設置し、情報伝達等の機能確保を図った
済み

★ ★

38 ・業務継続計画の策定 ・策定済み（毎年更新） 引き続き実施 ▲ 順次実施（毎年4月に見直し） ★ BCP策定済み ★ ★ ★

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南アルプス市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ―

42 ・共同点検の実施 ―

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・水防団（消防団）、自主防災会と共同で点検
の実施。

引き続き実施 ▲ H28年6月12日実施 ▲
平成30年に水防団、自主防災会と共同で
巡視の実施予定

▲
平成30年９月に水防団、自主防災会と共
同で巡視の実施

定期的に巡視を実施 ▲
令和元年９月に水防団、自主防災会と共
同で巡視の実施

定期的に巡視を実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・地域・自主防災会・水防団（消防団）等が連携
した土砂災害訓練の実施（毎年）

引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
平成２９年１０月に地域、自主防災会、水
防団（消防団）が連携した水防訓練の実
施

▲
平成30年9月に地域、自主防災会、水防
団（消防団）が連携した

定期的に訓練を実施 ▲
令和元年10月に地域、自主防災会、水防
団（消防団）が連携した

定期的に訓練を実施

45 ・水防訓練の充実 ・関係機関が開催する訓練へ参加 順次実施
・住民等が参加する水防訓練の
企画を検討

○ 引き続き実施
・住民等が参加する水防訓練の企
画を検討

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有
・災害対応管理システムによる被災情報の共
有。

引き続き実施 ▲
各種防災訓練にて、災害対応管理システ
ムを活用。
被災情報の共有の実施

▲
平成２９年６月４日、９月３日、１０月６日に
災害時対応管理ｼｽﾃﾑを活用した被災情
報の共有訓練の実施

▲
平成３０年６月10日、９月２日に災害時対
応管理ｼｽﾃﾑを活用した被災情報の共有
訓練の実施

毎年実施 ▲
災害時対応管理ｼｽﾃﾑを活用した被災情
報の共有訓練の実施

毎年実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・水防団員（消防団員）の確保の推進。 平成28年度から順次実施 ▲
水防団員（消防団員）確保あり方検討会
の実施（H28年度3回） ▲

平成３０年４月より機能別消防団員制度
の導入

▲ 消防団員の確保の推進 消防団員確保の推進 ▲ 引き続き実施 消防団員確保の推進

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・主水期における水防活動等について、水防
関係者間で振り返りを実施

順次実施 ・毎年実施 ▲ 引き続き実施 ・毎年実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・自主防災会・防災リーダー・水防団（消防団）
を対象とした防災講習会（水防含む）の実施

引き続き実施 ○ H28年5月20日実施 ▲
平成２９年５月２０日、５月３０日に自主防
災会、防災リーダー、水防団（消防団）を
対象とした防災講習会の実施

▲
平成３０年５月２３日、５月３１日に自主防
災会、防災リーダー、水防団（消防団）を
対象とした防災講習会の実施

毎年実施 ▲
自主防災会、防災リーダー、水防団（消防
団）を対象とした防災講習会の実施

毎年実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・職員による、排水機場・樋門・水門等の情報
共有、排水ポンプ車及び内水排除の最適な配
置計画の策定

引き続き実施 ▲ 毎年4月に実施 ▲
平成30年４月に建設部職員により、「職員
水防配置及び動員計画」に基づき、各河
川の排水機場の操作講習会の実施

▲
平成31年４月に建設部職員により、「職員
水防配置及び動員計画」に基づき、各河
川の排水機場の操作講習会の実施

毎年実施 ▲
令和２年４月に建設部職員により、「職員
水防配置及び動員計画」に基づき、各河
川の排水機場の操作講習会の実施予定

毎年実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・操作講習会等に参加。 平成29年度から順次実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
防災リーダーを対象に平成２９年１２月３
日に講習会を実施

▲
防災リーダーを対象に平成30年１１月１８
日に講習会を実施

毎年実施 ▲
防災リーダーを対象に令和元年１１月に
講習会を実施

毎年実施

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施
・消防団によるポンプ操作訓練大会の実施。定
期点検時においての訓練の実施。

引き続き実施 ▲ 平成28年10月2日実施 ▲ 平成２９年１０月２日操作訓練の実施 ▲ 平成３０年１０月１４日操作訓練の実施 毎年実施 ▲ 令和元年１０月に操作訓練の実施 毎年実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南アルプス市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・多機関タイムライン検討会へ参加し、本川と
支線の合流部等、特に人命被害が生じる恐れ
のある区間に関するリスクについて把握

順次実施
・多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 ・多機関タイムライン検討会へ参加予定 ・リスク情報の共有を図る

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫に
よる危険性が高い区間に関するリスク情報に
ついて把握

順次実施
・多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 ・多機関タイムライン検討会へ参加予定
・浸水リスクを考慮した避難所の見
直しについて検討

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ・本市で指定している避難場所の点検 順次実施
・指定避難場所以外の退避場所
の確保に向けた調査

〇
・指定避難場所以外の退避場所の確保に
向けた調査

・引き続き、指定避難場所以外の
退避場所の確保に向けた調査

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・庁舎の大規模改修時に対策を講じる。 平成28年度から平成32年度まで ▲
大規模改修詳細設計着手
(非常用電源設備について、本庁舎改修
時に屋上に設置する計画）

▲
平成３０年１月に庁舎の大規模改修工事
に着手（非常用電源設備について本庁舎
屋上に設置）

★
非常用電源設備について本庁舎屋上に
設置済み

★ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
・避難場所における災害種別ごとの表示の整
備

平成29年度から平成32年度まで ○ H29年度より検討開始 ○ 未実施 ○ 未実施 検討開始 〇 検討開始 検討

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・防災行政無線の修繕及び個別受信機等の配
布について検討を行なう。

【防災行政無線】
実施済み
【個別無線機】
平成29年度から平成32年度まで

▲

防災行政無線の修繕については、引き続
き実施。
個別受信機等の配布についてはH29年度
より検討を開始。

▲
防災行政無線の難聴地域に個別受信機
２台を設置

▲
Jアラート及び自動起動装置の更新
防災行政無線のバッテーリー交換

防災行政無線の修繕は引き続
き実施

▲ 防災行政無線の修繕は引き続き実施
防災行政無線の修繕は引き続き実
施

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 ・住民へ必要な情報を迅速に提供 順次実施
・多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 ・多機関タイムライン検討会へ参加予定
・大規模氾濫時の必要な対応を確
認する

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマップの配
布

順次実施 ・毎年実施 〇 ・毎年実施 ・毎年実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 昭和町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインの定期的な見直し
と修正
情報伝達訓練に参加と必要に応じた見直し

【見直し・修正】
順次実施
【訓練】
順次

▲

【見直し】
Ｈ28.12月にタイムライン見直し案を幹部
職員を対象に検討
【訓練】
情報伝達訓練に参加

★ 情報伝達訓練に参加 ★
チェックリスト・タイムラインの見直し及び
関係機関と連携した訓練を実施

関係機関と連携した訓練を実施 ★ 関係機関と連携した訓練を実施 引き続き実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関タイムライン検討会へ参加。避難勧告
等発令の判断基準見直し

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
避難勧告等発令の判断基準の見
直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 富士川流域における水害リスクの把握 順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施。 平成29年度から順次実施 ▲ 情報伝達演習を5月に実施 ▲
平成30年5月国土交通省洪水対応情報伝
達演習参加

▲ 関係機関との情報伝達演習に参加
関係機関との情報伝達演習に
参加

▲ 情報伝達演習に参加予定 引き続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・「避難判断基準検討支援システム」の活用 平成28年度から順次実施 ○ H29年度より検討開始 ▲

指定避難所選定に利用
平成30年5月に、避難判断基準等検討支
援システムを活用したハザードマップの見
直し検討の実施

▲ 支援システムを活用し、避難所を更新 指定避難所の更新 ★ 検討結果更新せず 必要に応じ指定避難所の更新

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討する 平成29年度から平成32年度まで ○ 未実施 ○
工業専用区域となっているため、区域内
の工場を対象に研修会を予定
（ハザードマップ作成後H30年度中）

▲
洪水ハザードマップの説明会を行い、危
険性を周知する

防災研修会を検討 ▲
家屋倒壊等氾濫想定区域を対象に研修
を実施予定

防災研修会を検討

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・ハザードマップの周知 平成29年度から平成32年度まで ○ 未実施 ▲ H30年度中に公表 ▲
新しいハザードマップの住民説明会を開
催

各所、各団体を対象に説明会を
実施

★
区長・区長代理合同会議、昭和町女性団
体連絡協議会の席上説明を行った

引き続き実施

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・必要に応じハザードマップの改良
・ＳＮＳ等によるハザードマップの周知

令和元年度から引き続き順次実
施

ＳＮＳ等によるハザードマップの
周知

★
町HPのトップページからハザードマップへ
容易にアクセスできるようにした。SNSで
の周知を行う。

ＳＮＳ等によるハザードマップの周
知を引き続き実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・マイ・タイムライン作成担当者研修へ参加、事
例収集
・住民がマイ・タイムラインを作成する場を設け
る

令和元年度から引き続き順次実
施

マイ・タイムライン作成担当者研
修へ参加、事例収集

○
マイ・タイムライン作成担当者研修へ参
加、事例収集

マイ・タイムライン作成講習会を企
画

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・実施を検討する 平成29年度から平成32年度まで ○ 未実施 ▲
平成30年5月作成開始
校正等を加え平成30年11月ごろ完成予定

▲
防災リーダー養成講習において防災マッ
プ作成講習を実施

防災リーダー養成講習において
防災マップ作成講習を実施

▲
防災リーダー養成講習において防災マッ
プ作成講習を実施予定

防災リーダー養成講習において防災マッ
プ作成講習を実施

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集
・まるごとまちごとハザードマップの設置

令和元年度から引き続き順次実
施

まるごとまちごとハザードマップ
の作成事例を収集

○
まるごとまちごとハザードマップの作成事
例を収集

まるごとまちごとハザードマップの
設置場所の検討

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・避難計画・避難経路の検討 平成28年度から順次実施 ○ 未実施 ○
本町では広域避難が必要な地区はない
が、隣接市から調整依頼が来るかもしれ
ない

▲
中央市、甲府河川国道事務所、山梨県と
広域避難に関する勉強会を実施

中央市と広域避難について協議 ▲ 中央市と広域避難について協議 継続と見直し

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓
練の促進

平成29年度から順次実施 ○ 未実施 ○ ハザードマップ作成後計画策定予定 ▲ 避難計画の作成及び訓練実施の促進
避難計画の作成及び訓練実施
の促進

▲ 避難計画の作成及び訓練実施の促進 引き続き実施

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 昭和町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 警戒レベルに関して住民へ周知
令和元年度から引き続き順次実
施

警戒レベルを住民へ周知 ★ 警戒レベルに関するチラシを配布した
警戒レベルに合わせた避難情報の
発表やエリアメール配信文案の確
認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・富士川水系情報提供システムによる情報収
集

平成28年度から順次実施 ○ 未実施 ★ SNSを活用した防災情報の配信 ▲ SNSを活用した防災情報の配信 SNSを活用した防災情報の配信 ▲ SNSを活用した防災情報の配信 継続と見直し

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 情報提供システムの住民への周知
令和元年度から引き続き順次実
施

情報提供システムの住民への周
知

▲ 情報提供システムの住民への周知
情報提供システムを活用した防災
行動の確認

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように
解説を行う

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 情報提供システムの活用
令和元年度から引き続き順次実
施

情報提供システムの住民への周
知

▲ 情報提供システムの住民への周知
情報提供システムを活用できる防
災行動を確認

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
避難所及び防災施設等に係る機能や避難の
必要性について住民への周知する

令和元年度から引き続き順次実
施

避難所及び防災施設等に係る
機能や避難の必要性について
住民への周知する

▲
避難所及び防災施設等に係る機能や避
難の必要性について住民への周知する

避難所及び防災施設等に係る機
能や避難の必要性について住民
への周知する

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加。 平成29年度から順次実施 ○ 未実施 ○ 未定 ▲ 引き続き参加 引き続き参加 ▲ 引き続き参加 引き続き参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・マイ・タイムラインの作成支援
・まるごとまちごとハザードマップの作成、設置

令和元年度から引き続き順次実
施

マイ・タイムライン・まるごとまち
ごとハザードマップ事例収集

▲
マイ・タイムライン、まるごとまちごとハ
ザードマップ事例収集

マイ・タイムライン作成講習会企
画・まるごとまちごとハザードマップ
の設置場所の検討

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・意見交換会の実施。 平成29年度から順次実施 ▲ 土木委員との意見交換会を5月以降実施 ○
ハザードマップ作成後説明会と併せて実
施予定

▲ 区長会等において意見交換を実施
区長会等において意見交換を実
施

▲ 区長会等において意見交換を実施 引き続き実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

避難先の検討
令和元年度から引き続き順次実
施

指定避難所の確保 ★ 指定避難所の確保 広域避難を考慮した避難所の検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・町内小学校での防災教育の実施 引き続き実施 ▲ 未実施 ▲
平成29年度中、学校・自治会・ふれあいサ
ロン等で避難所運営訓練、防災講話を実
施　延べ33回

▲
教育委員会と調整し、小中学生を対象とし
た防災研修会や出前講座の実施を検討

出前講座の実施 ▲ 出前講座の実施 引き続き実施

34 ・防災教育の促進 要配慮者利用施設避難確保計画の情報提供
令和元年度から引き続き順次実
施

要配慮者利用施設避難確保計
画の情報提供

▲
要配慮者利用施設避難確保計画の情報
提供

要配慮者利用施設避難確保計画
の情報提供

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 命を守る行動の啓発
令和元年度から引き続き順次実
施

垂直避難又は近隣の2階以上へ
の避難を啓発

▲
垂直避難又は近隣の2階以上への避難を
啓発

垂直避難又は近隣の2階以上への
避難を啓発

36 ・共助の仕組みの強化 自治会等を中心に共助仕組みを強化
令和元年度から引き続き順次実
施

他部局との連携 ▲
区長・区長代理合同会議、昭和町女性団
体連絡協議会において講習を行った

引き続き実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・機能確保のための対策を検討する 平成29年度から平成32年度まで ▲
自家発電機浸水防止壁について予定延
長35ｍ完了

★
平成28年度に庁舎への流入止水版整備
済み

★ 本庁舎以外の施設での対策を検討
本庁舎以外の施設での対策を
検討

★
引き続き本庁舎以外の施設での対策を検
討

本庁舎以外の施設での対策を検
討

38 ・業務継続計画の策定 ・検討する 平成29年度から平成32年度まで ○ 未実施 ★ 平成30年2月策定 ▲ 随時見直し 随時見直し ▲ 随時見直し 随時見直し

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 昭和町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・水防資機材の配備 平成29年度から平成32年度まで ○
4月以降水防倉庫へ不足資機材（土嚢袋
等）の補充を実施

▲ 今年度さらに土嚢を追加配備 ▲
消防団と連携を図り、整備計画を更新す
る。

消防団と連携を図り、整備計画
を更新する。

▲ 地域防災計画の見直し作業中 引き続き実施

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ○ 未実施 ○ 未定 ▲ 危険個所等を情報共有し点検を実施
危険個所等を情報共有し点検を
実施

▲ 危険個所等を情報共有し点検を実施 引き続き実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・水防団、自主防災組織との合同巡視の実施 平成29年度から順次実施 ○ 未実施 ▲
H30年度に水防団（消防団）に実施時期を
協議

▲
水防団（消防団）等による合同巡視の実
施

継続実施 ▲ 継続実施 引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・水防団等による水防訓練の実施 平成29年度から順次実施 ○
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
H30年度に水防団（消防団）に実施時期を
協議

▲
水防団（消防団）等による水防訓練の実
施

継続実施 ▲ 継続実施 引き続き実施

45 ・水防訓練の充実 救助訓練等の実施
令和元年度から引き続き順次実
施

救助訓練等の実施 ○ 救助訓練等の実施 救助訓練等の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの利用 の検討 平成29年度から順次実施 ○ 未実施 ▲ 研修会等に参加し、実施を検討する。 ▲ 山梨県総合防災情報システムの活用
山梨県総合防災情報システムの
活用

▲ 継続実施 引き続き実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・自治会への協力を図る 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ▲
毎年、消防出初式・訓練大会等を広報に
掲載する際、併せて団員募集記事も掲載

▲
消防出初式・訓練大会等を広報に掲載す
る際、併せて団員募集記事も掲載

消防出初式・訓練大会等を広報
に掲載する際、併せて団員募集
記事も掲載

▲ 継続実施 引き続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 河川管理者と連携強化
令和元年度から引き続き順次実
施

河川管理者と連携強化 ▲ 河川管理者と連携強化 河川管理者と連携強化

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・自主防災会と水防団との協力強化を図る 平成29年度から順次実施 ▲ 8月実施予定 ○
消防団への水防に関する研修を予定
（H30年度に水防団（消防団）に実施時期
を協議）

▲ 自主防災会等を水防活動への参加促進
自主防災会等を水防活動への
参加促進

▲ 継続実施 引き続き実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・町内の水門の情報共有 平成28年度から順次実施 ▲ 4月以降担当職員を対象に実施 ▲
水門の位置、操作法を毎年出水期前に農
政担当・河川担当で確認

▲
水門の位置、操作法を毎年出水期前に農
政担当・河川担当で確認

水門の位置、操作法を毎年出水
期前に農政担当・河川担当で確
認

▲ 継続実施 引き続き実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・講習会への参加 平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
平成30年６月国土交通省の講習会に参
加

▲ 平成31年度　参加 引き続き実施 ▲ 継続して参加予定 引き続き実施

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・年1回排水訓練を実施 平成29年度から順次実施 ○ 未実施 ▲ 地区消防団で1～2月毎に訓練を実施 ▲ 消防団によるポンプ操作訓練の実施
消防団によるポンプ操作訓練の
実施

▲ 継続実施 引き続き実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 昭和町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、本川と支
線の合流部等、特に人命被害が生じる恐れの
ある区間に関するリスクについて把握

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫によ
る危険性が高い区間に関するリスク情報につ
いて把握

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
多機関タイムライン検討会への参加し、浸水リ
スク、内水を考慮した避難所や避難経路の見
直し

令和元年度から引き続き順次実
施

緊急避難場所の検討 ▲ 地域防災計画の見直し作業中
浸水リスクを考慮した避難所や避
難経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・機能確保のための対策を検討 平成28年度から平成32年度まで ○ 未実施 ★
平成28年度に庁舎への流入止水版整備
済み

★ 本庁舎以外の施設での対策を検討
本庁舎以外の施設での対策を
検討

★ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・避難場所の災害種別の表示の整備 平成29年度から平成32年度まで ○ 未実施 ▲ 防災対策担当課との協議開始 ▲ 防災対策担当課と協議 表示の整備 ▲ 地域防災計画の見直し作業中 必要に応じ見直し

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ・防災行政無線のデジタル化は実施 済 実施済み ★ 整備済み ★
整備完了しているので、保守点検を継続、
必要に応じ改良

★ ★ ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
多機関タイムライン検討会への参加し、福祉部
局やマスコミと連携し、大規模氾濫時の必要な
対応を確認

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
福祉部局やマスコミと連携し、大規
模氾濫時の必要な対応を確認す
る。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 ハザードマップをホームページで公開
令和元年度から引き続き順次実
施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 中央市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★ 作成済み ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインは毎年、出水期後
に更新
他機関とのホットライン・情報伝達訓練時にタ
イムラインを活用した訓練を行う。

【更新】
順次実施
【訓練】
順次実施

▲

【更新】
順次実施
【訓練】
関係機関と連携した出水時における情報
伝達演習を実施

▲
関係機関と連携した出水時における情報
伝達演習を実施

▲

関係機関と連携した出水時における情報
伝達演習時にタイムラインを活用した訓練
を実施予定
チェックリスト・タイムラインの見直し及び
ホームページでの公表を検討

関係機関と連携した出水時にお
ける情報伝達演習時にタイムラ
インを活用した訓練を実施予定

▲
関係機関と連携した出水時における情報
伝達演習時にタイムラインを活用した訓練
を実施予定

関係機関と連携した出水時におけ
る情報伝達演習時にタイムラインを
活用した訓練を実施予定

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告等発令の対象区域、判断基準の検
討・見直

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の検討、見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握
・公共交通機関の動きを考慮した、チェックリス
ト・タイムラインの検討・見直

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
公共交通機関の動きを考慮した、
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習
●変更（平成31年4月）
・洪水対応情報伝達演習を実施

平成29年度から順次実施 ▲ Ｈ29年度実施予定 ▲
平成３０年８月に洪水時における災害協
定を締結した事業所の施設を利用した洪
水時避難訓練を実施（予定、準備中）

▲ 関係機関との情報伝達演習に参加
関係機関との情報伝達演習に
参加

▲ 関係機関との情報伝達演習に参加 関係機関との情報伝達演習に参加

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用

・支援システムを活用し洪水時における指定緊
急避難場所の収容人数と避難者数の整合を
図る。
●新規（平成31年4月）
一時避難等の協定を締結した際にシステムを
更新する。

平成28年度から順次実施
●追加（平成31年4月）
随時

○ H29年度より検討開始 ★
「平成30年3月に、避難判断基準等検討
支援システム活用勉強会に参加」

★
避難所を更新
広域避難勉強会に伴いシステムにおいて
避難所を更新

随時更新
指定緊急避難場所の更新

★ 避難所の更新
随時更新
指定緊急避難場所の更新

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

●変更（平成31年4月）
・防災研修会の実施

平成29年度から順次実施 ○ Ｈ29年度実施予定 ○

H30年度から洪水ハザードマップ作成検
討段階で水害リスクがある自治会に対し、
その危険性が十分に把握できる場を作
る。

▲
作成中の洪水ハザードマップの説明会を
行い、危険性を周知する

防災研修会を検討 ▲
作成中の洪水ハザードマップの説明会を
行い、危険性を周知する

防災研修会を実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・ハザードマップの作成・周知
・主に危険エリアの自治会へ避難に関する防
災研修会を実施する。

平成29年度から順次実施 ○
新たなハザードマップを用いて対象自治
会へ説明会をＨ29年度実施予定

▲ 平成３０年６月から検討に着手 ▲
平成31年3月に新たなハザードマップの住
民説明会を開催

新たなハザードマップを全戸配
布しホームページ等で周知

▲
新たなハザードマップを全戸配布しホーム
ページ等で周知

ホームページ等で周知
必要に応じ地区を回ってハザード
マップを周知

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・H.P等により水害及び土砂災害のリスクを考
慮したハザードマップの周知

令和元年度から引き続き・順次
実施

H.P等により水害及び土砂災害
のリスクを考慮したハザードマッ
プの周知

▲
H.P等により水害及び土砂災害のリスクを
考慮したハザードマップの周知

H.P等により水害及び土砂災害のリ
スクを考慮したハザードマップの周
知

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・作成ツールを体験する防災担当者研修への
参加
・マイ・タイムラインの作成に関して事例を収集

令和元年度から引き続き・順次
実施

タイムラインの作成に関して事例
を収集

▲ タイムラインの作成に関して事例を収集
マイ・タイムライン作成講習会の検
討

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施

（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
地域防災リーダーを中心に各自治会の自主防
災マップ作成を実施。

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

▲ 防災マップ作成事業順次実施 ▲
H30年度も防災マップ作成講習順次実施
（平成29年度より中央市防災リーダー養
成講習時実施）

▲
防災リーダー養成講習において防災マッ
プ作成講習を実施

防災リーダー養成講習において
防災マップ作成講習を実施

▲
防災リーダー養成講習において防災マッ
プ作成講習を実施

防災リーダー養成講習において防
災マップ作成講習を実施

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集

令和元年度から引き続き・順次
実施

まるごとまちごとハザードマップ
の作成事例を収集

▲
まるごとまちごとハザードマップの作成事
例を収集

まるごとまちごとハザードマップの
作成の検討

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・広域避難計画及び避難経路の検討を行う。 平成28年度から順次実施 ○
県及び近隣市町村と連携を図りながらＨ
29年度実施予定

▲

当協議会の中で、近隣市町村と広域避難
に関する協定等を進め、H30・H31年度作
成予定の洪水ハザードマップに反映させ
る。

▲
甲府河川国道事務所、山梨県、昭和町と
広域避難に関する勉強会を実施

昭和町と広域避難について調整 ▲ 昭和町と広域避難について調整 広域避難について調整

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・避難計画は早期に作成。防災訓練に避難計
画項目を入れた訓練を検討する。

平成28年度から順次実施 ▲
要配慮者利用施設の研修会参加
避難計画の指導・助言の実施

○
洪水ハザードマップの見直しにあわせ、避
難計画の作成及び訓練の促進を行う。

▲ 避難計画の作成及び訓練実施の促進
避難計画の作成及び訓練実施
の促進

▲ 避難計画の作成及び訓練実施の促進
避難計画の作成及び訓練実施の
促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 中央市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表文案
の確認

令和元年度から引き続き・順次
実施

警戒レベルを住民へ周知 ▲ 警戒レベルを住民へ周知
警戒レベルに合わせた避難情報の
発表やエリアメール配信文案の確
認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・総合河川情報システムによる情報収集
●改訂（平成29年4月）
・富士川水系情報提供システムによる情報収
集
・総合河川情報システムによる情報収集
・ＣＡＴＶ・スマートフォンを利用した防災・気象
情報の配信

平成28年度から順次実施 ▲
【整備済み】
引き続き実施

★

各種システムを活用した情報収集
H30年3月1日、市ホームページ更新時、
SNS等運用開始予定なので、スムースな
情報発信を実施する。（完了）

▲
各種システムを活用した情報収集
SNSを活用した防災情報の配信

各種システムを活用した情報収
集
SNSを活用した防災情報の配信

▲
各種システムを活用した情報収集
SNSを活用した防災情報の配信

SNSを活用した防災情報の配信

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知
・情報提供システムを活用した防災行動の確
認

令和元年度から引き続き・順次
実施

情報提供システムの住民への周
知

▲ 情報提供システムの住民への周知 情報提供システムの住民への周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化

・水害リスクラインで提供される情報の把握
・情報提供システムを住民へ周知
・情報提供システムを活用することができる防
災行動を確認

令和元年度から引き続き・順次
実施

・水害リスクラインで提供される
情報の把握
・情報提供システムを住民へ周
知

▲
・水害リスクラインで提供される情報の把
握
・情報提供システムを住民へ周知

・情報提供システムを活用すること
ができる防災行動を確認
・水害リスクライン、情報提供シス
テムを住民へ周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への周知する

令和元年度から引き続き実施
堤防等の施設に係る機能や避
難の必要性について住民へ周
知

▲
堤防等の施設に係る機能や避難の必要
性について住民へ周知

堤防等の施設に係る機能や避難
の必要性について住民へ周知

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・避難を促すトップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲ 【実施済み】引き続き実施 ▲
山梨県防災局主催のトップセミナーに参
加【平成３０年１月】

▲ 引き続き参加 引き続き参加 ▲ 引き続き参加 引き続き参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・H29年度より地域防災リーダー養成講習を実
施

引き続き実施
地域防災リーダー養成講習を実
施

▲ 地域防災リーダー養成講習を実施 地域防災リーダー養成講習を実施

31 ・避難情報に関する意見交換会
・平成27年度より、自主防災会を対象に実施し
ている。

引き続き実施 ▲
【避難情報の名称変更等の説明実施済
み】引き続き実施

▲
リバーサイド地区を対象とした自主防災会
（平成３０年１月）で意見交換会等を実施。

▲
自主防災会長会議において意見交換を実
施

自主防災会長会議において意
見交換を実施

▲
自主防災会長会議において意見交換を実
施

自主防災会長会議において意見交
換を実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・指定避難所の確保
・避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から引き続き・順次
実施

昭和町と広域避難について協議 ▲ 昭和町と広域避難について協議 継続と見直し

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

【新規】
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施

平成29年度 ○ 平成29年度実施予定 ▲

【新規】
市内3小中学校を対象に「平成２９年度実
践的防災教育事業」を実施。
（今期のみ）

▲
教育委員会と調整し、小中学生を対象とし
た防災研修会や出前講座の実施を検討

出前講座の実施 ▲
教育委員会と調整し、小中学生を対象とし
た防災研修会や出前講座の実施を検討

出前講座の実施

34 ・防災教育の促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成推
進

令和元年度から引き続き・順次
実施

要配慮者利用施設の避難確保
計画の作成支援

▲
要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成支援

要配慮者利用施設の避難確保計
画の作成支援

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難場所への避難
訓練の実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

住民参加型の避難訓練、避難場
所への避難訓練の実施

▲
住民参加型の避難訓練、避難場所への
避難訓練の実施

住民参加型の避難訓練、避難場所
への避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化
・各自主防災会に地区防災計画等の策定を促
し、全員が避難できる体制を整える

令和元年度から引き続き・順次
実施

地区防災計画等の策定支援 ▲ 地区防災計画等の策定支援 地区防災計画等の策定支援

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・数年後に田富庁舎の増設を予定している。そ
の増設部分に、防災対策室の設置、貯水槽・
発電装置の設置、水・食料等の備蓄スペース
の確保等を計画している。

平成28年度から平成31年度まで ▲
庁舎増築に伴う備蓄スペースの設計・調
整に着手

▲
平成31年4月完成予定の庁舎増築に伴
い、洪水に対する機能確保の検討を行っ
た。

▲

増設庁舎2階に災害対策室を設置。情報
収集がスムーズに行えるよう設備を備え
る。また自家発を屋上へ設置し水害時も
電力供給が行えるようにする。

洪水時の行動・伝達について検
討

▲ 洪水時の行動・伝達について検討 洪水時の行動・伝達について検討

38 ・業務継続計画の策定 ・検討する 平成29年度から平成32年度まで ○ 計画案作成済み、今年度策定予定 ★
平成３０年３月【策定】必要に応じ、随時見
直し

▲ 防災訓練にてBCPの見直しを行った 随時見直し ▲ 随時見直し 随時見直し

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 中央市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・水防資機材に不足が生じた場合は、早急に
補充しておくものとする。

引き続き実施 ▲
H29年度より消防団と連携を図りながら、
整備計画を図る

▲ 消防団と連携を図り、整備計画を図る。 ▲ 消防団と連携を図り、整備計画を図る。
消防団と連携を図り、整備計画
を図る。

▲ 消防団と連携を図り、整備計画を図る。
消防団と連携を図り、整備計画を
図る

42 ・共同点検の実施
・重要水防箇所の点検時、河川に隣接する自
治会役員の参加を促進する。

引き続き実施 ▲
H29年度隣接する自治会・消防団と連携し
継続して実施する

○ 未実施 ▲
重要水防箇所の点検時、河川に隣接する
自治会役員の参加を促進する。

重要水防箇所の点検時、河川に
隣接する自治会役員の参加を
促進する。

▲
重要水防箇所の点検時、河川に隣接する
自治会役員の参加を促進する。

重要水防箇所の点検時、河川に隣
接する自治会役員の参加を促進す
る。

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・水防団等による共同点検の実施 引き続き実施 ▲ 【実施済み】引き続き実施 ○ 未実施 ▲ 水防団等による共同点検の実施 水防団等による共同点検の実施 ▲ 水防団等による共同点検の実施 水防団等による共同点検の実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・水防団等による水防訓練の実施 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

○ 未実施 ▲ 水防団等による水防訓練の実施 水防団等による水防訓練の実施 ▲ 水防団等による水防訓練の実施 水防団等による水防訓練の実施

45 ・水防訓練の充実
・水防団等と連携し、住民等が参加する水防訓
練の実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

水防団等と連携し、住民等が参
加する水防訓練の実施

▲
水防団等と連携し、住民等が参加する水
防訓練の実施

水防団等と連携し、住民等が参加
する水防訓練の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・関係機関と連携し実施 平成28年度から順次実施 ▲
H29年度山梨県総合防災情報システムの
活用

○ 未実施 ▲ 山梨県総合防災情報システムの活用
山梨県総合防災情報システムの
活用

▲ 山梨県総合防災情報システムの活用
山梨県総合防災情報システムの活
用

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・消防団員サポート事業、自動車等運転免許
取得費補助を実施している。

引き続き実施 ▲ 【実施済み】引き続き実施 ▲
市ホームページ等で、消防団サポート事
業のチラシを周知。
・運転免許取得費への補助等

▲
市ホームページ等で、消防団サポート事
業のチラシを周知。
運転免許取得費への補助等

市ホームページ等で、消防団サ
ポート事業のチラシを周知。
運転免許取得費への補助等

▲
市ホームページ等で、消防団サポート事
業のチラシを周知。
運転免許取得費への補助等

市ホームページ等で、消防団サ
ポート事業のチラシを周知。
運転免許取得費への補助等

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について水防関
係者間との役割分担等の確認を実施
・河川管理者との連携強化

令和元年度から引き続き・順次
実施

・出水期における水防活動等に
ついて水防関係者間との役割分
担等の確認を実施

▲
・出水期における水防活動等について水
防関係者間との役割分担等の確認を実
施

・出水期における水防活動等につ
いて水防関係者間との役割分担等
の確認を実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・自主防災会等を水防活動への参加促進 引き続き実施 ○ Ｈ29年度実施予定 ○ 未実施 ○ 自主防災会等を水防活動への参加促進
自主防災会等を水防活動への
参加促進

▲ 自主防災会等を水防活動への参加促進
自主防災会等を水防活動への参
加促進

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・ウェブカメラの情報を共有し排水ポンプの始
動タイミングの適正化。

平成28年度から順次実施 ▲ 【実施済み】国・県と連携し、引き続き実施 ○ 未実施 ▲
ウェブカメラの情報を共有し排水ポンプの
始動タイミングの適正化。

ウェブカメラの情報を共有し排水
ポンプの始動タイミングの適正
化。

▲
ウェブカメラの情報を共有し排水ポンプの
始動タイミングの適正化。

ウェブカメラの情報を共有し排水ポ
ンプの始動タイミングの適正化。

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・消防団によるポンプ操作訓練の実施 引き続き実施 ▲ 【実施済み】引き続き実施 ○ 未実施 ▲ 消防団によるポンプ操作訓練の実施
消防団によるポンプ操作訓練の
実施

▲ 消防団によるポンプ操作訓練の実施
消防団によるポンプ操作訓練の実
施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 中央市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・本川と支線の合流部等、特に人命被害が生
じる恐れのある区間に関するリスクについて把
握

令和元年度から引き続き・順次
実施

本川と支線の合流部等、特に人
命被害が生じる恐れのある区間
に関するリスク情報の共有

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・氾濫による危険性が高い区間に関するリスク
情報について把握

令和元年度から引き続き・順次
実施

氾濫による危険性が高い区間に
関するリスク情報の共有

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ・浸水リスク、内水を考慮した避難所の確保
令和元年度から引き続き・順次
実施

垂直避難が可能な高層建築物
の所有者との協定の推進

○
垂直避難が可能な高層建築物の所有者
との協定の推進

垂直避難が可能な高層建築物の
所有者との協定の推進

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ・構造物の耐震工事の実施 の検討 平成30年度から順次実施 ○ 耐震診断・耐震改修をＨ30年度実施予定 ○
H30年度宇坪排水機場ポンプ等整備補修
を行う。

★ 補修完了 ★ ★

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・庁舎統合に伴う計画により検討中 平成28年度から平成31年度まで ▲
防災機能を有する庁舎増築へ向け担当
部局間にて調査検討に着手

▲
平成３１年度庁舎統合整備により、庁舎2
階へ災害対策室設置予定（調査検討につ
いては着手）

▲
増設庁舎2階へ災害対策室を設置。自家
発を屋上へ設置。

その他検討 ▲ 本庁舎以外の施設での対策を検討 その他検討

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

・簡易水位計の設置 実施済み ★
【整備済み】
東花輪、宇坪、高部排水機場に設置

★ ★ ★ ★

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・検討中 平成29年度から平成30年度まで ○ H29年度実施検討予定 ○ 今後、表示整備の検討を行う。 ▲
洪水ハザードマップに避難所の対応災害
種別を表示

ホームページ等にて対応種別の
表示を検討

▲
ホームページ等にて対応種別の表示を検
討

ホームページ等にて対応種別の表
示を検討

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
（当初記載無し）
●改訂（平成29年4月）
防災行政無線のデジタル化は実施済

●改訂（平成29年4月）
実施済み

★ 整備済み ★ ★ ★ ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・福祉部局やマスコミと連携し、大規模氾濫時
の必要な対応を確認

令和元年度から引き続き・順次
実施施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲ 多機関タイムライン検討会へ参加予定
福祉部局やマスコミと連携し、大規
模氾濫時の必要な対応を確認す
る。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

－ － － －

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマップの提
供

令和元年度から引き続き・順次
実施施

不動産関係企業に対してハザー
ドマップの提供

不動産関係企業に対してハザード
マップの提供



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 市川三郷町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムライン作成
【作成】
実施済み

★
【実施済み】
チェックリスト、タイムラインを作成した

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインの定期的な見直し
と修正

順次実施 ▲
【実施済み】
チェックリスト、タイムラインの見直しと修
正をした

▲
平成２９年７月１４日に、タイムライン図上
訓練に参加

▲
チェックリスト、タイムラインの見直しを検
討

チェックリスト、タイムラインの見
直し

▲ チェックリスト、タイムラインの見直し
チェックリスト、タイムラインの見直
し

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・多機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧
告等発令の対象区域、判断基準を見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多機関タイムライン検討会へ参加し、公共交
通機関の動きを考慮した、チェックリスト・タイ
ムラインを見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
公共交通機関の動きを考慮した、
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の検討・先進地視察 平成31年度から順次実施 ○ 【未実施】 ▲
平成30年度も甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加予定

▲
平成31年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

洪水対応伝達演習に参加する ▲ 洪水対応伝達演習に参加 洪水対応伝達演習に参加する

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準検討支援システムを更新し、活
用していく

平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
平成30年3月に、避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

▲
洪水ハザードマップ作成に伴い避難所使
用可否を検討

システム操作説明会に参加する ▲ 引き続き順次更新・活用 システム操作説明会に参加する

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討する 平成29年度から平成32年度まで ○ 【未実施】 ○ 洪水ハザードマップ見直し後、実施検討 ○ 防災研修会の実施検討 防災研修会を順次実施する ○ 未実施 防災研修会を順次実施する

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・ハザードマップの見直し・作成・周知 平成30年度から平成31年度まで ○ 【未実施】 ○ （H30～31実施） ▲
・想定最大規模洪水を対象としたハザード
マップ更新
・周知のため3地区で説明会実施予定

出前講座等で周知する ▲
3地区で説明会実施
出前講座で周知

出前講座等で周知する

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 ・SNSによる住民へのハザードマップの周知 令和元年度から引き続き実施
SNSによる住民へのハザード
マップの周知

○ 未実施
引続き、SNSによる住民へのハ
ザードマップの周知を実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイ・タイムラインの作成に関して事例を収集 令和元年度から引き続き実施
タイムラインの作成に関して事例
を収集

▲ ガイドブック作成
タイムラインの作成に関して事例を
収集

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・防災マップ作成の必要性を周知していく 平成29年度から平成32年度まで ○ 【未実施】 ○ 洪水ハザードマップ見直し後、実施検討 ○
地域減災ハザードマップ作成事業の実施
を検討

地域減災ハザードマップ作成事
業を順次実施する

○ 未実施
地域減災ハザードマップ作成事業
を順次実施する

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集

令和元年度から順次実施
まるごとまちごとハザードマップ
の作成事例を収集

○ 未実施
まるごとまちごとハザードマップの
作成事例を収集

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・避難計画・避難経路の検討 平成30年度から平成31年度まで ○ 【未実施】 ○ （H30～31実施） ▲
洪水ハザードマップ作成に伴い町内の浸
水想定を確認

避難計画・避難経路を検討する ▲ 避難計画の検討 避難計画・避難経路を検討する

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・要配慮者利用施設に必要性の周知を図る 平成30年度から順次実施 ○ 【未実施】 ○ （H30から実施） ▲ 説明会等の開催 説明会等を順次実施する ▲
昨年度説明会の実施
今年度未実施

説明会等を順次実施する

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 市川三郷町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 ・警戒レベルに関して住民へ周知 令和元年度から引き続き実施 警戒レベルを住民へ周知 ▲ 防災講座で周知
警戒レベルに合わせた避難情報の
発表やエリアメール配信文案の確
認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・PC、スマホ等による情報配信の検討
・富士川水系情報提供システムによる情報収
集

平成28年度から順次実施 ▲
【実施済み】
富士川水系情報提供システムによる情報
収集をした。

★

町ホームページに、防災・気象情報を掲
載するとともに、関係機関の情報へのリン
クを掲載
引き続き、PC、スマートフォン等による情
報配信の検討

▲
富士川水系情報提供システムによる情報
収集をした

PC、スマートフォン等による情報
配信の検討をする

▲
PC・スマホ等による
情報配信の検討

情報配信について順次検討し実施
する予定

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ・情報提供システムの住民への周知 令和元年度から順次実施
情報提供システムの住民への周
知

▲ 防災講座で周知 情報提供システムの住民への周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・水害リスクラインで提供される情報の把握
・情報提供システムを住民へ周知

令和元年度から順次実施

・水害リスクラインで提供される
情報の把握
・情報提供システムを住民へ周
知

○ 未実施
・水害リスクラインで提供される情
報の把握
・情報提供システムを住民へ周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への周知する

令和元年度から引き続き実施
堤防等の施設に係る機能や避
難の必要性について住民へ周
知

▲ 防災講座で実施
堤防等の施設に係る機能や避難
の必要性について住民へ周知

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・避難を促すトップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲
【実施済み】
町長が参加した。

▲
消防庁、（一財）消防防災科学センター、
山梨県共催のトップセミナーに参加【平成
30年1月】

○ トップセミナーに不参加 トップセミナーに参加する ○ 未実施 トップセミナーに参加する

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・地域防災リーダーの育成 引き続き実施 継続して実施 ▲ 地域防災リーダー養成講習実施 継続して実施

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・必要に応じ実施 平成30年度から順次実施 ○ 【未実施】 ○ （H30から実施） ▲
避難情報についてチラシを作成し全戸配
布した

必要に応じ意見交換会を実施す
る

▲ 防災講座で実施 必要に応じ意見交換会を実施する

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・指定避難所の確保
・避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から順次実施 指定避難所の確保 ▲ 浸水リスクの把握 広域避難を考慮した避難所の検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・地区及び小中学校を対象とした出前講座の
実施

引き続き実施 ▲
【実施済み】
総合防災訓練説明会及び出前講座を5回
開催した。

▲
出前講座を実施（上地区）
【平成30年2月25日】

▲
地区等を対象とした出前講座を11回開催
した

出前講座を実施する ▲
地区等を対象とした出前講座を9回開催し
た

出前講座を実施する

34 ・防災教育の促進 ・避難確保計画に基づいた避難訓練の実施 令和元年度から順次実施
避難確保計画に基づいた避難
訓練を1件実施

○ 未実施
避難確保計画に基づいた避難訓
練を1件実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難場所への避難
訓練の実施

令和元年度から引き続き実施
住民参加型の避難訓練、避難場
所への避難訓練の実施

○ 未実施
引続き、住民参加型の避難訓練、
避難場所への避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化 ・協議会等での、避難訓練の取組事例の収集 令和元年度から順次実施
協議会等での、避難訓練の取組
事例の収集

▲ 市川三郷防災士会と情報共有
協議会等での、避難訓練の取組事
例の収集

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・施設の機能確保のための改修方法等の検討
を行う

平成30年度から平成31年度まで ○ 0 ○ （Ｈ30～実施） ○ 未実施
施設の機能確保のための改修
方法等を検討

○ 未実施
施設の機能確保のための改修方
法等を検討

38 ・業務継続計画の策定 ・策定していく 平成30年度から平成31年度まで ○ 【未実施】 ★
平成30年3月【策定】必要に応じ、随時見
直し

★ 業務継続計画の見直しをした ★ ★

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 市川三郷町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・水防資機材の備蓄・配備 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施する

★
配備完了済（不足が生じれば速やかに補
充）

★ 水防資機材不足分補充済み
水防資機材に不足が生じれば
速やかに補充する

★ 水防資機材不足分補充
水防資機材に不足が生じれば速や
かに補充する

42 ・共同点検の実施
・重要水防箇所の点検時、河川に隣接する自
治会役員の参加を促進する。

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き促進する

▲ 平成30年5月に実施 ▲ 令和元年5月に実施 共同点検を実施する ▲ 共同点検を実施 共同点検を実施する

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・甲府河川国道事務所との重要水防箇所合同
巡視への参加

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き参加する

▲ 平成30年度も合同巡視に参加 ▲ 平成31年度も合同巡視に参加 合同巡視に参加する ▲ 合同巡視に参加 合同巡視に参加する

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・検討中 平成29年度から順次実施 ○
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
平成30年度も国交省主催の富士川水防
講習会に参加

▲
平成31年度も国交省主催の富士川水防
講習会に参加

富士川水防講習会に参加する ▲
昨年度訓練に参加
今年度未実施

富士川水防講習会に参加する

45 ・水防訓練の充実 ・住民等が参加する水防訓練の実施 令和元年度から順次実施
住民等が参加する水防訓練の
実施

○ 未実施
引き続き、住民等が参加する水防
訓練の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・共有を図っていく 平成29年度から順次実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施する

▲
県主催のH30.2月総合防災情報システム
操作研修に参加

▲ 研修等に参加する 研修等に参加する ▲ 研修等に参加 研修等に参加する

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・消防団活動協力員制度の実施 平成28年度から順次実施 ▲
【実施済み】
消防団活動協力員制度を導入し、47名の
協力員を確保した。

▲
消防団活動協力員、フォローアップ後の
増加なし
現在65名

▲ 67名の消防団協力員を確保した
水防団（消防団）員、消防団協
力員を確保する

▲ 消防団活動協力員60名
水防団（消防団）員、消防団協力員
を確保する

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について水防関
係者間で振返りを実施

令和元年度から引き続き実施
出水期における水防活動等につ
いて水防関係者間で振返りを実
施

▲
出水期における水防活動等について水防
関係者間で振返りを実施

出水期における水防活動等につい
て水防関係者間で振返りを実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・地域防災リーダーの育成 平成29年度から順次実施 ▲

【実施済み】
甲斐の国防災リーダー受講者を中心に自
主的な勉強会「減災いちかわみさと」を立
ち上げ、甲府国道河川事務所の職員より
富士川流域について勉強会を開催した。

▲

毎月第1火曜日「減災いちかわみさと」に
参加

防災講演会の後援
【平成30年１月31日】

▲
市川三郷町地域防災リーダー養成講習を
開催し38名が修了した

地域防災リーダー養成講習を実
施する

▲
地域防災リーダー養成講習受講修了者
14名

地域防災リーダー養成講習を実施
する

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・職員による、排水機場・樋門・水門等の情報
共有を図る

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施する

○ 未実施 ▲
排水機場・樋門・水門等の操作情報を共
有した

排水機場・樋門・水門等の情報
共有を図る

▲
排水機場・樋門・水門等の操作情報を共
有した

排水機場・樋門・水門等の情報共
有を図る

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・講習会への参加 引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
H30、国交省の災害対策用機器操作講習
会に参加

▲
H31、国交省の災害対策用機器操作講習
会に参加予定

講習会に参加する ▲
昨年度訓練に参加
今年度不参加

講習会に参加する

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・消防団によるポンプ操作訓練大会の実施 引き続き実施 ▲
【実施済み】
消防団によるポンプ操作訓練大会を開催
した。

○ 未実施 ▲
消防団によるポンプ操作訓練大会を開催
した

消防団によるポンプ操作訓練大
会の開催を検討する

▲
大会は各年開催だが、自主的にポンプ操
作訓練実施

消防団によるポンプ操作訓練大会
を開催する

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 市川三郷町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策

・多機関タイムライン検討会へ参加し、
本川と支川の合流部等、特に人命被害が生じ
る恐れのある区間に関するリスクについて把
握

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
本川と支川の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫に
よる危険性が高い区間に関するリスク情報に
ついて把握

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
・多機関タイムライン検討会への参加し、浸水
リスク、内水を考慮した避難所の見直し

令和元年度から順次実施
浸水リスクを考慮した避難所の
見直し

○ 未実施
浸水リスクを考慮した避難所の見
直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ・高田排水機場の改修 引き続き実施し平成29年度まで ★
【整備済み】
ポンプ4.0m3/s
（1.0m3/s×4台）

★
高田排水機場の改修
平成29年10月【完成】

★ ★ ★

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・施設の改修方法等の検討 平成30年度から平成31年度まで ○ 【未実施】 ○ （Ｈ30～31で実施予定） ▲ 施設の統廃合について検討
施設の改修方法等について検
討する

▲
昨年度検討
今年度未実施

施設の改修方法等について検討す
る

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・避難場所の災害種別の表示の整備 平成30年度から平成31年度まで ★
【実施済み】
地域防災計画の見直しを行い、避難所の
災害種別を設定した。

○ （Ｈ30～31で実施予定） ▲
洪水ハザードマップ作成に伴い避難所使
用可否を検討

表示内容を検討する ▲
洪水時（土砂災害含む）使用可能な指定
避難所に災害種別の表示整備

順次表示を整備する

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・周知手段を検討
●新規（平成31年4月）
「防災行政無線のデジタル化」の実施

平成29年度から平成30年度まで ▲
【実施済み】
情報伝達手段の方法等について検討し
た。

○
情報伝達手段をより充実させるため、整
備を検討中

▲
・情報伝達手段の方法等について検討し
た
・防災行政無線のデジタル化は実施済み

現状機器の更新をする ▲ － 現状機器の更新をする

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
多機関タイムライン検討会への参加し、多機関
で大規模氾濫時の必要な対応を確認

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 未実施
多機関で連携し、大規模氾濫時の
必要な対応を確認する

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマップの提
供

令和元年度から引き続き実施
必要に応じ不動産関係企業に対
してハザードマップの提供

▲ 申し出により随時提供
必要に応じ不動産関係企業に対し
てハザードマップの提供



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士川町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト・タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・タイムラインの定期的な見直し 順次実施 ▲ 浸水想定区域の見直し等により順次実施 ▲
平成２９年７月１４日に、タイムライン図上
訓練に参加

▲ 順次実施 順次実施 ▲ 取組実施予定 順次実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・タイムライン研修会へ参加し、順次見直しを
行う

順次実施 研修会参加予定 ○ 取組実施予定 順次実施

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・タイムライン研修会へ参加し、順次見直しを
行う

順次実施 研修会参加予定 ○ 取組実施予定 順次実施

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施 平成29年度から順次実施 ▲
【実施済】
毎月、自主防災会との無線通信訓練を実
施

▲
毎月、自主防災会との無線通信訓練を実
施

▲ 順次実施 順次実施 ▲ 取組実施予定 順次実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準検討支援システムを参考に、
避難先、経路、避難開始のタイミングを検討

平成29年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
平成３０年3月に、避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

▲
避難判断基準等検討支援システム活用
勉強会の参加

システム活用勉強会の参加 ▲ システム活用勉強会への参加 システム活用勉強会の参加

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討 平成28年度から順次実施 ○ H29年度より順次実施予定 ▲
平成２９年８月２７日に、道の駅富士川に
て青柳町地区を対象とした防災に関する
学習会を実施

▲ 順次実施 順次実施 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・浸水想定区域図に基づき、ハザードマップを
見直し、周知

平成29年度から順次実施 ○ ハザードマップの見直しの検討 ▲ 平成３０年度中の作成 ★ 土砂災害・洪水ハザードマップ作成 周知を図る ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

周知を図る

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 ・各地区でのハザードマップ説明会の実施 令和元年度に実施 各地区で説明会を実施 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

各地区で説明会を実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイタイムラインを作成するための防災講座
の開催

令和２年度から実施 ○ 取組実施予定 防災講習会の開催

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・実施を検討 引き続き実施 ○
H２９年度より地区防災マップ作成の周知
を図る

○ 未実施 ▲ 各地区に防災マップ作成の周知を図る 周知を図る ★
町内の１３区で地区防災計画策定に向け
た説明会を実施

周知を図る

15 ・災害リスクの現地表示 ・災害リスクの現地表示設置 順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・広域避難計画、避難経路の検討 引き続き実施 ▲ 平成２９年度以降順次検討を開始 ○ 未実施 ○ 未実施 順次検討予定 ○ 取組実施予定 順次実施

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成、訓練
の促進

平成29年度から順次実施 ▲ H29年度以降順次実施 ▲

・対象となる要配慮者利用施設：１４件
⇒避難計画　作成済み：１件、作成中１
件、未作成１２件（平成３０年３月現在）
ハザードマップの見直し後、作成

▲

・対象となる要配慮者利用施設：１４件
⇒避難計画　作成済み：２件、未作成１２
件（平成３１年２月現在）
ハザードマップの見直し後、作成

順次実施 ▲ 順次作成予定 順次実施

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士川町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 ・警戒レベルに関する住民周知 順次実施 順次実施 ★ ＨＰやチラシにより住民に周知 順次実施

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・富士川水系情報提供システムによる情報収
集

平成28年度から順次実施 ▲
【実施済】
富士川水系情報提供システム等による情
報収集を実施

★
富士川水系情報提供システム等による情
報収集を実施

★
富士川水系情報提供システム等による情
報収集を実施

引続き実施 ★
富士川水系情報連携システム等による情
報収集を実施

引続き実施

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・水害に関する情報提供システムを住民に周
知

順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民に水害の切迫性が伝わるよう解説を行う 順次実施 順次実施 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ・水害リスクラインで提供される情報の把握 順次実施 防災講座の開催 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・避難施設の情報提供や避難の必要性につい
て住民への周知を行う

順次実施 防災講座の開催 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲
【着手済】
引き続き実施

▲
全国防災危機管理トップセミナーに参加
【平成２９年５月】

▲ 引き続き参加 引続き参加 ▲ 引き続き参加 引続き参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・マイタイムラインの作成支援 順次実施 防災講座の開催 ○ 取組実施予定 順次実施

31 ・避難情報に関する意見交換会
・自主防災会の図上訓練等で意見交換の実施
を検討

引き続き実施 ▲
自主防災会単位で避難情報等の意見交
換会を実施

▲
上北地区を対象とした避難所運営マニュ
アル作成事業（平成２９年１２月）で意見交
換を実施

▲
上北地区を対象とした地区防災計画策定
事業で意見交換会を実施

順次実施 ★ 障害者の親を対象とした説明会を実施 順次実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

順次検討 順次検討 ○ 取組実施予定 順次検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・小中学校を対象とした水災害教育の実施を
検討
・出前講座の継続実施

引き続き実施 ▲
【実施済】
小学校において水災害教育を実施した

○ 未実施 ○ 未実施 引続き実施 ★ 昭和３４年災害現地学習会を実施 引続き実施

34 ・防災教育の促進
・水害リスクや早期避難に関する学習会の実
施

順次実施 順次実施 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ・住民参加型での避難訓練の実施 令和２年度から実施
住民が参加する避難訓練の実
施

○ 取組実施予定 住民が参加する避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化 ・地区防災計画の策定支援 順次実施 各地区での策定支援 ★
町内の１３区で地区防災計画策定に向け
た説明会を実施

各地区での策定支援

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・庁舎機能の確保のため、一部機能を移転予
定

平成28年度から順次実施 ▲
【実施済】
浸水想定区域内の行政機能の一部を移
転

★
平成３０年２月
浸水想定区域内の行政機能（防災行政無
線設備）を移転

★
平成３０年２月に浸水想定区域内の行政
機能（防災行政無線設備）を移転したこと
により、情報伝達機能の確保を図った

★ ★

38 ・業務継続計画の策定 ・検討中 平成29年度から平成32年度まで ▲
【実施済】
H28年度末に業務継続計画を策定

★
平成２９年２月【策定】
必要に応じ、随時見直し

★
平成２９年２月【策定】
必要に応じ、随時見直し

必要に応じ、随時見直し ★
平成２９年２月【策定】
必要に応じ、随時見直し

必要に応じ、随時見直し

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士川町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・水防資機材の充実 引き続き実施 ▲
【実施済】
土のう袋等を購入し水防倉庫に配備

★
平成２８年９月【配備完了】
土のう袋、土のう用砂に不足が生じれば
速やかに補充

★
平成２８年９月【配備完了】
土のう袋、土のう用砂に不足が生じれば
速やかに補充

土のう袋、土のう用砂に不足が
生じれば速やかに補充

★
平成２８年９月【配備完了】
土のう袋、土のう用砂に不足が生じれば
速やかに補充

土のう袋、土のう用砂に不足が生
じれば速やかに補充

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討 引き続き実施 ○
水防連絡会等で重要水防箇所の合同点
検の実施

○ 未実施 ▲
本年度未実施
（H29年度に実施済み）

順次実施 ★
水防連絡会等で重要水防箇所の合同点
検の実施

順次実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所
の巡視を実施

引き続き実施 ▲
【実施済】
引き続き実施する

▲ 平成30年５月に、合同巡視に参加予定 ▲ 順次実施 順次実施 ▲
昨年度実施
今年度取組実施予定

順次実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・実施を検討 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

○ 未実施 ▲
総合防災訓練（H30.9.2）に合わせ、自衛
隊・平林区・消防団との実働訓練を実施

順次実施 ▲
昨年度実施
今年度取組実施予定

順次実施

45 ・水防訓練の充実 ・住民が参加する水防訓練の実施 順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの利用の検討 平成29年度から順次実施 ▲
簡易水位計やWeｂカメラを活用し、情報共
有を実施

▲
簡易水位計やWebカメラを活用し、情報共
有を実施

▲
簡易水位計やＷebカメラを活用し、情報
共有を実施

簡易水位計やWebカメラを活用
し、情報共有を実施

▲
簡易水位計やＷebカメラを活用し、情報
共有を実施

簡易水位計やWebカメラを活用し、
情報共有を実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・水防団員（消防団員）の確保の促進 引き続き実施 ▲
【実施済】
消防団員サポ-ト事業等の事業促進を引
き続き実施

▲
平成３０年１月に、広報等にて消防団員サ
ポ-ト事業のサポ-ト店を募集

▲ 引き続き募集【広報】 引き続き募集【広報】 ▲ 引き続き募集【広報】 引き続き募集【広報】

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・河川管理者との連携強化 順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・消防団協力事業所表示制度及び消防団サポ
―ト店制度を通じ、消防団活動及び水防団活
動の協力体制を整備
●新規（平成３１年４月）
・自主防災会員の各種防災リーダー養成講座
への参加を促進

引き続き実施 ▲
【実施済】
防災リーダー養成講座等に参加し、自主
防災会等の強化・育成を実施

▲
平成２９年１２月に、防災リーダー養成講
座へ参加

▲ 防災リーダー養成講座へ参加 防災リーダー養成講座へ参加 ▲ 防災リーダー養成講座へ参加 防災リーダー養成講座へ参加

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・排水機場の樋門等の操作訓練の実施 引き続き実施 ▲
【実施済】
引き続き実施する

▲
平成２９年５月に、排水機場にて操作訓練
を実施予定

▲ 平成３０年５月排水機場操作訓練を実施 操作訓練実施 ▲ 令和元年５月排水機場操作訓練を実施 操作訓練実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・参加予定 平成29年度から順次実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
平成30年６月国土交通省の講習会に参
加予定

▲ 講習会に参加 講習会に参加 ▲ 講習会に参加 講習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・毎年実施 引き続き実施 ▲
【実施済】
引き続き実施する

○ 未実施 ▲ 平成30年１２月に操作説明を実施 操作説明を実施 ▲
平成30年12月に操作説明を実施。継続実
施予定

操作説明を実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士川町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・研修会等に参加し、河川合流部の水害リスク
を把握する

順次参加 研修会への参加 ○ 取組実施予定 研修会への参加

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・ハザードマップを活用した浸水想定区域の住
民への説明

順次実施 説明会の開催 ★
ハザードマップを活用した説明会を町内１
３区で実施

順次実施

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ・緊急避難場所の確保 順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ・一部の排水機場の改修検討 引き続き実施 ▲ 平成２９年度以降検討 ○ 未実施 ○ 未実施 引続き実施 ○ 取組実施予定 引続き実施

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

【新規】
洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の
充実

平成29年度 ○ 平成２９年度以降検討 ★

【新規】
平成３０年２月【実施完了】
浸水想定区域内の行政機能（防災行政無
線設備）を移転

★ ★ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

・簡易水位計の設置 平成29年度から順次実施 ▲
【実施済】
西之入橋付近に簡易水位計を設置

★
平成２９年３月【整備完了】
西ノ入橋付近に簡易水位計を設置

★ ★ ★

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・表示の整備を検討 平成29年度から平成32年度まで ○ 平成２９年度以降検討 ○ 未実施 ▲ 表示方法等を検討 引続き実施 ▲
昨年度検討済み
今年度取組実施予定

引続き実施

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・防災行政無線のデジタル化は実施済
・防災ラジオの普及

引き続き実施 ▲
【実施済】
防災ラジオの普及・啓発と有償配布を継
続して実施

▲

平成２９年５月に、防災ラジオ第５次募集
を実施
平成２９年１２月に、防災ラジオ第６次募
集を実施

▲
平成30年５月防災ラジオ第７次募集実施
平成30年10月防災ラジオ第８次募集実施
平成31年２月防災ラジオ第９次募集実施

引続き実施 ▲ 防災ラジオを継続募集中 引続き実施

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 ・関係機関との大規模氾濫時の対応の確認 順次実施 順次実施 ○ 取組実施予定 順次実施

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業へのハザードマップの提供
及び浸水想定区域の説明

引き続き実施 引き続き実施 ▲
不動産関係企業にハザードマップで情報
提供中

引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲州市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・水害時のタイムライン・チェックリストを作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・タイムライン、チェックリストとともに随時更新
する。

【更新】
順次実施

▲
【更新】
引き続き実施

★ 更新　随時実施 ★ 更新　必要があれば随時 更新　必要があれば随時 ★ 更新　必要があれば随時 更新　必要があれば随時

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告等発令の対象区域、判断基準を見
直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握
・公共交通機関の動きを考慮し、チェックリス
ト・タイムラインを見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
公共交通機関の動きを考慮し、
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施 平成29年度から順次実施 ○ 未着手 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準検討支援システムの活用 平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・水害に限らず、危険家屋も存在するため、情
況を把握し地域住民へ情報提供

平成28年度から平成30年度まで ▲
危険家屋については把握済み
研修会については今後検討

▲
危険家屋は把握済
研修会は未実施

▲
危険家屋は把握済
研修会は未実施

順次実施 ▲
危険家屋は把握済
研修会は未実施

順次実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・ハザードマップの見直しを行い、戸別配布 平成29年度から順次実施 ○ 未着手
【取り下げ】
浸水想定区域外のため

▲

平成３１年度（令和元年度）に県において
洪水浸水想定区域の見直しが行われ、区
域内になったため既存の土砂災害ハザー
ドマップと併せ作成

平成31年度（令和元年度）に作
成完了（市内全戸配布）

★
ハザードマップ完成、市内全戸配布　実施
済み

ハザードマップの周知

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・SNSによる住民へのハザードマップの周知
・出水期での被害状況や振返りを考慮したハ
ザードマップの見直しの実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

SNSによる住民へのハザード
マップの周知

○ 市ＨＰ等により周知予定
引続き、SNSによる住民へのハ
ザードマップの周知を実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・作成ツールを体験する防災担当者研修への
参加
・マイ・タイムラインの作成支援

令和元年度から引き続き・順次
実施

マイ・タイムラインの作成支援
（事例の収集等）

▲ 収集作業、作成支援
引続き、マイ・タイムラインの作成
支援

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・土砂災害ハザードマップの作成
●変更（令和２年 ４３月）

平成28年度から平成29年度まで ★
平成２８年度に避難地を見直したハザード
マップを作成し、住民に配布した。

★ 土砂災害ハザードマップ（H28）作成済
▲
 ★

【見直し実施 予定】
平成３１年度（令和元年度）に県において
洪水浸水想定区域の見直しが行われ、区
域内になったため既存の土砂災害ハザー
ドマップと併せ作成

平成31年度（令和元年度）に作
成完了（市内全戸配布）

★ ハザードマップ完成、市内全戸へ配布 ハザードマップの周知

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成等を検
討

令和元年度から引き続き・順次
実施

・まるごとまちごとハザードマップ
作成について検討する

▲ 検討中
・まるごとまちごとハザードマップ作
成・設置に向け検討する

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 平成29年度から順次実施 ○ 未着手 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・災害時要援護者支援台帳に基づく個別計画
の策定

平成30年度から平成32年度まで ○ 未着手 ○ （H30～32実施） ○ 庁内機関にて検討中 順次実施 ○ 庁内機関にて検討中 順次実施

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲州市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・避難情報の発表文案の確認

令和元年度から引き続き・順次
実施

警戒レベルを住民へ周知 ★
ＨＰ・広報・ハザードマップ等により周知
実施済み

警戒レベルに合わせた避難情報の
発表やエリアメール配信文案の確
認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・富士川水系情報提供システムによる情報収
集

引き続き実施 ▲ 市HP、防災行政無線を活用し、配信済み ★ 市HP、防災行政無線を活用し配信済 ★ 市ＨＰ、防災行政無線を活用し配信済
市ＨＰ、防災行政無線を活用し
配信予定

★
市ＨＰ、防災行政無線、メール、アプリ等を
活用し配信済

市ＨＰ、防災行政無線を活用し配
信予定

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知
・情報提供システムを活用した防災行動の確
認

令和元年度から引き続き・順次
実施

情報提供システムの住民への周
知

★ 市ＨＰ、ハザードマップにより周知
情報提供システムを活用した防災
行動の確認

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・水害リスクラインで提供される情報の把握
・情報提供システムの住民への周知及び活用

令和元年度から引き続き・順次
実施

・水害リスクラインで提供される
情報の把握
・情報提供システムを住民へ周
知

★ 市ＨＰ、ハザードマップにより周知

・情報提供システムを活用すること
ができる防災行動を確認
・引続き、水害リスクライン、情報提
供システムを住民へ周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民へ周知する

令和元年度から引き続き実施 住民への水害リスクの説明 ★ 市ＨＰ、ハザードマップにより周知
堤防等の施設に係る機能や避難
の必要性について住民へ周知

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ―

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・防災士資格取得に対する助成
・防災リーダー養成講座の開催

引き続き実施
・防災士資格取得助成の周知
・防災リーダー養成講座開催準
備

★
助成の周知
養成講座開催

・防災士資格取得に対する助成
・防災リーダー養成講座の開催

31 ・避難情報に関する意見交換会
・自主防災リーダーからの意見集約
・避難所運営訓練

平成28年度から平成30年度まで ▲
一部の地域において避難所運営訓練を実
施

▲
H30.2 塩山北公民館において避難所運営
訓練を実施

▲
神金地区、三日市場上区にて避難所運営
マニュアル作成に向け、地域で協議中

引続き実施 ▲
山地区をはじめ、各地区にて地区防災計
画・避難所運営マニュアル作成に向け、地
域で協議中

引続き実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・指定避難所の確保と避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から引き続き・順次
実施

・浸水リスクの把握
・指定避難所の確保
・広域避難に関する課題の抽出

○ 未実施 広域避難を考慮した避難所の検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・防災訓練への参加を通じて防災教育の充実
を図る。

引き続き実施 ▲
防災の日に市内各小中学校で防災訓練
を実施
引き続き実施

▲
防災の日に市内小中学校で防災訓練を
実施引き続き実施

▲
防災の日に市内小中学校で防災訓練を
実施引き続き実施

引続き実施 ▲

防災の日に市内小中学校で防災訓練を
実施
地区での出前講座を実施
引き続き実施

引続き実施

34 ・防災教育の促進

・防災学習ツールや事例の提供
・要配慮者利用施設の避難確保計画と取組事
例を提供
・避難確保計画に基づいた避難訓練の実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

・要配慮者利用施設の避難確保
計画を作成
・避難確保計画に基づいた避難
訓練を実施

○ 庁内機関にて検討中

・要配慮者利用施設の避難確保計
画を作成
・避難確保計画に基づいた避難訓
練を実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難場所への避難
訓練の実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

住民参加型の避難訓練、避難場
所への避難訓練の実施

▲
自主防災組織による避難訓練の実施
引き続き実施

引続き、住民参加型の避難訓練、
避難場所への避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化
・自主防災組織よる取り組み等により顔の見え
る関係の構築
・協議会等での、避難訓練の取組事例の収集

令和元年度から引き続き・順次
実施

自主防災組織よる取り組み等に
より顔の見える関係の構築

○ 未実施
協議会等での、避難訓練の取組事
例の収集

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定 ―

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲州市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ―

42 ・共同点検の実施
・水害リスクの高い箇所の確認として、地域住
民と管内の点検

平成29年度 ○ 未着手 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・関係団体との協議の中で実施 平成29年度から平成30年度まで ○ 未着手 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・消防団については、毎月定期的に機械器具
の点検を行っているため、継続

引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ 消防団については実施 ▲
山梨県水防訓練が実施されることに伴
い、水防団との合同訓練実施

引続き実施 ▲ 消防団については実施 引続き実施

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

多様な関係機関並びに住民等
が参加する水防訓練の実施

▲
自主防災組織による避難訓練と併せて実
施
引き続き実施

多様な関係機関並びに住民等が
参加する水防訓練の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 平成29年度から順次実施 ○ 未着手 ○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 ○ 未実施 順次実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・市広報、ＨＰ等で募集啓発 引き続き実施 ▲
各地区の消防団幹部が、個別に住民宅を
訪問し、勧誘を行っている。

▲ 各地区の消防団幹部が戸別訪問を行い
勧誘

▲
各地区の消防団幹部が戸別訪問を行い
勧誘

引続き実施 ▲
各地区の消防団幹部が戸別訪問を行い
勧誘

引続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について水防関
係者間で振返りを実施
・水防協力団体及び河川管理者との連携強化

令和元年度から引き続き・順次
実施

水防協力団体及び河川管理者
との連携強化

○ 未実施
出水期における水防活動等につい
て水防関係者間で振返りを実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・自主防災組織率１００％を目標に強化、育成
を行う

引き続き実施し平成31年度まで ▲ 継続実施 ▲
継続実施
（H29年度末94％）

▲
継続実施
（Ｈ30年度末94％）

引続き実施 ▲
継続実施
（Ｒ１年度末94％）

引続き実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

―

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲州市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・特に人命被害が生じる恐れのある区間に関
するリスクについて把握

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・氾濫による危険性が高い区間に関するリスク
情報について把握

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
・浸水リスク、内水を考慮した避難所や避難経
路の見直し
・緊急避難場所の整備

令和元年度から引き続き・順次
実施

緊急避難場所の整備 ○ 未実施
浸水リスク、内水を考慮した避難所
や避難経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
・電柱を利用した表示板の整備について検討
中（まちなみ景観とも調整）

平成29年度から順次実施

●改訂（平成29年4月）
平成28年度から順次実施

▲
平成２８年度に市内１６箇所の公共施設
案内看板に「避難地」、「避難所」の表示を
行った。

▲
平成２８年度に引き続き１４箇所の公共施
設案内看板に「避難地」、「避難所」の表
示を行った。（H28～29合計30ヶ所）

▲
引き続き１１箇所の公共施設案内看板に
「避難地」、「避難所」の表示を行った。（Ｈ
28～30合計41箇所）

引続き実施 ▲
昨年度実施
今年度未実施

引続き実施

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備

・防災行政無線についてはデジタル化が完了
しているため実施なし
・防災行政無線のみならず、個別受信機の設
置を検討

【防災行政無線】
実施済み
【個別無線機】
平成32年度から順次実施

▲
防災行政無線については整備済み
個別無線機については平成３２年度以降
に実施

▲
防災行政無線については整備済
個別無線機については平成３２年度以降
に実施

▲
防災行政無線については整備済
個別無線機については、視覚、聴覚障害
者宅の希望者に設置済

引続き実施 ▲
防災行政無線については整備済
戸別受信機については、視覚、聴覚障害
者宅の希望者に設置済

引続き実施

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・福祉部局やマスコミと連携し、大規模氾濫時
の必要な対応を確認

令和元年度から引き続き・順次
実施施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 参加予定
福祉部局やマスコミと連携し、大規
模氾濫時の必要な対応を確認す
る。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマップの配
布

令和元年度から引き続き・順次
実施施

不動産関係企業に対してハザー
ドマップの配布

○ ハザードマップ配布予定
引続き、不動産関係企業に対して
ハザードマップの配布



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

水害時のタイムライン・チェックリストを作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・水害時のタイムライン、チェックリストとともに
毎年確認・更新をする。

【更新】
順次実施

▲
【更新】
引き続き実施

▲
チェックリスト・タイムライン
平成30年4月更新

▲
本年度は未実施
（H29．H30に実施済み）

引続き実施 ▲ （R2年度以降実施） 引続き実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告等発令の対象区域、判断基準の見
直し

順次実施
台風19号における避難勧告等
発令時の課題抽出・検討

▲
台風19号における避難勧告等発令時の
課題抽出・検討

避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直し

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・富士川流域における水害リスクの把握 順次実施
富士川流域における水害リスク
の把握

▲ 富士川流域における水害リスクの把握 タイムラインの拡充・更新

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施検討
●変更（平成３１年４月）
平成30年度から順次実施

○ 【実施前】 ▲
平成30年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加予定

▲
平成30年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加予定

引続き実施 ▲
令和2年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加予定

引続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・緊急時の判断においての「避難判断基準検
討支援システム」の活用を検討する。

●変更（平成３１年４月）
平成30年度から順次実施

○ H29年度より検討開始 ▲
平成30年3月に、避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

○ 未実施 引続き実施 ○ 未実施 引続き実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討する 平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ○ （H32～実施） ○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （R2年度以降実施）

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・公表される浸水想定区域図に基づき、洪水ハ
ザードマップの更新・周知を行う

平成30年度から順次実施 ○ 【実施前】 ▲ 平成30年4月から検討に着手 ▲
H31.3月作成完了。対象地域に全戸配
布。

配布済み ▲ 配布済み 配布済み

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用

・公表される浸水想定区域図に基づき、ハザー
ドマップの更新・周知を行う
・SNS・HP等による住民へのハザードマップの
周知

令和元年度から引き続き実施
SNS・HP等による住民へのハ
ザードマップの周知

▲
SNS・HP等による住民へのハザードマップ
の周知

公表される浸水想定区域図に基づ
いたハザードマップの更新

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ― ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・避難所情報の提供
・マイ・タイムラインの作成・活用に関する事例
収集

順次実施
避難所情報の提供
マイ・タイムラインの作成・活用
に関する事例収集

▲
HP等による避難所情報の提供
R2年度以降実施

マイ・タイムラインの作成促進

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・土砂災害・洪水ハザードマップ作成済み 実施済み ★ 【実施済み】 ▲ 平成30年度中に作成 ▲
H31.3月作成完了。対象地域に全戸配
布。

配布済み ▲ 配布済み  配布済み更新・配布を予定

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作成、設置
検討

順次実施
まるごとまちごとハザードマップ
の作成、設置事例の収集

▲
まるごとまちごとハザードマップの作成、
設置事例の収集

まるごとまちごとハザードマップの
作成、設置検討

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・広域避難に関する調整等の検討 平成32年度から順次実施 ○ ※以降同様 ○ （H32～実施） ○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （R2年度以降実施）

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・地域防災計画内の記述の見直しの検討
●変更（平成３１年４月）
平成30年度から順次実施

○ 【実施前】 ▲

福祉担当部局から各施設へ避難計画の
作成・避難訓練の実施を呼びかけている
・避難計画…23件中9件作成済み（平成30
年2月現在）
・避難訓練…各施設で避難訓練を実施し
ている

▲
福祉担当部局から各施設へ避難計画の
作成・避難訓練の実施を呼びかける

福祉担当部局から各施設へ避
難計画の作成・避難訓練の実施
を呼びかける

▲
福祉担当部局から各施設へ避難計画の
作成・避難訓練の実施を呼びかける

福祉担当部局から各施設へ避難
計画の作成・避難訓練の実施を呼
びかける

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

― ―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

― ―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

― ―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表文案
の確認

令和元年度から引き続き実施 警戒レベルに関して住民へ周知 ▲
警戒レベルに関してHP・チラシ等により住
民へ周知

警戒レベルに合わせた避難情報の
発表文案の確認(防災無線・HP等)

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・「富士川水系情報提供システム」による情報
収集の検討

●改訂（平成29年4月）
①「富士川水系情報提供システム」による情報
収集の検討
②HP上やメール配信による防災・気象情報の
提供

平成30年度から順次実施

●改訂（平成29年4月）
①平成30年度から順次実施
②実施済み

○

【実施前】

●改訂（平成29年4月）
①【実施前】
②引き続き実施

★ 情報発信中 ○ 情報発信中 引続き実施 ▲ 市HP等を通じ情報発信中 引続き実施

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知
・HP上やメール配信による防災・気象情報の
提供

順次実施

情報提供システムの住民への周
知
HP上やメール配信による防災・
気象情報の提供

▲
情報提供システムの住民への周知
HP上やメール配信による防災・気象情報
の提供

情報提供システムの住民への周知
HP上やメール配信による防災・気
象情報の提供

24 ・洪水予測システムの精度向上 ― ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民にわかりやすく効果的に伝達できる周知
内容(文案等)の検討

順次実施
住民にわかりやすく効果的に伝
達できる周知内容(文案等)の検
討

▲
住民にわかりやすく効果的に伝達できる
周知内容(文案等)の検討

住民にわかりやすく効果的に伝達
できる周知内容(文案等)の検討

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・情報提供システムの住民への周知
・HP上やメール配信による防災・気象情報の
提供

順次実施

情報提供システムの住民への周
知
HP上やメール配信による防災・
気象情報の提供

▲
情報提供システムの住民への周知
HP上やメール配信による防災・気象情報
の提供

情報提供システムの住民への周知
HP上やメール配信による防災・気
象情報の提供

27 ・洪水予報文の改良 ― ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の機能や避難の重要性について住民
への説明会等の実施

令和元年度から引き続き実施
避難訓練時に堤防等の機能や
避難の重要性等について住民
に説明

○ （R2年度以降実施）
堤防等の機能や避難の重要性に
ついて住民への説明会等の実施

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加検討 引き続き実施 ▲ 【引き続き実施】 ○ 未実施 ○ 未実施 引続き実施 ▲ 引続き実施 引続き実施

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・自主防災組織指導者講習会の実施
・甲斐の国防災リーダー養成講座等への参加
促進

令和元年度から引き続き実施
各区出前講座における防災アド
バイザーの派遣

▲
各区出前講座における防災アドバイザー
の派遣

自主防災組織指導者講習会の実
施
甲斐の国防災リーダー養成講座等
への参加促進

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・意見交換会開催の検討 平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ○ （H32～実施） ○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （R2年度以降実施）

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・広域避難を視野に入れた避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

順次実施
広域避難を視野に入れた避難
先の検討
広域避難に関する課題の抽出

▲
広域避難を視野に入れた避難先の検討
広域避難に関する課題の抽出

広域避難を視野に入れた避難先の
検討
広域避難に関する課題の抽出

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・学校の避難訓練実施時期に合わせた教育を
検討する

平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ○ （H32～実施） ○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （R2年度以降実施）

34 ・防災教育の促進
・各区出前講座における防災アドバイザーの
派遣

令和元年度から引き続き実施
各区出前講座における防災アド
バイザーの派遣

▲
各区出前講座における防災アドバイザー
の派遣

各区出前講座における防災アドバ
イザーの派遣

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ・住民参加型の避難訓練の実施・継続 令和元年度から引き続き実施
住民参加型の避難訓練の実施・
継続

▲ 住民参加型の避難訓練の実施・継続
住民参加型の避難訓練の実施・継
続

36 ・共助の仕組みの強化
・関係機関と連携した水害からの要支援者避
難行動の理解促進に向けた取組の実施

順次実施
関係機関と連携した水害からの
要支援者避難行動の理解促進
に向けた取組の実施

▲
関係機関と連携した水害からの要支援者
避難行動の理解促進に向けた取組の実
施

関係機関と連携した水害からの要
支援者避難行動の理解促進に向
けた取組の実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・機能維持確保のための対策を検討 平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ○
（H32～実施）
（機能確保・移設の為の調査中）

○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （R2年度以降実施）

38 ・業務継続計画の策定 ・計画を検討する
●変更（平成３１年４月）
平成30年度から順次実施

○ 【実施前】 ▲
平成２９年３月改定の地域防災計画で策
定について記載済み
※必要に応じて見直しを実施する。

▲ ※必要に応じて見直しを実施する。 引続き実施 ▲ ※必要に応じて見直しを実施する。 引続き実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ― ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ― ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備

・水防計画に基づき、緊急用資機材の備蓄を
行っている。
・各水防団へ毎年5月～7月に水防用消耗品の
配備を行っている。

引き続き実施 ▲ ・資材の配布を5月中に実施 ★
29年度5月配備完了（不足が生じれば速
やかに補充）

▲ 令和元年度5月配備 引続き実施 ▲ R2年度5月配備予定 引続き実施

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討する
●変更（平成３１年４月）
平成30年度から順次実施

○ 【実施前】 ▲ H30.5参加予定 ▲ 令和元年5月参加 引続き実施 ▲ R2.5参加予定 引続き実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施

・甲府河川国道事務所・山梨県と共に重要水
防個所の合同巡視(今後も継続)
・1年ごとに各水防倉庫備品の点検・補充・更
新

引き続き実施 ▲

【巡視】
出水期前に実施
【倉庫】
例年通り実施。

▲ 平成30年5月合同巡視に参加 ▲ 令和元年5月合同巡視に参加 引続き実施 ▲ R2年5月合同巡視に参加予定 引続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・実施を検討する 平成32年度から順次実施 ○
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

○
（H32～実施）
（各消防団の判断により個○で実施）

▲ 検討の実施 引続き実施 ▲ 検討の実施 引続き実施

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施・継続

引き続き実施

多様な関係機関が参加する水
防訓練の実施
住民等が参加する水防訓練の
実施・継続

▲
多様な関係機関が参加する水防訓練の
実施
住民等が参加する水防訓練の実施・継続

多様な関係機関が参加する水防訓
練の実施
住民等が参加する水防訓練の実
施・継続

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの利用の検討 平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ○ （H32～実施） ○ （H32～実施） （H32年度以降実施） ○ （R2年度以降実施） （H32年度以降実施）

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・市の広報に消防団員の募集を掲載
●変更（平成３１年４月）
引き続き実施

▲
各消防団の役員が個別に適齢期の住民
の家を訪問し、勧誘を行っている。

▲
広報に募集の掲載を行っている
また、各消防団（水防団）で適齢期の住民
の家を訪問し、勧誘を行っている

▲
広報に募集の掲載を行っている
また、各消防団（水防団）で適齢期の住民
の家を訪問し、勧誘を行っている

引続き実施 ▲
広報に募集の掲載を行っている
また、各消防団（水防団）で適齢期の住民
の家を訪問し、勧誘を行っている

引続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・水防協議会の開催、出水期における水防活
動等について水防関係者間で確認

引き続き実施 水防協議会の開催 ○ R2年5月に水防協議会を実施
出水期における水防活動等につい
て水防関係者間で確認

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・自主防災組織の拡充を検討する 平成30年度から順次実施 ○ 【実施前】 ▲
平成29年3月改定の地域防災計画内で指
導・助言について記載済み

▲
甲斐の国防災リーダー養成講座などに積
極的に参加を促し、地域の防災リーダー
を増やしていく

順次実施 ▲
甲斐の国防災リーダー養成講座などに積
極的に参加を促し、地域の防災リーダー
を増やしていく

順次実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

― ―

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― ― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・消防団のポンプ操法訓練大会への参加 引き続き実施 ▲
・8月21日に開催された県のポンプ操法大
会に代表が出場。

○
平成29年10月1日に市でポンプ操法大会
が計画されていた（中止）

▲ ポンプ操法大会実施 引続き実施 ▲
昨年度実施
令和元年度は未実施

引続き実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

― ―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ― ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ― ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・重川・日川、笛吹川合流部等における水害リ
スクの確認・情報共有

順次実施
重川・日川、笛吹川合流部等に
おける水害リスクの確認・情報
共有

○ （R2年度以降実施）
重川・日川、笛吹川合流部等にお
ける水害リスクの確認・情報共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・氾濫等による危険性が特に高い区間につい
て関係機関とリスク情報の共有

順次実施
氾濫等による危険性が特に高い
区間について地域や関係機関と
リスク情報の共有

○ （R2年度以降実施）
氾濫等による危険性が特に高い区
間について地域や関係機関とリス
ク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

― ―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

― ―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

― ―

64 ・応急的な退避場所の確保 ・応急的な避難場所の必要性・場所等の検討 順次実施
応急的な避難場所の必要性・場
所等の検討

○ （R2年度以降実施）
応急的な避難場所の必要性・場所
等の 検討選定・周知

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

― ―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ― ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・庁舎機能確保のための対策を検討する
●変更（平成３１年４月）
平成30度から順次実施

○ 【実施前】 ▲ 機能確保・移設の為の調査中 ▲ 機能確保・移設の為の調査中 検討予定 ▲ 機能確保・移設の為の調査中 検討予定

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

・民間気象会社の提供する水防対策支援シス
テムを活用した危険度や避難情報の明確化

平成28年度から順次実施 ▲
・市内3カ所の降水量を計測し、地域ごと
の状況の観測・詳細な気象予報の発表を
行っている。

★ 整備完了済（H28） ★ ★ ★

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備

・避難場所の災害種別の表示検討

●改訂（平成29年4月）
・ユニバーサルデザインを用いた、指定避難所
35箇所への「避難所サイン」の新設。

平成32年度から順次実施

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

○

【実施前】

●改訂（平成29年4月）
順次新設

▲
平成30年2月に35箇所のうち8箇所整備完
了

▲
平成3１年2月に35箇所のうち16箇所整備
完了

平成3１年2月に35箇所のうち25
箇所整備完了

▲
令和2年2月に35か所のうち21箇所整備完
了

順次実施、R2年度は4箇所整備を
予定

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・防災行政無線のデジタル化は完了しているた
め実施なし

実施済み ★ 【実施済み】 ★ 整備完了済 ★ ★ ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・水防協議会等における大規模氾濫減災対策
の検討

順次実施
水防協議会等における大規模
氾濫減災対策の検討

▲ R2年5月実施
水防協議会等における大規模氾濫
減災対策の検討

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 ・関係機関との協力の検討 順次実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 笛吹市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★ チェックリスト、タイムラインの作成 ★
「チェックリスト・タイムライン作成完了（更
新中）

★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインを活用及び定期的
な見直し。

【見直し】
順次実施

▲ 順次実施 ★
平成29年度タイムライン図上訓練に参加
し、見直しを実施

★
本年度は未実施
（H29年度実施済み）

順次実施 ★ 本年度は未実施 順次実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧告
等発令の対象区域、判断基準を見直す。

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 本年度は未実施
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

富士川流域における水害リスクの把握
多機関タイムライン検討会に参加し、公共交通
機関の動きを考慮したチェックリスト・タイムラ
インを見直す。

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 本年度は未実施
公共交通機関の動きを考慮した
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達訓練の実施 引き続き実施 ▲
6月の土砂災害訓練のなかで、消防団に
よる情報伝達訓練を実施

▲ H29.6 市単独実施 ▲ H30.6 市単独実施 引続き実施 ▲ R1.6　市単独実施 引続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難所見直しのひとつの基準として避難判断
基準検討支援システムを活用する

平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
平成29年10月に、避難判断基準等検討
支援システム・ハザードマップ見直し勉強
会に参加

○ 未実施 引続き実施 〇 本年度は未実施 引続き実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・実施を検討する 令和元年度から順次実施 ○ 未実施 ○ （令和元年度から順次実施） ○ （令和元年度から順次実施） （令和元年度から順次実施） 〇 令和2年度実施予定 令和2年度から順次実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・浸水想定域に基づき、ハザードマップの更新
を行う

平成29年度から平成30年度まで ○ 順次実施 ▲ 平成30年4月から検討に着手 ▲ Ｈ30年度完成のハザードマップの周知 引続き周知を実施 ▲ H30年度版ハザードマップの周知 引続き周知を実施

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用

最新の浸水想定区域図に基づき、ハザード
マップの更新を行う。
HP掲載によるハザードマップの周知・普及浸
透
まるごとまちごとハザードマップの作成検討

令和元年度から順次実施
HP掲載によるハザードマップの
周知・普及浸透

▲
H30年度にハザードマップの見直しを実
施。同ハザードマップの周知

引き続き実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
マイ・タイムラインの作成に関して事例を収集
避難所情報の提供
作成ツールの紹介

令和2年度から順次実施
マイ・タイムラインの作成に関し
て事例を収集

〇
マイ・タイムラインの作成指導に必要な情
報の収集を実施

引き続き実施

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・事業の実施を検討 令和元年度から順次実施 ▲
水害ハザードマップ作成の手引き及び内
水浸水対策に関するガイドライン類説明
会に参加。実施について検討している。

○ （令和元年度から順次実施） ▲
令和元年度から順次実施
H29年度に実施にむけた説明会に参加し
ている。

順次実施 ▲
昨年度説明会に参加
令和2年度に実施予定

順次実施

15 ・災害リスクの現地表示
まるごとまちごとハザードマップの作成検討
まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集

令和２年度から順次実施
まるごとまちごとハザードマップ
の作成検討

〇 作成検討中 引き続き実施

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・広域避難計画の検討 平成28年度から順次実施 ○
富士河口湖町と富士山噴火時の広域避
難について、協議を行った

○ 未実施 ○ 未実施 順次実施 〇 未実施 順次実施

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓
練の促進

引き続き実施 ▲
笛吹市介護保険事業者連絡会において
出前講座実施。災害への備えの必要性に
ついての講座を実施した。

▲
対象となる要配慮者利用施設：46件
　⇒避難計画　（平成30年3月現在6箇所
策定予定）

▲
R1.6の土砂災害訓練において、要配慮者
施設と連携しての訓練を実施

引続き実施 ▲

R1.6に要配慮者施設を対象とした土砂災
害避難訓練を実施。
R2.1に避難確保計画作成の研修会を実
施

引続き実施

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 笛吹市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 警戒レベルに関して住民へ周知 令和元年度から実施 警戒レベルの周知 ▲ 警戒レベル表記の周知を実施 引き続き実施

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・防災行政無線、笛吹市防災無線メール等に
よる情報提供

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ★

防災行政システム、笛吹市防災無線メー
ルによる情報提供

COUS防災情報システムの検討 （平成29
年度訓練時使用）

★

防災行政システム、笛吹市防災無線メー
ルによる情報提供（継続）

COUS防災情報システムの導入決定（平
成31年度出水期前の導入を予定）

引き続き実施 ★

防災行政無線および笛吹市防災無線メー
ルによる情報提供（継続）

職員間の情報共有システムの導入完了

引き続き実施

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 情報提供システムの住民への周知 令和元年度から実施
情報提供システムの住民への周
知

〇
市公式のtwitter,facebookを活用した、災
害情報の提供を実施

引き続き実施

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
住民への水害への切迫性が効果的に伝わる
ような防災情報の提供をする。

令和元年度から引き続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 本年度は未実施 効果的な災害情報伝達の検討

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 情報提供システムを住民に周知 令和元年度から引き続き実施
情報提供システムの住民への周
知

〇 河川情報HP等の周知を実施 引き続き実施

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 防災施設の機能について住民へ周知 令和元年度から引き続き実施
防災施設の機能について住民
へ周知

〇 住民への周知を実施 引き続き実施

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・避難を促すトップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲
市長交代に伴い、平成29年1月18日実施
済み

○ 未実施 ▲ トップセミナーの再受講等を検討 引き続き実施
「全国防災・危機管理トップセミナー」「市
町村長の災害対応力強化のための研修」
に参加

引き続き実施

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
避難訓練への地域住民の参加促進
防災教室・出前講座の実施

引き続き実施 自主防災組織への説明会実施 〇
「甲斐の国・防災リーダー養成講座」への
参加促進。自主防災組織への説明会の
実施

引き続き実施

31 ・避難情報に関する意見交換会
・避難情報に関する意見交換会実施を検討す
る

引き続き実施 ▲
総合防災訓練の反省において、避難情報
に関する意見等はある。意見交換会につ
いて検討段階で具体化していない。

▲
H29.7月に意見交換会を実施（奈良原地
区）

▲ Ｈ30.7に意見交換会を実施（小黒坂地区） 引き続き実施 ▲
要望のあった区への、防災出前講座の中
で意見交換を実施。

引き続き実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

避難先の検討
広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から順次実施 避難先の検討 〇 避難先の検討 広域避難を考慮した避難所の検討

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

･出前講座の継続実施 引き続き実施 ▲

・平成28年度は防災に関する出前講座を
10件実施
・防災訓練の説明会を区単位で実施。実
施件数は30件。

▲
小学校・高校・地域などへ前講座　11回実
施
（平成29年度）

▲
学校・地域などへの出前講座　10回実施
（平成30年度）

引き続き実施 ▲ 学校・地域などへの出前講座　12回実施 引き続き実施

34 ・防災教育の促進
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支
援
避難確保計画に基づいた避難訓練の実施

令和元年度から順次実施 避難確保計画の作成支援 〇
R2.1　要配慮者施設への避難確保計画作
成支援研修の実施

避難訓練の実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
住民参加型の避難訓練の実施
避難場所への避難訓練の実施

令和元年度から順次実施
避難経路の危険個所の把握
安全な避難経路の検討

〇 本年度は未実施 住民参加型の避難訓練の実施

36 ・共助の仕組みの強化
避難訓練の取り組み事例の収集
住民への共助の普及・浸透

頼話元年度から順次実施 住民への共助の普及・浸透 〇
自主防災組織（行政区）への活動説明会
の実施

引き続き実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・機能確保のため有効な対策を検討中 平成32年度から順次実施 ○ 【実施前】 ▲
機能確保のため有効な対策を検討中
H32～実施

▲
機能確保のため有効な対策を検討中
H32～実施

引き続き実施 ▲ 機能確保に向けた検討を実施 引き続き実施

38 ・業務継続計画の策定 ・検討中 平成32年度から順次実施 ▲
各部局において災害時優先業務を検討し
防災危機管理課へ提出。BCPを策定する
ための基礎資料とした。

★
「平成29年8月【策定】必要に応じ、随時見
直しを行う

★
「平成29年8月【策定】必要に応じ、随時見
直しを行う

引き続き実施 ★ 既存のBCP計画の見直しの実施 引き続き実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 笛吹市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備

（当初記載無し）

●改訂（平成29年4月）
水防資機材の備蓄・配備

●改訂（平成29年4月）
引き続き実施

▲
【整備済み】
引き続き実施

▲ 水防資機材の備蓄・配備 ▲ 水防資機材の備蓄・配備（継続実施） 引き続き実施 ▲ 水防資機材の備蓄・配備 引き続き実施

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討する 令和元年度から順次実施 ○ 実施を検討中 ○ （令和元年度から順次実施） ○ （令和元年度から順次実施） （令和元年度から順次実施） ○
本年度は未実施
（R2年度実施予定）

令和2年度から順次実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・水防団、自主防災組織との合同巡視の実施 令和元年度から順次実施 ▲ 消防団による水利点検等を実施 ▲ 平成30年5月合同巡視に参加予定 ▲ 水防団による危険箇所巡視の実施 引き続き実施 ▲ 水防団による危険個所巡視の実施 引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・土砂災害防災訓練の実施【継続】
・水防訓練の実施

引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
H29.7月に水防訓練を実施
土砂災害訓練の実施

▲
土砂災害訓練の実施（Ｈ30小黒坂地区）
Ｈ31.6も実施予定（御坂町道場地区）

引き続き実施 ▲
土砂災害訓練の実施（R1　要配慮者施
設）
R2も実施予定

引き続き実施

45 ・水防訓練の充実 住民等が参加する水防訓練の実施 令和元年度から順次実施
住民等が参加する水防訓練の
実施

○
本年度は未実施
（R2年度実施予定）

引き続き実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 平成32年度から順次実施 ○
国交省により、藤沢川に簡易水位計を設
置。大雨警報時に水位計およびカメラ画
像を活用

▲ 出水時にシステムを活用 ▲ 出水時にシステムを活用 引き続き実施 ▲ 出水時にシステムを活用 引き続き実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・消防団員確保のため、各施策を実施 平成28年度から順次実施 ▲
・市役所職員による女性消防隊の立上げ
実施

▲
消防団（水防団）加入促進PRビデオ作
成、消防団加入ポスター作成、消防団員
サポート店導入

▲
消防団（水防団）加入ポスター作成、団員
サポート店の拡充

引き続き実施 ▲
消防団（水防団）加入ポスター作成、団員
サポート店の拡充

引き続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 河川管理者との連携強化 令和元年度から順次実施 河川管理者との連携強化 ▲ 関係機関とホットライン等の確認実施 引き続き実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・各行政区における自主防災組織の確立 平成28年度から順次実施 ▲
規約の制定、防災リーダーの設置を自主
防災組織へ依頼

▲
各行政区における自主防災組織の確立、
防災リーダーの育成

▲
各行政区における自主防災組織の確立、
防災リーダーの育成

引き続き実施 ▲
自主防災組織（行政区）への活動説明会
の実施及び育成講座の実施

引き続き実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・検討予定 平成32年度から順次実施 ○
消防団を中心に実施予定。
石和分団に排水機隊あり。

▲
平成30年４月１日に排水機場の操作訓練
を実施（施設3月完成）

▲ 排水機隊を中心とした訓練の実施 引き続き実施 ▲ 消防団排水機隊を中心とした訓練実施 引き続き実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・参加予定 引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ○ 未実施 ▲ 排水機隊を中心とした訓練の実施 引き続き実施 ▲ 消防団排水機隊を中心とした訓練実施 引き続き実施

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・消防団によるポンプ操法訓練大会への参加 引き続き実施 ▲
平成28年度、山梨県操法訓練大会優勝
（笛吹市消防団石和分団）

○
消防団によるポンプ操法訓練大会へ参加
予定（H30.8)

▲ 水防団による訓練実施 引き続き実施 ▲ 消防団排水機隊を中心とした訓練実施 引き続き実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 笛吹市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、合流部等
のリスクを把握

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 本年度は未実施 関係機関とのリスク情報の共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫危険
区域のリスクを把握

令和元年度から順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

〇 本年度は未実施 関係機関とのリスク情報の共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
多機関タイムライン検討会へ参加し、水害リス
クを考慮した避難所や避難経路の見直し
緊急避難場所の検討

令和元年度から順次実施 緊急避難場所の検討 ▲
民間施設を含めた、緊急避難場所の確保
の検討実施

水害リスクを考慮した避難所、避難
経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全）

（当初記載無し）

●改訂（平成29年4月）
渋川排水機場の改修

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から平成30年度まで

○ 排水機場の改修に着手 ★
渋川排水場ポンプ設置
平成30年3月20日設置完了

★ ★ ★

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・機能確保のための対策を検討する 平成28年度から順次実施 ▲
境川支所について、庁舎老朽化のため移
転等について、検討を開始

○
○
未実施

▲
境川支所移転完了。
その他庁舎設備の改善検討

本庁及びその他庁舎の非常用
電源等の向上を検討

▲
市庁舎の非常用発電の移動を検討
（令和2年度改修実施予定）

検討結果に応じて対応

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ･表示の整備について検討していく 引き続き実施 ○
指定避難所３ヵ所、福祉避難所１ヵ所の避
難所看板を更新

▲
平成30年3月
【３０箇所中13ヶ所整備完了】

★
平成30年度中に指定避難所30箇所の看
板更新完了

★ ★

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ・難聴地域の解消 引き続き実施 ▲
境川地内の防災行政無線子局設備1ヵ所
を更新

★
境川支所防災行政無線移設
平成30年2月
完了済

★ ★ ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
多機関タイムライン検討会へ参加し、関係機関
と連携し氾濫時の対応を確認

令和元年度から順次実施

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
宅地分譲等開発行為申請者に対しハザード
マップの配布

令和元年度から順次実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲府市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★ チェックリスト、タイムラインの作成 ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインの定期的な見直し
【見直し】
順次実施

▲
【実施済み】
引き続き実施

★ 平成29年7月タイムライン図上訓練に参加 ★ 順次実施 順次実施 ★ 順次実施 順次実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧告
等発令の対象区域、判断基準を見直す

引続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 引き続き実施
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握
・多機関タイムライン検討会へ参加し、公共交
通機関の動きを考慮した、チェックリスト・タイ
ムラインを見直す

引続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

○ 引き続き実施
公共交通機関の動きを考慮した、
チェックリスト・タイムラインを見直し
予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・実施している 引き続き実施 ▲

【着手済み】
平成28年5月27日　　富士川、笛吹川、
荒川を対象にした、情報伝達演習を行っ
た。

▲
平成30年5月笛吹川及び荒川を対象とし
た情報伝達演習に参加

○ 引き続き実施 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・広域避難を視野に入れたシステムの活用 平成29年度から順次実施 ○ H29年度より検討開始 ▲
H29は「避難判断基準等検討支援システ
ム」の活用策の検討

▲ 順次実施 順次実施 ▲ 順次実施 順次実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・公表後速やかに取り組む 平成30年度から順次実施 ○ 公表後速やかに取り組む ○
（H30～実施）（実施日及び実施内容の検
討）

▲
作成中の洪水ハザードマップの説明会を
行い、危険性を周知する

新たなハザードマップを全戸配
布しホームページ等で周知

▲
新たなハザードマップを全戸配布しホーム
ページ等で周知

新たなハザードマップを全戸配布し
ホームページ等で周知

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・想定最大規模洪水を対象とした浸水想定区
域図の公表後速やかに着手

●変更（平成３１年４月）
平成30年度から平成31年度まで

○ 浸水想定区域図の公表後速やかに着手 ▲
H30年度早々に平成30年度内完成に向け
ての検討

○
前年度の作成原稿を基に多言語(中国
語、韓国語）作成

住民への周知を順次実施 ▲ 在住外国人への周知を順次実施 引き続き実施

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用

・SNSによる住民へのハザードマップの周知
・自治会ごとのハザードマップの作成・設置
・出水期での被害状況や振返りを考慮したハ
ザードマップの見直しの実施

引続き実施

・SNSによる住民へのハザード
マップの周知
・出水期での被害状況や振返り
を考慮したハザードマップの見
直しの実施

○ 引き続き実施

・自治会ごとのハザードマップの作
成・設置
・出水期での被害状況や振返りを
考慮したハザードマップの見直しの
実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・避難所運営マニュアルの見直しを行い、住民
の避難計画の確認を行う
・自治会ごとのハザードマップの作成、設置支
援

引続き実施

避難所運営マニュアルの見直し
を行い、住民の避難計画の確認
を行う

○
自治会ごとのハザードマップの作成、設置
支援の実施

自治会ごとのハザードマップの作
成、設置支援

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・自治会等の要請に基づき、防災マップの作成
を行っている

引き続き実施 ▲

【着手済み】
引き続き実施
自治会からの要請に基づき年間を通じ実
施している。

▲
市内342自治会に対し防災マップ等の作
成支援を実施

▲
新たな洪水ハザードマップの作成に伴い、
防災マップの見直し等の支援を行う。

新たな洪水ハザードマップの作
成に伴い、防災マップの見直し
等の支援を行う。

▲ 防災マップ等の見直し支援の実施
新たな洪水ハザードマップの作成
に伴い、防災マップ等の見直し等
の支援を行う。

15 ・災害リスクの現地表示
・ハザードマップを用い、水害リスクの確認
・ハザードマップの順次見直しを行う

引続き実施

・ハザードマップを用い、水害リ
スクの確認
・ハザードマップの順次見直しを
行う

○ 引き続き実施

・ハザードマップを用い、水害リスク
の確認
・ハザードマップの順次見直しを行
う

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援

・甲府市地域防災計画の定期的な見直し

●改訂（平成29年4月）
・甲府市地域防災計画の定期的な見直し
・避難勧告の判断・伝達マニュアルの改訂

平成29年度から順次実施 ○ 新たな浸水想定区域図発表後に着手 ▲ 新洪水ハザードマップ作成時に活用 ▲
新たな洪水ハザードマップの作成に伴い、
広域避難に関する検討を行う

新たな洪水ハザードマップの作
成に伴い、広域避難に関する検
討を行う

▲
引き続き新たな洪水ハザードマップを活用
し、広域避難について検討を行う

新たな洪水ハザードマップの作成
に伴い、広域避難に関する検討を
行う

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

・要配慮者施設に対する避難計画の策定と避
難訓練を実施している
●改訂（平成29年4月）
・要配慮者施設に対する避難計画の策定と避
難訓練の指導を実施している

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲

・対象となる要配慮者利用施設：148件
・避難確保計画作成済：89件 未作成：59
件
・避難訓練　実施：未確認

▲

・対象となる要配慮者利用施設：258件
・避難確保計画作成済：103件 未作成：
155件
・避難訓練　実施：未確認
新たな洪水ハザードマップの作成に伴い、
既に作成済みの施設に対し、計画の見直
し等の指導を行うとともに、新たに対象と
なる施設(111施設）に、避難確保計画の
作成について周知を行う。

新たな洪水ハザードマップの作
成に伴い、既に作成済みの施設
に対し、計画の見直し等の指導
を行うとともに、新たに対象とな
る施設に、避難確保計画の作成
について周知を行う。

▲

・新たなハザードマップ完成に伴い、既に作成済
みの施設（最大浸水深の改定）および新たに浸
水想定区域内に該当となった施設すべてに、改
めて調査を実施。
・未提出の施設に対し、引き続き、避難確保計画
の提出を依頼していく。
・対象となる要配慮者利用施設：520件
・避難確保計画作成提出済：193件 未作成：327
件
・水害に特化した避難訓練の実施については、
未確認。

新たな洪水ハザードマップの完成
に伴い、既に作成済みの施設に対
し、計画の見直し等の指導を行うと
ともに、新たに対象となる施設に、
避難確保計画の作成、提出につい
て依頼を行う。
・水害に特化した避難訓練の実施
について、確認を行う。

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲府市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表文案
の確認

引続き実施

・警戒レベルに関して住民へ周
知
・警戒レベルに合わせた避難情
報の発表文案の確認

○
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表
文案の確認を検討する。

・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報
の発表文案の確認

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・防災無線放送、甲府市防災防犯メールマガ
ジン等による情報提供【実施済み】

引き続き実施 ▲
【整備済み】
引き続き実施

★

防災無線放送、甲府市防災防犯メールマ
ガジン等による情報を提供している
【追加】
甲府市防災アプリ（スマートフォンアプリ）
を構築中（Ｈ30.4開始）

★

・必要に応じて、HPに防災情報の特設
ページを設け、注意喚起や防災情報を配
信し、関係機関等のリンクも用意し、随時
更新を実施。
・今までの情報発信ツールに加え、防災ア
プリ及び防災ポータルでの情報発信を実
施。

引き続き情報発信を実施。
情報発信ツールの利用者促進
を図る。

▲
引き続き情報発信を実施。
情報発信ツールの利用者促進を図る。

引き続き情報発信を実施。
情報発信ツールの利用者促進を図
る。

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供

・情報提供システムの住民への周知
・情報提供システムを活用した防災行動の確
認
・防災アプリ、メールマガジン、HP等あらゆる伝
達手段を活用し、情報を発信

引続き実施

・情報提供システムで住民への
周知
・防災アプリ、メールマガジン、
HP等あらゆる伝達手段を活用
し、情報を発信

▲
・情報提供システムで住民への周知
・防災アプリ、メールマガジン、HP等あら
ゆる伝達手段を活用し、情報を発信

・情報提供システムで住民への周知
・防災アプリ、メールマガジン、HP等あら
ゆる伝達手段を活用し、情報を発信

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説

・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の水位情報
の取得の仕方を説明する

引続き実施

・住民へ水害の切迫性が効果的
に伝わるように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河
川の水位情報の取得の仕方を
説明する

○

・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わる
ように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の水位
情報の取得の仕方を説明する

・住民へ水害の切迫性が効果的に
伝わるように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の
水位情報の取得の仕方を説明する

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化

・水害リスクラインで提供される情報の把握
・情報提供システムを住民へ周知
・情報提供システムを活用することができる防
災行動を確認

引続き実施

・水害リスクラインで提供される
情報の把握
・情報提供システムを住民へ周
知

○
・水害リスクラインで提供される情報の把
握
・情報提供システムを住民へ周知

情報提供システムを活用すること
ができる防災行動を確認

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
避難所及び防災施設等に係る機能や避難の
必要性について住民への周知する

引続き実施
避難所及び防災施設等に係る
機能や避難の必要性について
住民への周知する

○
避難所及び防災施設等に係る機能や避
難の必要性について住民への周知する

避難所及び防災施設等に係る機
能や避難の必要性について住民
への周知する

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加を予定 引き続き実施 ▲ 2月15日トップセミナーへ参加 ▲

県主催のトップセミナーに参加【平成30年
2月】
全国防災・危機管理トップセミナーに参加
【平成30年6月】

▲
・県主催のトップセミナーへの参加
・全国防災・危機管理トップセミナーへの
参加

・県主催のトップセミナーへの参
加
・全国防災・危機管理トップセミ
ナーへの参加

▲
・県主催のトップセミナーへの参加
・全国防災・危機管理トップセミナーへの
参加

・県主催のトップセミナーへの参加
・全国防災・危機管理トップセミ
ナーへの参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成

・マイ・タイムラインの作成支援
・自治会ごとのハザードマップの作成、設置支
援
・防災リーダーへのフォローアップ

引続き実施
・マイ・タイムラインの作成支援
・防災リーダーへのフォローアッ
プ

○
自治会ごとのハザードマップの作成、設置
支援実施

自治会ごとのハザードマップの作
成、設置支援

31 ・避難情報に関する意見交換会

・自治会からの要請に基づき実施している訓練
指導において実施中
・防災指導等で周知を図る
●改訂（平成29年4月）
・自治会からの要請に基づき実施している訓練
指導において実施中
・自治会からの要請に基づき実施している防災
指導等で周知を図る

引き続き実施 ▲

【着手済み】
引き続き実施
自治会単位で学習会を開催し、避難情報
等の意見交換会を実施している。

▲
市内全520自治会を対象とする防災研修
会等の実施(平成29年度は、342自治会に
おいて開催）

▲
自治会等の要請による訓練指導等におい
て、意見交換を行う。

自治会等の要請による訓練指導
等において、意見交換を行う。

▲
自治会等の要請による訓練指導等におい
て、意見交換等を実施。

自治会等の要請による訓練指導等
において、意見交換を行う。

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・広域避難を含めた一時避難所の確保の検討
・広域避難に関する課題の抽出

引続き実施
広域避難を含めた一時避難所
の確保の検討

○
広域避難を含めた一時避難所の確保を
検討（協定締結を含める）

広域避難に関する課題の抽出

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・水災害教育は、学校側からの要請により実施
・出前講座の要請により講習会を実施

引き続き実施 ▲

【着手済み】
引き続き実施
小中学校や自治会からの要請に基づき年
間を通じ実施している。

▲
小中学校の要請に基づき年間を通じて実
施

▲
小中学生を対象とした、防災教育等を実
施するとともに、自治会等からの要請に基
づく、講習会等を実施する。

小中学生を対象とした、防災教
育等を実施するとともに、自治会
等からの要請に基づく、講習会
等を実施する。

▲

市内の公立小中学校生徒・児童を対象に
防災教育等を実施。
また、自治会等からの要請に基づく、講習
会等を実施。

小中学生を対象とした、防災教育
等を実施するとともに、自治会等か
らの要請に基づく、講習会等を実
施する。

34 ・防災教育の促進

・防災研修会、防災教室、防災講話の実施
・防災学習ツールや事例の提供
・要配慮者利用施設の避難確保計画を取組事
例を提供
・避難確保計画に基づいた避難訓練の実施

引続き実施

・防災研修会、防災教室、防災
講話の実施
・防災学習ツールや事例の提供
・避難確保計画に基づいた避難
訓練の実施

▲
市内の公立小中学校生徒・児童をを対象
とした防災教室や自治会や外国人留学生
等に対する防災講習会を実施。

・市内の公立小中学校生徒・児童
をを対象とした防災教室や自治会
や外国人留学生等に対する防災
講習会を実施する。
・要配慮者利用施設の避難確保計
画を取組事例を提供

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難場所への避難
訓練の実施
・総合防災訓練の充実化（水防訓練の実施）

引続き実施

・住民参加型の避難訓練、避難
場所への避難訓練の実施
・総合防災訓練の充実化（水防
訓練の実施）

▲
住民参加型の総合防災訓練や地区会場
訓練等を実施。

・住民参加型の情報伝達訓練や避
難訓練 、避難場所への避難訓練の
実施
・総合防災訓練の充実化（ 水防洪
水を想定した訓練の実施）

36 ・共助の仕組みの強化
・ハザードマップを用いた説明会を実施するな
ど、顔の見える関係の構築
・自治会等での、避難訓練の取組事例の収集

引続き実施
ハザードマップを用いた説明会
を実施するなど、顔の見える関
係の構築

▲ 引き続き実施
自治会等での、避難訓練の取組事
例の収集

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲府市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

38 ・業務継続計画の策定
【新規】
Ｈ29年度検討の結果、策定決定

平成30年度 ○
【新規】
平成30年度中に、水害に関する業務継続
計画を策定

★ 随時見直しを行う 随時見直しを行う ★
策定済み
随時見直しを行う

随時見直しを行う

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲府市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・市内9箇所の水防倉庫に資機材（土のう、ス
コップ等）を配備

引き続き実施 ▲
【着手済み】
Ｈ29.2月までに1,000袋の土のうを配備

▲
【着手済み】
平成30年3月 土のう400袋を配備

▲
水防計画書記載数量19,000袋を目途に保
管

引き続き実施 ▲
水防計画書記載数量19,000袋を目途に保
管

引き続き実施

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討する 平成32年度から順次実施 ○ 実施を検討中 ▲ 平成30年6月、県管理河川の巡視 ▲ 令和元年6月、県管理河川の巡視 引き続き実施 ▲ 令和2年6月、県管理河川の巡視を実施
令和2年6月、県管理河川の巡視予
定

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施

・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所
の巡視を実施
・危険箇所の巡視等により発現された不具合
箇所の提言

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲ 引き続き実施 ▲ 水防危険箇所の巡視を実施 引き続き実施 ▲ 水防危険箇所の巡視を実施 引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

○ 未実施 ○ 実施を検討する 実施を検討する ○ 実施を検討する 実施を検討する

45 ・水防訓練の充実

・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施
・浸水想定区域内の用配慮差利用施設に対し
て、水防訓練の実施を促す

引続き実施

・多様な関係機関が参加する水
防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の
実施
・浸水想定区域内の用配慮差利
用施設に対して、水防訓練の実
施を促す

○ 実施を検討する

・多様な関係機関が参加する水防
訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実
施
・浸水想定区域内の用配慮差利用
施設に対して、水防訓練の実施を
促す

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲ 啓発活動の実施 ▲
各種イベント時の募集啓発活動を継続し
て実施、その他、広報こうふ・市ホーム
ページで入団促進に関わる広報を実施

各種イベント時の募集啓発活動
及び広報こうふ・市ホームページ
等で広報を実施

▲
各種イベント時の募集啓発活動を継続し
て実施、その他、広報こうふ・市ホーム
ページで入団促進に関わる広報を実施

各種イベント時の募集啓発活動及
び広報こうふ・市ホームページ等で
広報を実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討

・出水期における水防活動等について水防関
係者間で振返りを実施
・水防協力団体の指定促進
・河川管理者との連携強化

引続き実施
・水防協力団体の指定促進
・河川管理者との連携強化

○ 引き続き実施
出水期における水防活動等につい
て水防関係者間で振返りを実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく
自主防災活動を推進する
・訓練指導を通じて自主防災組織の強化・育成
を図る
●改訂（平成29年4月）
・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく
自主防災活動を推進する
・訓練指導を通じて自主防災組織の強化・育成
を図る

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲
甲府市防災リーダの育成と、共助の精神
に基づく自主防災活動の推進

▲

・防災リーダーの育成と、共助の精神に基
づく自主防災活動を推進する。
・訓練指導を通じて自主防災組織の強化・
育成を図る。

・防災リーダーの育成と、共助の
精神に基づく自主防災活動を推
進する。
・訓練指導を通じて自主防災組
織の強化・育成を図る。

▲

・防災リーダーの育成と、共助の精神に基
づく自主防災活動を推進。
・訓練指導を通じて自主防災組織の強化・
育成を図る。

・防災リーダーの育成と、共助の精
神に基づく自主防災活動を推進す
る。
・訓練指導を通じて自主防災組織
の強化・育成を図る。

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・水門の操作情報については共有済み
・シミュレーション訓練については予定なし

実施済み ▲ 【実施済み】 ▲
平成30年5月
水門の操作訓練予定

▲
平成30年5月
水門の操作訓練予定

引き続き実施 ▲ 引き続き実施
令和2年5月
水門の操作訓練予定

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施
・定期的なポンプ操作訓練を実施し、ポンプ操
作の習熟を図る。

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

○
（Ｈ30以降）軽可搬ポンプを活用した操作
訓練予定

▲ ・年間を通じてポンプ操作訓練を実施
・定期的なポンプ操作訓練の実
施

▲ 定期的なポンプ操作訓練の実施 ・定期的なポンプ操作訓練の実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 甲府市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策

多機関タイムライン検討会へ参加し、
本川と支線の合流部等、特に人命被害が生じ
る恐れのある区間に関するリスクについて把
握

引続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加

○ 多機関タイムライン検討会へ参加
本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスクについて把握

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
多機関タイムライン検討会へ参加し、氾濫によ
る危険性が高い区間に関するリスク情報につ
いて把握

引続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加

○ 多機関タイムライン検討会へ参加
本川と支線の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスクについて把握

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保

・ハザードマップを参照し、浸水リスク、内水を
考慮した避難所や避難経路の見直し
・緊急避難場所の整備
・協定等を含め一時避難所の設置を増やして
いく

引続き実施
・緊急避難場所の整備
・協定等を含め一時避難所の設
置を増やしていく

○ 引き続き実施
ハザードマップを参照し、浸水リス
ク、内水を考慮した避難所や避難
経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
・水防計画に記載済であり、避難場所（現地）
への表示については検討している

平成30年度から平成32年度まで
●改訂（平成29年4月）
平成28年度から平成32年度まで

▲
【着手済み】
電柱の避難誘導板から開始。

▲

【着手済み】
平成30年3月
避難所案内板8基、電柱の避難誘導版
225基を更新

▲

災害種別を表示した避難場所案内板を13
基整備し、避難誘導板を325基更新した。
（平成31年3月）

引き続き、災害種別を表示した
避難場所案内板を基整備し、避
難誘導板を更新する。

▲ 引き続き実施
引き続き、災害種別を表示した避
難場所案内板を基整備し、避難誘
導板を更新する。

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・防災無線はデジタル化に整備済み。防災ラジ
オは、全避難所に配備済み

実施済み ★ 既に整備済み ▲
【実施済み】
平成25年にデジタル化整備完了

▲
【整備済み】
新たな伝達手段の調査・研究【FM波受信
調査の実施（市内36箇所）】

新たな周波数帯の受信機器など
伝達手段の検討

▲ 引き続き実施
新たな周波数帯の受信機器など伝
達手段の検討

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
多機関タイムライン検討会へ参加し、市各部局
や気象台等と連携し、大規模氾濫時の必要な
対応の確認を行う

引続き実施
多機関タイムライン検討会へ参
加

○ 引き続き検討
市各部局や気象台等と連携し、大
規模氾濫時の必要な対応の確認
を行う

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
協定関係者等（土地家屋調査士など）との企
業に対して、ハザードマップの配布や適切な土
地利用について、協議を図る

引続き実施

協定関係者等（土地家屋調査士
など）との企業に対して、ハザー
ドマップの配布や適切な土地利
用について、協議を図る

○ 引き続き実施

協定関係者等（土地家屋調査士な
ど）との企業に対して、ハザードマッ
プの配布や適切な土地利用につい
て、協議を図る



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 身延町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・タイムライン・チェックリストの作成
【作成】
実施済み

★ 作成済み ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

タイムライン・チェックリストの随時修正。
チェックリストやタイムラインを活用した訓練を
実施し、見直しを検討する。

随時実施 ▲ 引き続き修正内容の検討を行っていく ★
平成２９年８月、タイムライン図上訓練に
参加し、見直しを実施。

▲

平成30年9月、職員災害対策本部運営図
上訓練を実施し、タイムラインほかのマ
ニュアルの内容見直しを検討した。
職員災害対策本部運営図上訓練で検討
された見直し箇所は、随時修正を行って
いく。

年度内に、職員災害対策本部運
営図上訓練を実施し、タイムライ
ン等見直し内容を検討する。

▲
令和元年9月、職員災害対策本部運営図
上訓練を実施

訓練をとおした改善点を修正し、よ
り活用できるものとする

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関連携型タイムラインの勉強会へ参加し、
避難勧告等発令の対象区域、判断基準を見直
す。

順次実施
多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参加し、
各関係機関を考慮する中でタイムラインを見直
す。

順次実施
多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

各関係機関を考慮したタイムライン
を見直し予定

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施 引き続き実施 ▲
平成28年9月4日の身延町防災訓練にお
いて、防災行政無線移動系を利用した、
情報伝達訓練の実施。

▲

平成２９年９月、町防災訓練内で防災無
線の移動系を利用した情報伝達訓練実
施。
平成30年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

▲

平成30年9月、町防災訓練内で、各所に
配備している衛星携帯電話を使用し、操
作、通信訓練を実施。協定を締結している
アマチュア無線クラブとの通信訓練を実
施。

町防災訓練内で、各所に配備し
ている衛星携帯電話を使用し、
操作、通信訓練を実施。協定を
締結しているアマチュア無線クラ
ブとの通信訓練を実施。

▲
令和元年9月、町防災訓練内で、各所に
配備している衛星携帯電話を使用し、操
作、通信訓練を実施

整備しているすべての情報伝達手
段で、操作、伝達訓練を実施してい
く

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準等検討支援システムを参考
に、避難先、経路、避難開始のタイミングを検
討

引き続き実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
平成２９年１０月、台風の影響による増水
時、避難先、避難経路を確認するために
活用。

▲
台風接近の際、浸水区域を事前に確認
し、警戒すべきエリアを把握することに活
用。

地区区域が、住民の居住するエ
リアと大きな開きがあるため、実
際の居住エリアへ更新を行う。

▲
台風接近の際、浸水区域を事前に確認
し、警戒すべきエリアを把握することに活
用

より活用しやすいものにし、避難情
報発令の資料とする

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

●変更（平成３１年４月）
・内容を検討し、順次実施する

平成28年度から順次実施 ▲ 公表後、実施に向け検討する ▲
平成29年11月に、旧町単位で防災研修会
を実施

▲
平成30年6月、12月に自主防災組織を対
象とした研修会を実施。

防災の専門家を講師に、講演会
を実施

▲
令和元年6月、7月に自主防災組織を対象
とした研修会を実施

引き続き、防災意識向上図る研修
会等を開催していく

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・公表される浸水想定区域図に基づき、洪水ハ
ザードマップの更新を行い、町広報を利用し、
周知していく

平成29年度から平成32年度まで ○
平成24年度にハザードマップ作成を行っ
ているため、平成29年度に内容および実
施時期の検討を行う

▲ 昨年来検討を実施中 ▲
平成31年度に作成を予定しているハザー
ドマップの内容を検討実施

想定最大規模洪水を対象とした
ハザードマップを作成、及び住民
へ配布、公開

▲
令和2年3月にハザードマップを作成、公
開

R2年出水期前までに新しいハザー
ドマップを配布完了

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・水害及び土砂災害のリスクを考慮したハザー
ドマップを作成し、周知及び活用を図る。
・SNSによる住民へのハザードマップの周知

令和２年度から順次実施
水害及び土砂災害のリスクを考
慮したハザードマップを周知す
る。

▲
令和2年3月にハザードマップを作成、公
開

SNSによる住民へのハザードマップ
の周知を実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・作成ツールを体験する防災担当者研修へ参
加する。
・避難所情報等を提供する。
・マイ・タイムラインの作成を支援する。

令和２年度から順次実施
・作成ツールを体験する防災担
当者研修へ参加する。
・避難所情報を提供する。

▲
マイ・タイムラインの作成に関して事例を
収集

マイ・タイムラインを作成する研修
会等を開催する。

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ▲
平成28年12月11日、上之平地区を対象
に、県協力のもと実施

▲ 引き続き実施の検討 ▲
平成31年度に作成を予定しているハザー
ドマップに、個別にマップを作れる内容を
盛り込む

ハザードマップ配布の際に、研
修を並行して実施

▲
個別に活用できるハザードマップを作成、
出水期前までに配布予定

世帯ごとのハザードマップが作られ
る

15 ・災害リスクの現地表示 ・実施を検討する。 令和２年度から順次実施 設置場所を検討する。 ▲
災害リスクを掲示した避難所看板設置を
検討

設置場所を確定し、設置する

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
・避難判断基準等検討支援システムを参考
に、避難先、経路、避難開始のタイミングを検
討

引き続き実施 ▲ 引き続き検討をする ▲ 広域避難が適するものかも含め検討中 ▲ 広域避難が適するものかも含め検討
広域避難が適するものかも含め
引き続き検討

▲ 引き続き検討
町内での避難先と経路について随
時検討を進める

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓
練の促進をする

引き続き実施 ▲ 引き続き促進する ▲ H29.7月入所者の避難訓練実施：１件 ▲ H30年7月、入所者の避難訓練実施：１件
まだ対応していない施設に対し、
避難計画作成の促進を行う

▲ 避難計画作成及び訓練実施を呼びかける 各施設、避難計画の作成

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 身延町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 ・警戒レベルに関して住民へ周知する。 令和元年度から引き続き実施 警戒レベルを住民へ周知する。 ▲ 広報やハザードマップで周知
引き続き、警戒レベルを住民へ周
知する。

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・災害時、町ホームページを災害用に切り替え
る。

引き続き実施 ▲
平成28年4月から、災害時に、町ホーム
ページを災害用ページに切り替える運用
開始

★

平成２８年４月から、町ホームページを、
災害時に災害用ホームページに切り替え
開始。平成２９年１０月の台風の際は、簡
易版まで切替実施。

★

平成30年9月、町防災訓練内で、町ホー
ムページを災害用ページに切り替えする
訓練を実施。各台風接近時には、切り替
えを実施。

その他ＳＮＳを活用した情報発
信体制を検討

★
台風接近時に町ホームページを災害用に
切替を実施

町ホームページ、その他ＳＮＳによ
り、災害時の情報発信を行う

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ・情報提供システムの住民への周知 令和元年度から引き続き実施
情報提供システムを住民へ周知
する。

▲
町ホームページを災害用に切替時、情報
提供システムを周知

情報提供システムを活用した防災
行動の確認

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
解説を行う。

令和元年度から引き続き実施
多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ・情報提供システムの住民への周知 令和元年度から引き続き実施
情報提供システムを住民へ周知
する。

▲
町ホームページを災害用に切替時、情報
提供システムを周知

情報提供システムを活用した防災
行動の確認

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民へ周知する。（多機能連携型タイム
ライン作成時）

令和元年度から引き続き実施
多機能連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

堤防等の施設に係る機能や避難
の必要性について住民へ周知す
る。

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲ トップセミナーへ参加 ▲
平成３０年１月「平成２９年度防災・危機管
理トップセミナー」に参加

▲
平成30年7月、全国防災・危機管理トップ
セミナーに参加

継続して参加する ▲ 継続して参加を検討 継続して参加する

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・マイ・タイムラインの作成支援 令和元年度から引き続き実施
マイ・タイムラインの作成につい
て、各自主防災会へ周知する。

▲
マイ・タイムラインの作成に関して事例を
収集

引き続き、マイ・タイムラインの作成
を自主防災会へ周知する。

31 ・避難情報に関する意見交換会 ・避難情報に関する意見交換会の実施の検討 平成28年度から順次実施 ▲
平成28年10月25日、27日、28日、自主防
災組織対象の研修を通して行う、意見交
換の一部として実施

▲
平成２９年１１月、自主防災会の研修と合
わせ実施。

▲
平成30年12月の自主防災組織を対象とし
た研修会において、意見交換を実施

継続して実施する ▲ 引き続き検討
継続して実施し、伝えられた情報を
適切に活用できるようにする

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・避難先の検討

随時実施 浸水リスクを把握する。 ○ ハザードマップを作成、浸水リスクを把握
広域避難も考慮した避難先の検討
を行う。

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ▲ 実施時期、内容の検討 ▲ 引き続き実施の検討 ▲
各学校において、生徒に対する防災教育
を定期的に実施

継続して実施する ▲ 引き続き検討 継続して実施する

34 ・防災教育の促進 ・防災学習ツールや事例の提供 随時実施
防災教育ポータル等を周知す
る。

○ 周知方法を検討
引き続き、防災教育ポータル等を
周知する。

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・住民参加型の避難訓練、避難所運営訓練の
実施

随時実施
住民参加型の避難訓練の実施
を検討する。

▲
令和元年9月、防災訓練の際に避難訓練
と併せて、1地区を選定して避難所運営訓
練を実施

引き続き、住民参加型の避難訓練
の実施を検討し、避難所運営訓練
も実施を検討する。

36 ・共助の仕組みの強化
・取組事例を収集し、自主防災組織に提供す
る。

随時実施 取組事例を収集する。 ▲
令和元年7月、避難所運営等に関する研
修会において、自主防災組織が共助の取
組事例を発表

取組事例を周知する。

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・速やかな機能移転のための計画の作成 平成28年度から順次実施 ▲ 引き続き検討をする ▲
平成28年3月、ＩＣＴ－ＢＣＰにより、発災時
の機能移転を盛り込む。
平成30年度中にＢＣＰ計画策定予定。

★
身延町業務継続計画を平成30年度内に
策定
庁舎等の機能確保を盛り込む

職員災害対策本部運営図上訓
練をとおし、ＢＣＰの改善点を
チェックし、反映させる

★
昨年度ＢＣＰを策定済み
令和元年9月、災害対策本部運営図上訓
練を実施

訓練をとおし、継続的にＢＣＰの改
善点をチェックし、反映を行う

38 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定を進める 平成28年度から平成32年度まで ▲
平成28年3月に、ＩＣＴ部門の作成。見直し
の実施。その他部門は引き続き検討をす
る

▲ 平成30年度中にＢＣＰ計画策定予定 ★
身延町業務継続計画を平成30年度内に
策定

身延町業務継続計画を平成30
年度内に策定

★ 策定済 策定済

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 身延町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・経年劣化し、使用が難しい資材の入替 平成28年度から順次実施 ▲
土のう袋の入替を実施
6,000枚

▲

・平成２９年度、７月土のう袋４，０００枚追
加購入し、水防団へ配布。
・平成２９年度。８、９月土のう用の砂42ｔ
購入し、水防団へ配布。

▲
土のう袋2,400枚追加購入し、水防団へ配
布
土のう用砂追加購入

引き続き追加購入を実施 ▲
土のう袋及び土のう用砂を水防団に配布
（継続）

継続して資機材を購入する

42 ・共同点検の実施 ・実施を検討する 平成28年度から順次実施 ▲ 富士川合同巡視の際に順次実施 ▲ 各水防団ごとに、重要箇所の点検実施 ▲
平成30年5月、国の共同点検に合わせ、
該当地区の区長と点検実施（次年度も実
施予定）

継続して実施する ▲ 令和元年5月、合同巡視の際に点検実施 継続して実施する

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・水防団、自主防災組織と共同点検の実施 引き続き実施 ▲ 各地区が適宜実施 ▲
国の共同点検に合わせ、該当地区の区
長と点検実施予定
（Ｈ30予定）

▲
平成30年5月、国の共同点検に合わせ、
該当地区の区長と点検実施（次年度も実
施予定）

継続して実施する ▲ 令和元年5月、合同巡視の際に点検実施 継続して実施する

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・参加予定 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ 平成２９年６月、水防講習会に職員参加 ▲ 平成３０年６月、水防講習会に職員参加 継続して参加していく ▲
令和元年6月の水防訓練には職員不参
加、来年度以降は継続参加を検討

継続して参加していく

45 ・水防訓練の充実 ・住民等が参加する水防訓練の実施 随時実施
住民等が参加する水防訓練の
実施

▲
令和元年9月の防災訓練において水防団
による訓練を実施

引き続き、住民等が参加する水防
訓練の実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・利用の検討 平成28年度から順次実施 ▲ 引き続き検討をする ▲ 引き続き利用の検討 ▲ 引き続き利用の検討 引き続き利用の検討 ▲ 引き続き利用の検討 引き続き利用の検討

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

団員確保の促進を図る 引き続き実施 ▲ 引き続き促進を図る ▲
平成29年5月に広報紙へＰＲ掲載。
消防団協力事業所表示制度の促進（通
年）。

▲
平成30年4月から、機能別消防団制度を
策定

消防団員が活動しやすくなるよ
う、資機材等の整備を進める

▲ ホームページ、広報紙への掲載を継続
引き続き団員確保に向け、制度等
検討していく

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について、水防
関係者間で振り返りを実施する。
・河川管理者との連携強化

順次実施
河川管理者との連携強化を図
る。

▲
河川管理者との連携強化、台風19号では
リエゾンを受入（避難指示等の指示を仰
ぐ）

出水期における水防活動等につい
て、水防関係者間で振り返りを実
施する。

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・学習機会を提供することにより、充実を図る 平成28年度から順次実施 ▲
平成28年10月25日、27日、28日、自主防
災組織対象の研修を実施

▲
平成29年11月に、旧町単位で防災研修会
を実施

▲
平成30年6月、12月に自主防災組織を対
象とした研修会を実施。

引き続き内容を検討し、実施して
いく

▲
令和元年6月、7月に自主防災組織を対象
とした研修会を実施

継続して学習機会の提供を行う

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・操作訓練の実施 平成28年度から順次実施 ▲
平成28年8月21日、西嶋地区にある排水
機場の操作講習を、地元水防団（消防団）
に対し実施

▲
平成３０年６月、水防講習会に職員参加
予定。

▲
平成３０年６月、水防講習会に職員参加。
次年度も参加予定

引き続き参加する ▲ 令和元年6月、操作講習会に参加 引き続き参加する

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・参加予定 平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
平成３０年６月、水防講習会に職員参加
予定。

▲
平成３０年６月、水防講習会に職員参加。
次年度も参加予定

引き続き参加する ▲ 令和元年6月、操作講習会に参加 引き続き参加する

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・年1回、排水機場操作訓練の実施 平成28年度から順次実施 ▲
平成28年8月21日、西嶋地区にある排水
機場の操作講習を、地元水防団（消防団）
に対し実施

▲
平成29年7月、西嶋排水機場の操作講習
を、保守業者を交え実施。

▲
平成30年7月、西嶋排水機場の操作講習
を、保守業者を交え実施。

引き続き操作訓練を実施 ▲
令和元年7月、西嶋排水機場の操作講習
を、保守業者を交え実施

引き続き操作訓練を実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 身延町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・多機関連携型タイムラインの勉強会へ参加
し、本川と支川の合流部等、特に人命被害が
生じる恐れのある区間に関するリスクを把握

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

本川と支川の合流部等、特に人命
被害が生じる恐れのある区間に関
するリスク情報の把握・共有

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・多機関連携型タイムラインの勉強会へ参加
し、氾濫による危険性が高い区間に関するリス
ク情報を把握

令和元年度から引き続き順次実
施

多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

氾濫による危険性が高い区間に関
するリスク情報の把握・共有

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保

・多機関連携型タイムラインの勉強会へ参加
し、浸水リスク、内水を考慮した避難所や避難
経路の見直し
・緊急避難場所の検討

令和元年度から引き続き順次実
施

緊急避難場所の検討 ▲
身延清稜小学校2～3階を緊急避難場所
に指定するための調整と周知を実施

浸水リスクを考慮した避難所や避
難経路の見直し

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・浸水区域外の支所へ機能移転 引き続き実施 ○
実施済み
引き続き最適方法の検討

▲

平成２８年３月、ＩＣＴ－ＢＣＰにより移転先
の選定完了
水害以外の災害が大きく絡むため、引き
続き最適方法の検討中

▲
業務継続計画を策定（年度内予定）、およ
び職員の訓練をとおし、機能確保のため
の改善点を検証

職員の訓練をとおし、職員の体
制、参集手順などを改善していく

▲ 職員参集手順等を検討 職員参集システムを導入する

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・整備計画の検討と表示の整備 平成28年度から平成32年度まで ▲ 引き続き整備内容の検討 ▲
引き続き整備内容の検討中
避難所ごとの災害種別の把握

▲
防災計画内で避難所ごとの災害種別を掲
載し公表

表示の方法、記載内容、設置場
所について調査検討する

▲
災害種別を掲示した避難所看板の設置を
検討（令和元～2年度の2箇年で設置予
定）

災害種別を掲示した避難所看板を
設置する

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
・H25、H26年度で防災行政無線のデジタル
化、および戸別受信機の設置完了

実施済み ★ 整備済み ★ 平成２７年３月【整備完了】 ★
既設の保守、転入者等へ戸別受信機の
整備

引き続き対応実施
その他ＳＮＳを利用した情報伝
達体制構築の検討

★
防災行政無線の再送信設備にバッテリー
増設を検討

再送信設備にバッテリーを増設す
る

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・多機能連携型タイムラインの勉強会へ参加
し、福祉部局等と連携し、大規模氾濫時に必
要な対応を検討

令和元年度から引き続き実施
多機関連携型タイムラインの勉
強会へ参加予定

○
多機能連携型タイムラインの勉強会へ参
加予定

福祉部局等と連携し、大規模氾濫
時の必要な対応を確認する。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業等に対してハザードマップを
配布

令和元年度から引き続き実施
不動産関係企業等に対してハ
ザードマップの配布

○
ハザードマップを作成、出水期前までに配
布を検討

不動産関係企業等に対してハザー
ドマップの配布



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南部町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト・タイムラインの作成
【作成】
実施済み ★ 【平成２８年度タイムライン作成済み】 ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・自主防災会を対象とした図上訓練の中で、行
政の災害時対応（タイムライン）に沿った訓練
を実施する

順次実施
▲

平成２９年６月の図上訓練等での活用を
検討

▲
平成３０年６月に自主防災会等を対象とし
た図上訓練にて実施

▲
自主防災会等を対象とした図上訓練の実
施

自主防災会等を対象とした図上
訓練の実施

▲
自主防災会等を対象とした図上訓練の実
施

自主防災会等を対象とした図上訓
練の実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

避難発令や判断基準を踏まえた訓練の実施 順次実施 ○
自主防災組織を対象とした図上
訓練の実施

○ 引き続き実施
自主防災組織を対象とした図上訓
練の実施

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
富士川流域における水害想定の把握及び、多
機関との情報共有

順次実施 ○ タイムライン検討会への参加 ○ 検討中 タイムライン検討会への参加 ○

5 ・洪水対応情報伝達演習
●変更（平成３１年４月）
・洪水対応情報伝達演習に参加

平成29年度から順次実施 ▲ 今後も引き続き訓練を実施 ▲
平成３０年５月甲府河川国道事務所の洪
水対応伝達演習に参加

▲ 平成３１年洪水対応伝達演習に参加する 洪水対応伝達演習に参加する ▲ 洪水対応伝達演習に参加する 洪水対応伝達演習に参加する

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
●変更（平成３１年４月）
・避難判断基準等検討支援システムを参考に
避難先、経路、避難開始のタイミングを検討

平成29年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
平成３０年１月に避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

▲ ｼｽﾃﾑを活用した避難場所の検討を行う
ｼｽﾃﾑを活用した避難場所の検
討を行う

○
ｼｽﾃﾑを活用した避難場所の検討を行う
予定

ｼｽﾃﾑを活用した避難場所の検討
を行う

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・自主防災会中心の洪水対策図上訓練を実施
し、当該居住住民へ危険性を認識してもらい、
避難対策等を検討してもらう

平成29年度から順次実施 ○ 今後、訓練内容等を検討し実施 ▲
平成３０年６月に自主防災会を対象とした
図上訓練などを通じて、地域ごとの防災
マップを作成し、避難経路等を検討する。

▲

自主防災会を対象とした図上訓練（防災
マップ作り等）などを通じて、地域ごとのハ
ザードマップを作成し、防災意識の高揚を
図る

自主防災会を対象とした図上訓
練（防災マップ作り等）などを通
じて、地域ごとのハザードマップ
を作成し、防災意識の高揚を図
る

○

自主防災会を対象とした図上訓練（防災
マップ作り等）などを通じて、地域ごとのハ
ザードマップを作成し、防災意識の高揚を
図る予定

自主防災会を対象とした図上訓練
（防災マップ作り等）などを通じて、
地域ごとのハザードマップを作成
し、防災意識の高揚を図る

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・公表される浸水想定区域図に基づき、洪水ハ
ザードマップの更新を行う。
・浸水区域・土砂災害警戒区域内に居住する
住民への注意喚起と早めの避難の推進【継
続】

平成29年度から順次実施 ○
国県の浸水想定域が確定した後、作成を
検討

▲
避難判断基準等検討支援システムを活用
し、平成３０年中に更新・作成を検討予
定。

▲ H３１年度中作成・配布に向けて準備
ハザードマップを作成・配布予
定。その後、周知・利活用を行
う。

○
ハザードマップを作成・配布予定。その
後、周知・利活用を行う予定

ハザードマップの周知・利活用を行
う。

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 ハザードマップの作成 実施中 ▲
令和2年3月31日まで作成し、出
水期前には配布する

▲ 令和２年３月末までには全戸配布予定 ハザードマップの周知 ▲

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
マイ・タイムラインの作成及び、危険箇所の把
握

順次実施 ○ 研修の参加 ○
引き続き研修棟があれば積極的に参加す
る

研修の参加 ○

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・自主防災会を対象とした防災マップ作り（H27
実施）などを通じて、地域ごとの危険箇所等の
把握を行い、防災意識の高揚を図る

引き続き実施 ▲
【県政出張講座にて実施済み】
引き続き実施

▲
平成３０年６月に自主防災会を対象とした
図上訓練などを通じて、地域ごとの防災
マップを作成し、防災意識の高揚を図る。

▲

自主防災会を対象とした図上訓練（防災
マップ作り等）などを通じて、地域ごとのハ
ザードマップを作成し、防災意識の高揚を
図る

自主防災会を対象とした図上訓
練（防災マップ作り等）などを通
じて、地域ごとのハザードマップ
を作成し、防災意識の高揚を図
る

▲

自主防災会を対象とした図上訓練（防災
マップ作り等）などを通じて、地域ごとのハ
ザードマップを作成し、防災意識の高揚を
図る

自主防災会を対象とした図上訓練
（防災マップ作り等）などを通じて、
地域ごとのハザードマップを作成
し、防災意識の高揚を図る

15 ・災害リスクの現地表示 避難所看板の設置 順次実施 ○ 予算確保ができれば実施 ○
次年度も予算が確保ができれば実施した
い

予算確保ができれば実施 ○

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・避難先・経路等の見直し 引き続き実施 ▲

平成25年度実施済み
今後も定期的にDIG訓練等を実施して、災
害種別ごとの避難先や避難路の検討を自
主防災ごとに行い、地域住民の防災意識
の高揚を図る。

▲
平成３０年６月に自主防災会等を対象とし
た図上訓練にて実施予定

▲
避難判断基準等検討支援システムを活用
し、避難計画・避難経路の検討

避難判断基準等検討支援シス
テムを活用し、避難計画・避難経
路の検討

▲
避難判断基準等検討支援システムを活用
し、避難計画・避難経路の検討

避難判断基準等検討支援システム
を活用し、避難計画・避難経路の
検討

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・検討を実施 平成29年度から順次実施 ▲ 今後も引き続き訓練を実施 ○
要配慮者施設：７件
⇒避難計画未作成：７件
⇒避難訓練実施：０件

▲

・浸水想定区域内の要援護者関連施設１
７件⇒避難計画未作成：１６件
⇒避難訓練実施：０件
・避難計画作成及び訓練の促進

避難計画作成及び訓練の促進 ▲ 避難計画作成及び訓練の促進 避難計画作成及び訓練の促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南部町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 警戒レベルに関して広報、チラシなどで周知 引き続き実施 ▲
警戒レベル、避難に関して住民
に周知

▲ 令和元年度実施済
警戒レベルに合わせた避難情報及
び、エリアメール等の確認

▲

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

●新規（平成３１年４月）
・災害の発生または発生するおそれのある場
合に、町HP・SNSに勧告等の災害情報の掲載
を行う。
・また、平時から、国県等の防災情報のサイト
をリンクで掲示

引き続き実施 ▲

リンク貼り付け実施済み。
HPへの勧告等の災害情報掲示について
は、掲載手順を調整済み（平成２９年出水
期にはHPでの避難情報の掲示可能）

★
平成２４年度中に整備完了（災害の発生
または発生するおそれのある場合に、町
HPに災害情報等の掲載を行う

▲
災害の発生または発生するおそれのある
場合に、町HP・SNSに勧告等の災害情報
の掲載を行う

災害の発生または発生するおそ
れのある場合に、町HP・SNSに
勧告等の災害情報の掲載を行う

▲
災害の発生または発生するおそれのある
場合に、町HP・SNSに勧告等の災害情報
の掲載を行う

災害の発生または発生するおそれ
のある場合に、町HP・SNSに勧告
等の災害情報の掲載を行う

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 情報提供システムの住民への周知
引き続き実施
●変更（令和２年４月）
検討中

▲
○

情報提供システムの住民への周
知

○ 検討中 情報提供システムの住民への周知 ○

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう周
知

検討中 ○
情報提供システムの住民への周
知

○ 検討中 情報提供システムの住民への周知 ○

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
情報提供システムが活用できる防災行動の確
認

検討中 ○
情報提供システムの住民への周
知

○ 検討中 情報提供システムの住民への周知 ○

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への周知

検討中 ○ 水害リスクを住民に周知 ○ 検討中 水害リスクを住民に周知 ○

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ▲
平成３０年１月「平成２９年度防災・危機管
理トップセミナー」に参加

▲ トップセミナーへの参加 トップセミナーへの参加 ▲ トップセミナーへの参加 トップセミナーへの参加

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 防災ﾘｰﾀﾞｰの養成 引き続き実施 ▲ 防災ﾘｰﾀﾞｰ養成講座の開催 ▲ 引き続き継続 次年度以降も継続 ▲

31 ・避難情報に関する意見交換会
・町主催の自主防災会の図上訓練時に、意見
交換を実施

引き続き実施 ▲

【平成２８年６月２８日～７月１日に自主防
災会対象の県政出張講座（HUG訓練）の
際に実施】
今後も引き続き実施

▲
町主催の防災訓練打合せ会議や訓練後
に、意見交換を実施（平成２９年７月）

▲
町主催の防災訓練打合せ会議や訓練後
に、意見交換を実施

町主催の防災訓練打合せ会議
や訓練後に、意見交換を実施

▲
町主催の防災訓練打合せ会議や訓練後
に、意見交換を実施

町主催の防災訓練打合せ会議や
訓練後に、意見交換を実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

広域避難に関する課題の検討 検討中 ○ 避難所の確認 ○ 検討中 広域避難を考慮した避難所の検討 ○

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・訓練や授業のなかで、水害時の避難行動
や、非常持ち出し品などの防災教育を実施す
る。

引き続き実施 ▲ 今後、訓練内容等を検討し実施 ▲
平成２９年８月南部中学校にて防災備蓄
品の確認と資機材の使い方に関する防災
教育を実施。

▲
学校の防災訓練実施時期に合わせて教
育を実施

学校の防災訓練実施時期に合
わせて教育を実施

▲
学校の防災訓練実施時期に合わせて教
育を実施

学校の防災訓練実施時期に合わ
せて教育を実施する

34 ・防災教育の促進 出前講座、防災講演会の開催 引き続き実施 ★ 出前講座の開催 ★ 令和元年１１月実施
防災月間に合わせて講演会の開
催

★

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 避難訓練の実施 引き続き実施 ★ 避難訓練実施の周知 ★ 令和元年９月実施 避難訓練実施 ★

36 ・共助の仕組みの強化
避難訓練の中で共助（住民及び災害時要援護
者避難誘導訓練など）の実施

引き続き実施 ★ 避難訓練実施の周知 ★ 　　　　　〃 避難訓練実施 ★

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・自家発電機の屋上への移設【未定】を含め
た、機能確保計画の策定

平成29年度から平成32年度 ○
平成２９年度にBCPの策定を予定
施設の機能確保（自家発電設備等）につ
いては、今後検討

★
平成30年までに発電機照明器具等の配
備完了

▲ 機能確保計画の策定 機能確保計画の策定 ▲ 機能確保計画の策定 機能確保計画の策定

38 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 平成29年度から平成30年度まで ▲ 平成２９年度にBCPの策定を予定 ★ 平成３０年２月に策定済み ★ 業務継続計画にのっとった訓練の実施
訓練等を行い、業務継続計画の
見直しを実施

★
訓練等を行い、業務継続計画の見直しを
実施

訓練等を行い、業務継続計画の見
直しを実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南部町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・町内水防倉庫内の資機材の状況把握と、不
足資機材の補充

平成29年度から平成32年度まで ▲

資機材については、防災計画改定時に状
況把握実施済み
不足資機材等の配備については今後検
討

★
平成２５年度中に配備完了（不足が生じれ
ば速やかに補充）

▲
南部町地域防災計画を改訂し、資材・器
具の必要数を明記した。

引き続き、不足が生じれば速や
かに補充

▲ 引き続き、不足が生じれば速やかに補充
引き続き、不足が生じれば速やか
に補充

42 ・共同点検の実施
・住民への危険箇所を周知を図ると共に避難
行動支援対策を強化

引き続き実施 ▲ 富士川合同巡視の際に順次実施 ▲ H30年富士川合同巡視に参加予定 ▲ H31年富士川合同巡視に参加 H32年富士川合同巡視に参加 ▲ H32年富士川合同巡視に参加 H33年富士川合同巡視に参加

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・重要水防箇所合同巡視への住民（自主防災
会、水防団等）の積極的な参加を促進

引き続き実施 ▲
【平成２８年度実施済み】
引き続き実施

▲
平成30年5月に重要水防箇所合同巡視に
参加予定

▲ 合同巡視を検討 合同巡視を検討 ▲ 合同巡視を検討 合同巡視を検討

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・積極的参加 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ 平成30年6月に富士川水防講習会に参加 ▲ 平成３１年富士川水防講習会に参加
平成３２年富士川水防講習会に
参加予定

▲ 平成３２年富士川水防講習会に参加予定
平成３３年年富士川水防講習会に
参加予定

45 ・水防訓練の充実 住民が参加できるような水防訓練の実施 検討中 ○ 実施に向けて関係機関と協議 ○ 引き続き協議 実施に向けて関係機関と協議 ○

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・利用の検討 平成29年度から順次実施 ▲ 利用の検討 ▲
検討実施予定。平成３０年中に研修等が
あれば参加予定

▲ 利用を検討する 利用を検討する ▲ 利用を検討する 利用を検討する

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・機能別消防団の確保
消防団協力事業所表示制度の促進

引き続き実施 ▲
【消防団協力事業所について平成２８年
度４箇所実施済み】
引き続き実施

▲

・区長会等を通した団員確保の依頼
・平成30年2月8日に水防団（消防団）役員
会議にて新入水防団（消防団）員の確保
及び退団年齢の引き上げを役員に依頼

▲

・消防団協力事業所（５カ所）への継続依
頼　　・平成31年2月8日に水防団（消防
団）役員会議にて新入水防団（消防団）員
の確保及び退団年齢の引き上げを役員に
依頼

・区長会等を通した団員確保の
依頼
・機能別消防団の確保
・消防団協力事業所表示制度の
促進

▲
・区長会等を通した団員確保の依頼
・機能別消防団の確保
・消防団協力事業所表示制度の促進

・区長会等を通した団員確保の依
頼
・機能別消防団の確保
・消防団協力事業所表示制度の促
進

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 関係団体との連携 検討中 ○ 水防協力団体の指定促進 ○ 検討中 水防関係者間で振り返り ○

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・水防団（消防団の人員確保）
・消防団協力事業所表示制度を推進し、水防
活動への理解を深める。【継続】
・防災リーダーの育成に取り組む【継続】
・研修・講義・訓練を積極的に実施し、自主防
災会の強化を図る【継続】

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲
平成30年2月2日に自主防災会、水防団
（消防団）等に対して、防災講演会を実施

▲
平成３０年１１月３０日に自主防災会、水
防団（消防団）等に対して、防災講演会を
実施

水防団（消防団員）の確保
防災リーダーの育成と、共助の
精神に基づく自主防災活動を推
進する
訓練、研修、講演等を通じて自
主防災組織の強化・育成を図る

▲

水防団（消防団員）の確保
防災リーダーの育成と、共助の精神に基
づく自主防災活動を推進する
訓練、研修、講演等を通じて自主防災組
織の強化・育成を図る

水防団（消防団員）の確保
防災リーダーの育成と、共助の精
神に基づく自主防災活動を推進す
る
訓練、研修、講演等を通じて自主
防災組織の強化・育成を図る

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・町職員に対して、樋門の設置場所等の情報
共有
●新規（平成３１年４月）
・水防団員の訓練への参加

引き続き実施 ▲ 今後も引き続き実施 ▲
平成30年度水防団（消防団）役員会議等
において情報提供

▲
・町職員間での設置場所の共有、操作説
明会への参加
・訓練への参加

・町職員間での設置場所の共
有、操作説明会への参加
・訓練への参加

▲
・町職員間での設置場所の共有、操作説
明会への参加
・訓練への参加

・町職員間での設置場所の共有、
操作説明会への参加
・訓練への参加

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・積極的参加 引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲ 平成３０年度操作講習会へ参加 ▲ 訓練への参加 訓練への参加 ▲ 訓練への参加 訓練への参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・水防団による排水訓練の実施 平成29年度から順次実施 ▲ 訓練の実施を検討 ▲
水防団（消防団）による排水訓練を毎年実
施

▲ 訓練の実施を検討 訓練の実施を検討 ▲ 訓練の実施を検討 訓練の実施を検討

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 南部町 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策 多機関タイムライン検討会の参加 順次実施 ○
多機関タイムライン検討会参加
予定

○ 検討中 本川と支線の情報共有 ○

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 多機関タイムライン検討会の参加 順次実施 ○
多機関タイムライン検討会参加
予定

○ 検討中 氾濫危険箇所の情報共有 ○

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 多機関タイムライン検討会の参加 順次実施 ○
浸水リスクを考慮した避難所や
避難経路の見直し

○ 検討中
浸水リスクを考慮した避難所や避
難経路の見直し

○

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・自家発電機の屋上への移設 平成32年度から順次実施 ○ 今後、移設の可否を含めて検討 ▲ 移設の可否を調査中 ▲
・移設の可否を含め検討
・資機材の整備による機能確保

・移設の可否を含め検討
・資機材の整備による機能確保

▲
・移設の可否を含め検討
・資機材の整備による機能確保

・移設の可否を含め検討
・資機材の整備による機能確保

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
・避難場所における災害種別ごとの表示の整
備

平成29年度から平成32年度まで ○ 今後、最新の浸水想定域等を鑑みて検討 ▲
避難判断基準等検討支援システムを活用
し、作成を検討

▲ 整備の検討 整備の検討 ▲ 整備の検討 整備の検討

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備

・実施を検討する

●改訂（平成29年4月）
移動系デジタル無線を、役場各庁舎、各区、各
消防団（水防団）へ配備予定

平成32年度から順次実施

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

○

平成28年度中に町内全地域で、通信試験
を実施。
平成29年度に移動系デジタル無線を、役
場各庁舎、各区、各消防団（水防団）へ配
備

★ 平成２９年６月配備完了 ★ ★ ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 多機関タイムライン検討会の参加 順次実施 ○
多機関タイムライン検討会参加
予定

○ 検討中
大規模災害時に必要な対応の確
認

○

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 多機関タイムライン検討会の参加 順次実施 ○



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士宮市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト・タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★
【作成】
実施済み

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト・タイムラインの訓練を実施
【訓練】
順次実施

▲
【訓練】
順次実施

★
平成２９年７月、甲府河川国道事務所主
催、タイムラン図上訓練に参加

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施。

タイムラインに沿った災害対応
の実施と検証、随時見直しの実
施。

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施した。

タイムラインに沿った災害対応の実
施と検証、随時見直しの実施。

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・他機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧
告等発令の対象区域、判断基準を見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会が実
施されたら参加予定

〇
避難勧告等発令の対象区域、判断
基準の見直しを実施予定。

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多機関タイムライン検討会へ参加し、公共交
通機関の動きを考慮したチェックリスト・タイム
ラインを見直す。

順次実施
多機関タイムライン検討会が実
施されたら参加予定

〇
公共交通機関の動きを考慮した、
チェックリスト、タイムラインを見直
し予定。

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・実施している 引き続き実施 ▲
・河川管理者と洪水対応演習を出水期前
に実施

▲
平成30年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

▲ 洪水対応伝達演習に参加 洪水対応伝達演習に参加 ▲
5月10日に洪水対応情報伝達演習に参加
した。

洪水対応伝達演習に参加

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・「避難判断基準検討支援システム」の活用 平成28年度から順次実施 ○ H29年度より検討開始 ▲
平成３０年１月に、避難判断基準等検討
支援システム活用勉強会に参加

▲
富士川ハザードマップに活用し、作成し
た。

富士川ハザードマップの作成に
活用

▲
富士川ハザードマップに活用し、作成し
た。

富士川ハザードマップの作成に活
用した。

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

（当初記載無し）

●改訂（平成29年4月）
富士川浸水想定区域に当たる自治会を対象
に、富士川浸水災害避難訓練を開催し、タイム
ラインを活用した避難訓練と水防講習会を実
施

●改訂（平成29年4月）
引き続き実施

▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
平成２９年９月に稲子地区、内房地区を対
象とした風水害に関する説明会を実施

▲ 今後も必要に応じ実施する。 今後も必要に応じ実施する。 ▲ 今後も必要に応じ実施する。 今後も必要に応じ実施する。

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・想定最大規模洪水を対象としたハザードマッ
プの作成・周知

平成29年度から順次実施 ○
【未着手】
実施予定

▲
平成２９年度から作成着手（危機管理局）
平成３０年度完成

▲ ハザードマップの作成・配布 必要に応じハザードマプを配布 ▲ ハザードマップの作成・配布 必要に応じハザードマプを配布

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・水害及び土砂災害のリスクを考慮したハザー
ドマップの作製。
・SNSによる住民へのハザードマップの重視。

順次実施
・SNSによる住民へのハザード
ハザードマップの周知

〇
引き続き、SNSによる住民へのハ
ザードマップの周知を実施。

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・住民がマイタイムラインを作成する場を設け
る。

順次実施
・マイタイムラインの作成する場
を検討する。

〇
・引き続きマイタイムラインを作成
する場を検討する。

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施
・防災マップの作成、全戸配布、ホームページ
への掲載

引き続き実施 ▲

【整備済み】
引き続き実施

・豪雨災害における避難についての注意
事項・データ放送の受信方法等を掲載し
た防災マップの作成、全戸配布、ホーム
ページへの掲載

▲
・平成３０年３月、防災マップの見直し予
定。合わせてホームページへの掲載を引
き続き行う。

▲
防災マップの見直し、合わせてホーム
ページへの掲載を引き続き行う。

防災マップの配布及びホーム
ページへの掲載を引き続き行
う。

▲
防災マップの見直し、合わせてホーム
ページへの掲載を引き続き行う。

防災マップの配布及びホームペー
ジへの掲載を引き続き行う。

15 ・災害リスクの現地表示
・まるごとまちごとハザードマップの作製の場を
設ける。

順次実施
・まるごとまちごとハザードマップ
の作製を検討する。

〇
・引き続きまるごとまちごとハザード
マップの作製を検討する。

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
●取下げ（平成３１年４月）
・避難勧告の判断・伝達マニュアルの改訂
（H27.10）

引き続き実施 ▲
【整備済み】
引き続き実施
～避難勧告等の基準を見直した

▲
過年度の結果を踏まえ、広域避難はなし
とした

★
【取り下げ】過年度の結果を踏まえ、広域
避難はなしとした

★

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・災害時要援護者支援計画 引き続き実施 ▲
【整備済み】
引き続き実施

▲
平成２９年度着手
対象施設：１件
平成３０年４月完成予定

▲ 要配慮者利用施設の訓練の促進
要配慮者利用施設の訓練の促
進

▲
引き続き、要配慮者利用施設の訓練の促
進

要配慮者利用施設の訓練の促進

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士宮市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して、住民へ周知　・警戒レベ
ルに合わせた避難情報の発表文案の確認

順次実施 警戒レベルを住民へ周知 〇 引き続き警戒レベルを住民へ周知

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・防災・気象情報をホームページに掲載
・同報無線情報をメール配信

引き続き実施 ▲
【整備済み】
引き続き実施

★
台風等発生毎にＨＰへ台風情報等につい
て掲載。

★
台風等発生毎にＨＰへ台風情報等につい
て掲載。

台風等発生毎にＨＰへ台風情報
等について掲載。

★ ＨＰへ台風情報等について掲載。 ＨＰへ台風情報等について掲載。

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知　・情報提
供システムを活用した防災行動の確認。

順次実施
情報提供システムの住民への周
知

〇 情報提供システムの住民への周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う。

順次実施
水害の切迫性が効果的に伝わ
る解説の確認

〇
水害の切迫性が効果的に伝わる
解説の確認

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ・情報提供システムを住民へ周知 順次実施 情報提供システムを住民へ周知 〇 情報提供システムを住民へ周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への周知をする。

順次実施
堤防等の施設に係る機能や避
難の必要性について住民への
周知をする。

〇
堤防等の施設に係る機能や避難
の必要性について住民への周知を
する。

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
平成３０年度に、甲府河川国道事務所等
の機関で開催されれば参加する

▲
平成３０年度に、甲府河川国道事務所等
の機関で開催されれば参加する

甲府河川国道事務所等の機関
で開催されれば参加する予定

▲
令和元年度に、甲府河川国道事務所等
の機関で開催されれば参加する予定

甲府河川国道事務所等の機関で
開催されれば参加する予定

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・マイタイムラインの作製支援 順次実施
マイタイムラインの作製支援を検
討する。

〇
マイタイムラインの作製支援を検討
する。

31 ・避難情報に関する意見交換会
・自主防災会からの要望に応じて、出前講座を
実施

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
平成２９年１０月、北山区自主防災会を対
象とした風水害の出前講座を実施

▲
H30.12.1 宮原区7・8町内に風水害の出前
講座を実施
今後も必要に応じ実施していく。

必要に応じ出前講座を実施する ▲
今後も必要に応じ実施していく。

必要に応じ出前講座を実施する

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

地域性から広域避難を行わないこととした。 ー ー ー

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・総合学習・出前講座～今後も継続 引き続き実施 ▲
【着手済み】
出水期後、学校・自治会からの要請により
実施

▲
平成２９年１０月、北山区自主防災会を対
象とした風水害の出前講座を実施

▲
H30.9.20、内房小学校6年生に風水害出
前講座を実施
今後も必要に応じて実施していく

必要に応じ出前講座を実施する ▲
今後も必要に応じて実施していく

必要に応じ出前講座を実施する

34 ・防災教育の促進 防災学習ツールや事例の提供 順次実施 防災学習ツールや事例の提供 〇 防災学習ツールや事例の提供

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 住民参加型の避難訓練の実施 順次実施 住民参加型の避難訓練の実施 〇 住民参加型の避難訓練の検討

36 ・共助の仕組みの強化
まるごとまちごとハザードマップの作製・設置に
より、顔の見える関係の構築。

順次実施
まるごとまちごとハザードマップ
の作製の検討を行う。

〇
まるごとまちごとハザードマップの
作製の検討を行う。

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定 ―

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士宮市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・水防計画書に基づく水防資機材の配備 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

★
平成２９年６月、水防計画に基づく水防資
機材の配備完了（不足が生じれば速やか
に補充）

★ 水防資機材の確認・補充を行う 水防資機材の確認・補充を行う ★ 水防資機材の確認・補充を行う 水防資機材の確認・補充を行う

42 ・共同点検の実施 ―

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・甲府河川国道事務所と合同巡視～今後も継
続

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 平成３０年５月に、合同巡視に参加 ▲ 令和元年５月に、合同巡視に参加 合同巡視に参加予定 ▲ 令和２年５月に、合同巡視に参加予定 合同巡視に参加予定

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・2年に1度実施～今後も継続 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
平成３０年６月に、富士宮市水防訓練を実
施予定

▲
次年度の水防訓練に向け実施内容の検
討を行う。

令和２年６月に、富士宮市水防
訓練を実施予定

▲
次年度の水防訓練に向け実施内容の検
討を行う。

次回の水防訓練に向け実施内容
の検討を行う。

45 ・水防訓練の充実 住民等が参加する水防訓練の実施 順次実施
住民等が参加する水防訓練の
実施

〇
住民等が参加する水防訓練の実
施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・活用を検討する 平成28年度から順次実施 ○
【未着手】
実施予定

▲ 活用を検討していく ▲ 活用を検討していく 活用を検討していく ▲ 活用を検討していく 活用を検討していく

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・水防団員（消防団員）の確保の促進 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲

年間を通じ、市役所１Fロビーにて消防団
（水防団）入団促進DVDを上映している。
また、入団促進の冊子を市内各公共施設
で配布している。

▲

年間を通じ、市役所１Fロビーにて消防団
（水防団）入団促進DVDを上映している。
また、入団促進の冊子を市内各公共施設
で配布している。

年間を通じ、市役所１Fロビーに
て消防団（水防団）入団促進
DVDを上映している。また、入団
促進の冊子を市内各公共施設
で配布している。

▲
入団促進の冊子を市内各公共施設で配
布している。

入団促進の冊子を市内各公共施
設で配布する。

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・河川管理者との連携強化 順次実施 ・河川管理者との連携強化 〇 ・河川管理者との連携強化

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・水防団（消防団員）の募集
・富士宮市自主防災会災害時行動マニュアル
を作成し、・自主防災会の強化・育成の一助と
している
・自主防災会への補助金交付

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
毎年、市内各自主防災会への補助金を交
付し、自主防災会等の強化・育成及び水
防活動への参加を促進

▲
毎年、市内各自主防災会への補助金を交
付し、自主防災会等の強化・育成及び水
防活動への参加を促進

毎年、市内各自主防災会への補
助金を交付し、自主防災会等の
強化・育成及び水防活動への参
加を促進

▲
毎年、市内各自主防災会への補助金を交
付し、自主防災会等の強化・育成及び水
防活動への参加を促進

毎年、市内各自主防災会への補助
金を交付し、自主防災会等の強
化・育成及び水防活動への参加を
促進

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・樋門操作については、委託している樋門操作
員と毎月操作訓練を行っている。

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
樋門操作員と国土交通省、市で毎月操作
訓練を行っている。

▲
樋門操作員と国土交通省、市で毎月操作
訓練を行っている。

樋門操作員と国土交通省、市で
毎月操作訓練を行っている。

▲
樋門操作員と国土交通省、市で毎月操作
訓練を行っている。

樋門操作員と国土交通省、市で毎
月操作訓練を行っている。

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ・消防団（水防団）による排水訓練の実施 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
平成３０年６月に、富士宮市水防訓練によ
り実施予定

▲
次年度の水防訓練に向け実施内容の検
討を行う。

平成３１年１１月に、富士宮市水
防訓練を実施予定

▲
次年度の水防訓練に向け実施内容の検
討を行う。

令和２年6月に水防訓練を実施予
定。

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士宮市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
・本線と支川の合流部等、特に人命被害が生
じる恐れのある区間に関するリスクについて把
握

順次実施
・本線と支川の合流部等、特に
人命被害が生じる恐れのある区
間に関するリスクについて把握

〇
・本線と支川の合流部等、特に人
命被害が生じる恐れのある区間に
関するリスクについて把握

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・氾濫による危険性が高い区間に関するリスク
情報について把握

順次実施
・氾濫による危険性が高い区間
に関するリスク情報について把
握

〇
・氾濫による危険性が高い区間に
関するリスク情報について把握

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ・緊急避難場所の確認 順次実施 ・緊急避難場所の確認 〇 ・緊急避難場所の確認

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備

（当初記載無し）

●改訂（平成29年4月）
・避難場所における災害種別ごとの表示の整
備

●改訂（平成29年4月）
平成29年度から順次実施

○ 今後、最新の浸水想定域等をもとに検討 ○ （平成３０年度以降検討） ▲ 設置の検討を行う。 設置の検討を行う。 ▲ 設置の検討を行う。 設置の検討を行う。

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ・同報無線のデジタル化 平成29年度から順次実施 ○
【未着手】
実施予定

○
防災行政無線（同報系）のデジタル化につ
いて、平成３０年度から工事着手予定

▲
防災行政無線（同報系）のデジタル化工
事に着手、H32年度完了予定

防災行政無線（同報系）のデジタ
ル化工事に着手、R2年度完了
予定

▲
防災行政無線（同報系）のデジタル化工
事に着手、R2年度完了予定

防災行政無線（同報系）のデジタル
化工事を実施予定

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 大規模氾濫時の必要な対応を検討 順次実施
大規模氾濫時の必要な対応を
検討

〇
大規模氾濫時の必要な対応を検
討

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進
土地利用担当課に来る不動産関係企業に浸
水想定区域図を配布

順次実施
土地利用担当課に来る不動産
関係企業に浸水想定区域図を
配布

〇
土地利用担当課に来る不動産関
係企業に浸水想定区域図を配布



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・タイムラインの定期的な見直しと修正
・河川管理者が開催する訓練への参加

平成29年度から順次実施 ★
・タイムラインに沿った対応の実施し見直
しを実施した。

★

・タイムラインに沿った対応の実施し見直
しを実施した。
・平成29年7月のタイムライン図上訓練に
参加。

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施。

タイムラインに沿った災害対応
の実施と検証、随時見直しの実
施。

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施。

引き続き実施する

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

多機関タイムライン検討会へ参加し、避難勧告
等発令の対象区域、判断基準を見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施。

引き続き実施する

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・富士川流域における水害リスク（災害の想
定）の把握
・多機関タイムライン検討会へ参加し、公共交
通機関の動きを考慮し、チェックリスト・タイムラ
インを見直す

順次実施
多機関タイムライン検討会へ参
加予定

★
タイムラインに沿った災害対応の実施と検
証、随時見直しの実施。

引き続き実施する

5 ・洪水対応情報伝達演習
●変更(平成３１年４月)
甲府河川国道事務所主催の洪水対応伝達演
習に参加

平成30年度から順次実施 ▲
他市の演習を参考とするため、見学等情
報収集を行う。

▲
平成30年5月に甲府河国主催の洪水対応
伝達演習に参加

▲ 洪水対応伝達演習に参加 洪水対応伝達演習に参加 ★
令和元年5月10日洪水対応伝達演習
（ホットライン訓練）に参加

引き続き実施する

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・活用を検討
・操作説明会への参加

平成29年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ★
平成30年1月に、避難判断基準等検討支
援システム活用勉強会に参加

★
指定緊急避難場所の周知看板の更新時
に活用した。

富士川ハザードマップの作成に
活用

★ ハザードマップの作成に活用した。 必要に応じて実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

河川管理者と共同開催 を予定
●新規（平成３１年４月）
ハザードマップの作成・配付時期に合せた開催

平成29年度から順次実施 ▲
家屋倒壊等氾濫想定区域が確定・公表さ
れ次第、ハザードマップの作成と合わせて
実施時期を検討中。

○ 河川管理者と共同開催 ▲
ハザードマップの作成時期に合せ、実施
を検討

ハザードマップの配付時期に合
せ、実施を検討

★
富士川地区防災会議にて、最大浸水想定
区域の周知を行った。

ハザードマップの配付時期に合
せ、実施予定

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・想定最大規模洪水の浸水想定区域図の公開
・ハザードマップの更新

平成29年度から順次実施 ▲
浸水想定区域が確定・公表され次第作成
を検討

○ 平成30年度から検討 ★
・想定最大規模洪水の浸水想定区域図を
富士市タウンマップで公開済み
・ハザードマップ作成準備

ハザードマップ作成、印刷準備 ★
・想定最大規模洪水の浸水想定区域図を
市ウェブサイト（ふじﾀｳﾝﾏｯﾌﾟ）で公開済
・ハザードマップ作成

ハザードマップ配付・周知

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・水害及び土砂災害のリスクを考慮したハザー
ドマップの作成

令和元年度から作業開始 ハザードマップ作成、印刷準備 ▲
・想定最大規模洪水の浸水想定区域図を
市ウェブサイト（ふじﾀｳﾝﾏｯﾌ）で公開済
・ハザードマップ作成

ハザードマップ配付・周知

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・ハザードマップの作成と併せて、富士市版マ
イタイムライン作成ツールを作成
・住民がマイ・タイムラインを作成する場を設け
る

令和元年度から作業開始

・富士市版マイタイムライン作成
ツールを作成
・マイタイムラインの作成の場を
設ける為の準備

▲ ハザードマップの学習面として作成 ハザードマップ配付・周知

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ―

15 ・災害リスクの現地表示

・まるごとまちごとハザードマップの作成事例を
収集
・まるごとまちごとハザードマップ作成の場を設
ける

令和元年度から設置について検
討する。

・まるごとまちごとハザードマップ
の作成事例を収集

★
浸水区域内の指定緊急避難場所表示看
板の記載内容見直し

浸水区域内のまちづくりセンターに
ハザードマップを配布し周知する

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
●変更（平成３１年４月）
・富士川ハザードマップの作成に合わせて検討
する。

平成32年度から順次実施 ▲
浸水想定区域が確定・公表され次第再検
討実施。

○
浸水想定区域が広いため、対象世帯が多
く広域避難の検討に苦慮している。
（Ｈ32～実施）

○
検討の継続 富士川ハザードマップの作成と

合わせて検討を実施
★ ハザードマップの作成と合わせて検討 必要に応じて実施

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
●変更（平成３１年４月）
・施設の避難計画の作成及び訓練の促進

平成30年度から順次実施 ▲ 庁内福祉部局との連携強化を図る。 ○

（Ｈ30～実施）
対象となる要配慮者利用施設：131件
施設の避難計画の作成促進は行っている
が、富士川ハザードマップ更新後に改め
て徹底する

▲
庁内関係部署と連携し、避難計画作成が
必要な施設数を把握した。

県管理河川と併せて避難計画作
成及び訓練実施を促進する

★ 対象施設に対して避難計画の作成を依頼 引き続き実施する

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表文案
の確認

令和元年度から引き続き・順次
実施

警戒レベルを住民へ周知 ★ 広報誌や防災講座にて周知を行った。 引き続き実施する

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・防災情報メール活用や。コミュニティFM局か
らの情報発信について住民に周知

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ★
防災情報メール、富士市ウェブサイトでの
防災気象情報の提供、コミュニティFM局
からの臨時放送体制を確保し継続中。

★
防災情報メール、富士市ウェブサイトでの
防災気象情報の提供、コミュニティFM局
からの臨時放送体制を確保し継続。

防災情報メール、富士市ウェブ
サイトでの防災気象情報の提
供、コミュニティFM局からの臨時
放送体制を確保し継続。

★
防災情報メール、富士市ウェブサイトでの
防災気象情報の提供、コミュニティFM局
からの臨時放送体制を確保し継続。

引き続き実施する

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
・情報提供システムの住民への周知
・情報提供システムを活用した防災行動の確
認

令和元年度から引き続き・順次
実施

情報提供システムの住民への周
知

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるよう
に解説を行う

令和元年度から引き続き・順次
実施

多機関タイムライン検討会へ参
加予定

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・情報提供システムを住民へ周知
・情報提供システムを活用することができる防
災行動を確認

令和元年度から引き続き・順次
実施

・情報提供システムを住民へ周
知

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への周知する
（マイタイムラインの作成過程で周知）

令和元年度から引き続き実施
マイ・タイムラインを作成する場
で住民への水害リスクの説明

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ▲
平成29年11月のトップフォーラムに副市長
参加

▲ 未実施 実施（参加）を検討 ▲ 未実施 引き続き参加を検討する

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
・マイタイムラインの作成支援
・DIG、まちあるきの支援

令和元年度から引き続き実施
マイタイムラインを作成する場で
住民への水害リスクの説明

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

31 ・避難情報に関する意見交換会
●変更（平成３１年４月）
・豪雨災害の防災講座を実施

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ○ 未実施 ★ 豪雨災害防災講座を５回実施した 年間３回実施 ★ 豪雨災害防災講座を実施（計５回） 引き続き実施する

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・浸水リスクの把握
・避難先の検討
・広域避難に関する課題の抽出

令和元年度から引き続き・順次
実施

・浸水リスクの把握
・避難先の検討

★ 浸水リスクの把握 実施予定なし

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・防災講座の実施 引き続き実施 ▲ 未実施 ○ 未実施 ★ 吉原北中学校でDIGの実施 随時実施 ▲ ハザードマップの学習面を作成 必要に応じて実施

34 ・防災教育の促進
・防災学習ツールや事例の提供
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支
援

令和元年度から引き続き・順次
実施

要配慮者利用施設の避難確保
計画作成を支援

★
避難計画の作成支援ウェブページを作成
し、施設に活用を案内

引き続き実施する

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ・住民参加型の訓練の実施
令和元年度から引き続き・順次
実施

水害に関する防災講座で水害の
リスクを学ぶ機会を設ける

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

36 ・共助の仕組みの強化 ・要配慮者のマイタイムライン作成支援
令和元年度から引き続き・順次
実施

マイタイムラインを作成する場で
住民への水害リスクの説明

▲ ハザードマップの学習面を作成 ハザードマップ配付・周知

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定
●変更（平成３１年４月）
・業務継続計画の策定
・計画の見直し

平成28年度 ○ 策定済 ★ 平成29年4月【策定】 ★ 見直しを実施した 随時見直しの実施 ★ 見直しを実施した 随時見直しを実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ―

42 ・共同点検の実施
●変更（平成３１年４月 ）
富士川下流出張所による富士川重要水防箇所合同巡
視に水防団と共に参加

引き続き実施 ○ 出水期までに実施予定なし ○ 実施を検討する ▲ 富士川重要水防箇所合同巡視に参加
富士川重要水防箇所合同巡視
に参加予定

▲ 富士川重要水防箇所合同巡視に参加
富士川重要水防箇所合同巡視に
参加予定

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
●変更（平成３１年４月）
・水防団による市内の危険箇所合同巡視を実
施

引き続き実施 ○ 6月に実施 ▲ 平成30年6月に、合同巡視を実施 ▲ 2019年6月合同巡視を実施 2020年6月合同巡視を実施予定 ▲
令和元年6月水害危険個所合同巡視を実
施

水害危険個所合同巡視を実施予
定

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
●変更（平成３１年４月）
・水防団等による水防訓練

引き続き実施 ○
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
平成30年5月20日に、富士市水防訓練を
実施

▲ 2019年5月19日　富士市水防訓練実施
2020年5月　富士市水防訓練実
施予定

▲
令和元年5月19日　富士市水防訓練にて
国土交通省沼津河川国道事務所と協力

富士市水防訓練実施予定

45 ・水防訓練の充実 水防団の技術力向上に向け、訓練を実施 引き続き実施 引き続き実施 ▲ 令和元年5月19日　富士市水防訓練実施 引き続き実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・富士川右岸地区の水防団員の確保 平成28年度から順次実施 ▲ 引き続き実施 ▲
平成29年4月28日に富士川右岸水防分団
を結団

▲ 引き続き、水防団員の確保を行う。
引き続き、水防団員の確保を行
う。

▲ 引き続き、水防団員の確保を行う。 引き続き、水防団員の確保を行う。

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
土木関連民間事業者の水防訓練への参加要
請を行い、協力体制を継続する

引き続き実施 引き続き実施 ▲
富士市建設業組合に水防訓練への参加
を依頼する等、その後の協力体制構築の
準備を行う。

引き続き実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

●変更（平成３１年４月）
・市主催防災イベントでの啓発

引き続き実施 ▲ 水防団団員の募集 ▲
平成29年11月18日に「ふじBousai2017」を
実施

★
平成30年11月17日に「ふじBousai2018」を
実施

ふじBousaiによる啓発の実施 ▲
令和元年11月16日「ふじBousai2019」を実
施

ふじBousaiによる啓発の実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

―

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

●変更（平成３１年４月）
沼津河川国道事務所主催の災害対策車両操作訓練
に参加

引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
平成29年6月22日・9月22日に災害対策車
両操作訓練に参加

★
平成30年5月17.・１8日、9月14日災害対
策車両操作訓練に参加

2019年災害対策車両操作訓練
に参加

▲
令和元年5月24日災害対策車両操作訓練
に参加

災害対策車両操作訓練に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 富士市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策 ―
＊危険個所として対象となって
いる箇所なし

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
氾濫危険個所における継続的な維持管理のた
め、関係者間の協力体制の構築

未定
協力体制の構築に向けた検討を
行う。

▲ 協力体制構築手法の検討 協力体制を構築する。

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
住民の逃げ遅れに備えた、緊急避難場所の確
保

未定 － ▲ ハザードマップ作成に併せ検討中
今後、作成するハザードマップ等を
踏まえ、必要に応じ検討を行う。

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備
●変更（平成３１年４月）
・必要な指定緊急避難場所への整備

平成29年度から順次実施 ▲
新たな浸水想定区域図をもとに指定緊急
避難場所を見直しを実施。現在表示内容
検討中。

▲
市内の指定避難所兼指定緊急避難場所
は53箇所あり、表示版の整備計画を作成
した。

★ 18箇所に表示板を整備した 18箇所に表示板を整備 ★ 18箇所に表示板を整備 17箇所に表示板を整備

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備
●変更（平成３１年４月）
・防災ラジオ有償配布を実施

引き続き実施 ▲
防災ラジオ有償配布を継続して実施して
いる。

▲
引き続き、防災ラジオの有償配布実施
中。

★ 富士市防災ラジオの有償配布を実施した
富士市防災ラジオの有償配布を
実施

★ 富士市防災ラジオの有償配布を実施 引き続き実施する

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 現在設置されている協議会等に参加する。 実施中 － ▲ 既存の協議会に参加
各種部会等が追加された場合に
は、必要に応じて参加する。

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進

公表された浸水想定区域図等の情報をHP等
を通じて情報発信するとともに、不動産関係者
に対して必要に応じ、水害リスク情報等の説明
を行う。

実施中 ▲ 洪水ハザードマップを更新作業を進めた。
洪水ハザードマップを更新し、HP等
にて周知する。



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインの作成
【作成】
実施済み

★ 作成済み ★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・チェックリスト、タイムラインの定期的な見直し
と修正
・土砂災害、内水氾濫の視点を追加

【見直しと修正】
順次実施
【視点の追加】
順次実施

▲
【実施済み】
引き続き実施

★
【実施済み】
引き続き実施

★ ・タイムライン運用時に毎回見直しを実施 引き続き実施 ★ ・4回の見直しを実施 引き続き実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・タイムライン作成にあわせ決定 引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・市タイムラインの施設管理者･自治会等への
提供

引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施 引き続き実施 ▲
【実施済み】
H28.5.20実施
H29.4.25実施

▲

H29.6.28
甲府河国のホットライン副系統のテスト
メール受信訓練に参加
平成30年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加

★ H30.5.11　ホットライン訓練実施 引き続き実施 ★ H31.5.10　ホットライン訓練実施 引き続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
●取り下げ（平成30年4月）
・本市の計画と整合を図り活用を検討

引き続き実施 ○ H29年度より検討開始 ○
【取り下げ】
市独自のシステム等により、対応している
ため

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・河川管理者と共同開催を予定 平成29年度 ▲ ・浸水想定区域図公表後速やかに着手 ★
（当該地区の説明会は完了）
H29.7.17/7.27
蒲原地区会合にて説明会実施

★ 実施済み （必要に応じて実施） ★ 【実施済み】 （必要に応じて実施）

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

・浸水想定区域図公表後速やかに着手 平成28年度から平成29年度 ▲ ・浸水想定区域図公表後速やかに着手 ★

平成29年9月作成
・広報しずおか（静岡気分）10月号配布と
あわせ、蒲原地区全世帯に配布
・マップ掲出：市の図書館（12館）、清水区
の生涯学習交流館（21館）
・インターネットサイトで公開中

★
H31.2.7　自治会定例会で周知
H31.2.22　ハザードマップ活用説明会実施

（必要に応じて実施） ★
【実施済み】
R1.6.7　自治会定例会で周知

（必要に応じて実施）

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用

・水害及び土砂災害のリスクを考慮したハザー
ドマップの作成･配布（印刷物･PDF版･WebGIS
版）
・WebGIS版ハザードマップの改修（内水ハザー
ドマップとの2画面表示、マイひなんマップ作成
機能）

実施済み （必要に応じて実施） ★

・地域包括支援センター29施設を対象とし
た研修の実施･ハザードマップの配布
・R2.3　市内全域をカバーする防災マップ
を作成(4.5万部)

（必要に応じて実施）

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・静岡市版マイ･タイムラインの作成･啓発
・住民一人一人が避難マップ（マイひなんマッ
プ）を作製できるWebツール及びマニュアルの
整備

実施済み （必要に応じて実施） ★
・静岡市版マイタイムラインの作成（R1.10)
及び研修会の実施（３回）

（必要に応じて実施）

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ―

15 ・災害リスクの現地表示
・過去の水害における浸水深を表示
・津波浸水想定区域において想定浸水深を表
示

実施済み （必要に応じて実施） ★ 【実施済み】 （必要に応じて実施）

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・必要に応じて協議 平成28年度 ▲

【実施済み】
隣接市と協議したが、現時点での必要性
はないとの結論に至った。なお、富士川の
想定浸水区域の面積は市域の0.1%未満
に過ぎないため、本市から市域外への避
難は想定していない。

○ （現時点では必要性なし） ★ 実施済み （必要に応じて実施） ★ 【実施済み】 （必要に応じて実施）

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
想定発表後の29年度より対応開始

H29年度～ ○ 平成30年度に実施予定 ▲

【新規】
H30.3.27 対象施設に計画策定通知、順次
説明会実施
H30.6.3  情報伝達訓練実施

▲
・施設所管課ごと説明会実施
H30.6.3　情報伝達訓練実施
H31.2.22　ハザードマップ活用説明会実施

引き続き実施 ★
実施済み
・R1.6.2　情報伝達訓練実施

引き続き実施

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・警戒レベルの住民周知
・避難情報の発表文案の修正

R1.5より実施 （必要に応じて実施） ★ 【実施済み】 （必要に応じて実施）

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・実施済 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

★ 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ・富士川情報提供システムの住民周知 引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・実施済 引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・水害リスクラインで提供される情報の把握
・情報提供システムを住民へ周知

引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・緊急避難場所と避難所の違いを周知 引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲
静岡県主催のトップセミナーに参加（平成
29年11月）

★
H30.6.12　内閣府主催トップセミナーに参
加

引き続き実施 ★
H31.4.18　内閣府主催防災・危機管理特
別研修に参加

引き続き実施

30 ・地域防災力の向上のための人材育成

・水防団向け水防演習の実施
・市民向け出前講座の実施
・地域包括支援センター･ケアマネージャとの連
携

引き続き実施 引き続き実施 ★

・R1.6.2　水防演習実施
・H31年度 出前講座等272回実施
・地域包括支援センター29施設を対象とし
た研修の実施･ハザードマップの配布

引き続き実施

31 ・避難情報に関する意見交換会
想定発表後の29年度より対応開始

H29年度～ ○ 平成30年度に実施予定 ★

（当該地区の説明会は完了）
【新規】
H29.7.17/7.27
蒲原地区会合にて説明会実施

★
３者会合（住民、学校、市職員）で意見交
換

引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・実施予定なし 実施予定なし 実施予定なし ★ 実施予定なし 実施予定なし

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・市内小学校の総合学習事業の中で、水防災
教育の実施（防災講座等）

引き続き実施 ▲

【実施済み】
引き続き実施
市内小学校の総合学習事業の中で、40件
程度実施の見込み

▲
・静岡市治水交流資料館の利活用による
水防災教育を実施（通年、イベントは11月
から12月に実施）

★

・静岡市治水交流資料館の利活用による
水防災教育を実施（通年、イベントは11月
から12月に実施）
・風水害に関する出前講座の実施（107
回）

・静岡市治水交流資料館の利活
用による水防災教育を実施（通
年、イベントは11月から12月に
実施）

★
・静岡市治水交流資料館の利活用による
水防災教育を実施（R1.12～R2.2に小学校
３校で実施）

引き続き実施

34 ・防災教育の促進

・住民向け出前講座の実施
・学校防災教育の実施
・要配慮者利用施設の避難確保計画ひな形提
供・研修実施

引き続き実施 引き続き実施 ★
・H31年度 出前講座等272回実施
・小中高校授業、大学講義、教員免許更
新研修等の実施

引き続き実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進
・風水害情報伝達訓練（6月)、総合防災訓練(9
月)、地域防災訓練(12月)、津波避難訓練(3月)
等の実施

引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

36 ・共助の仕組みの強化
・自主防災会、避難施設管理者、医師会等と
市職員による会議の開催（75地区）

引き続き実施 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定 ・策定済 実施済み ★ 【実施済み】 ★ 実施済み ★ 実施済み 引き続き実施 ★ 【実施済み】 引き続き実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
【新規】
防災計画に基づく水防資機材の配備

平成30年度 ○ 平成30年度に実施予定 ★
【新規】
配備完了済（不足が生じれば速やかに補
充）

★ 実施済み 実施済み ★ 【実施済み】 実施済み

42 ・共同点検の実施 ・参加予定 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施
（平成29年5月予定）

○ 未実施 ○ 未実施 引き続き実施 ○ 未実施 引き続き実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施 ・市域に重要水防箇所が指定された場合参加 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

○ 未実施 ○ 未実施 引き続き実施 ○ 未実施 引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・参加予定 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ H29.6.4静岡市水防演習を実施 ★ H30.6.3　静岡市水防演習を実施 引き続き実施 ★ H31.6.2　静岡市水防演習を実施 引き続き実施

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施

引き続き実施 引き続き実施 ★ H31.6.2　静岡市水防演習を実施 引き続き実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・活用を検討する 平成28年度から順次実施 ▲ 引き続き実施 ○ 未実施 ○ 未実施 引き続き実施 ○ 【実施済み】 引き続き実施

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

・随時実施 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲ 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討

・静岡地域大規模氾濫減災協議会、富士川流
域減災協議会、関係連絡会等への参加･運営
・水防協議会の開催･水防計画の見直し
・地域住民も参加した重要水防箇所の点検

引き続き実施 引き続き実施 ★
・減災協議会･関連会議に参加
・水防計画内容検討
・重要水防箇所点検(6/21,28)

引き続き実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・継続中 引き続き実施 ▲

引き続き実施
地域防災リーダー育成研修
６回実施：438名受講
【内容】
・座学（自助・共助）
・避難訓練
・救出救護訓練
・避難所運営訓練 など

▲

地域防災リーダー育成研修
６回実施：460名受講
【内容】
・座学（自助・共助）
・避難訓練
・救出救護訓練
・避難所運営訓練 など

★

地域防災リーダー育成研修
5回実施：811名受講
【内容】
・座学（自助・共助）
・避難訓練
・救出救護訓練
・避難所運営訓練 など

引き続き実施 ★

地域防災リーダー育成研修
４回実施：582名受講
【内容】
・座学（自助・共助）
・避難訓練
・救出救護訓練
・避難所運営訓練 など

引き続き実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・市が所管する樋門・樋管の操作情報の共有 引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲ H30.5月訓練実施予定 ○ 未実施 引き続き実施予定 ○ 未実施 引き続き実施予定

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・参加予定 引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
静岡河川事務所・静岡国道事務所工事主
催の操作講習会に参加

★
静岡河川事務所・静岡国道事務所工事主
催の操作講習会に参加（R1.9.12)

引き続き実施 ▲ 災害対策用機械操作訓練に参加(R2..2.5) 引き続き実施

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施
・毎月の始動点検・運用訓練や年１回の機関
員講習会を実施。【継続】

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き実施

▲ 水防団活動のなかで随時実施 ★ 水防団活動のなかで随時実施 引き続き実施 ★ 水防団活動のなかで随時実施 引き続き実施

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡市 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策 ・ハザードマップ配布による住民周知 引き続き実施 引き続き実施 ★ 実施済み 引き続き実施

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ・静岡市浸水対策プランに基づき実施 引き続き実施 引き続き実施 ▲ 引き続き実施 引き続き実施

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
・浸水害･土砂災害を考慮した緊急避難場所の
指定見直し

実施済み 引き続き実施 ★ 実施済み （必要に応じて実施）

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

・実施済み 実施済み ★ 【実施済み】 ★ 【実施済み】 ★ ★ ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・検討中 平成28年度から順次実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
【着手済み】
市看板　⇒　計画策定中
電柱巻き看板　⇒　随時対応中

▲
【着手済み】
市看板　⇒　計画策定中
電柱巻き看板　⇒　随時対応中

電柱巻き看板　⇒　随時対応中 ▲
【着手済み】
市看板　⇒　随時対応中
電柱巻き看板　⇒　随時対応中

引き続き実施

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ・実施済み 実施済み ★ 【実施済み】 ★ 【実施済み】 ★
【実施済み】
・防災ラジオの追加販売を検討

★
【実施済み】
１万台を追加販売

（必要に応じて実施） ★

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・静岡地域大規模氾濫減災協議会の設置･運
営、富士川流域減災協議会への参加

実施済み （必要に応じて実施） ★ 実施済み 引き続き実施

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 実施済み ★
実施済み
WebGIS版ハザードマップを参照するよう
説明

引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・富士川支川（指定区間）の県管理河川は、直
轄河川で作成されたﾀｲﾑﾗｲﾝを参考として課題
等を整理・検証し、今後、ﾀｲﾑﾗｲﾝの整備を検
討する。

平成29年度から順次実施 ▲
実績なし
（H29年度より順次実施）

▲ 実績なし ▲
県管理河川を対象としたタイムライン作成
モデル作成

自治体によるチェックリスト、タイ
ムラインの作成を支援

▲ モデル市町を対象に具体化を検討 引き続き実施

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・実践的な訓練を国と合同で実施する。 平成29年度から順次実施 ▲ 実績なし ▲
7月14日国土交通省主催の図上訓練に参
加

▲ 引き続き実施
自治体によるチェックリスト、タイ
ムラインの見直しを支援

▲ 引き続き実施 引き続き実施

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告の発令基準の見直し支援として、洪
水対応訓練を実施し、見直すべき課題を明確
にする
・自治体洪水資料の見直しを行う場を設ける
市町村タイムライン改定の技術的支援を実施

引き続き実施
洪水対応訓練の実施
市町村タイムライン改定の技術
的支援の実施

○ 洪水対応訓練の実施予定 引き続き実施

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多機関連携型タイムライン検討会へ参加
・県管理河川の関係機関に対して水害リスクを
提供する

順次実施
多機関連携型タイムライン検討
会へ参加予定

○
多機関連携型タイムライン検討会への参
加予定

引き続き実施

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施【実施済み】 引き続き実施 ▲
引き続き実施
（H29年5月）

▲
平成30年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加

★
令和元年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加

引き続き実施 ★
令和2年5月に甲府河国の洪水対応伝達
演習に参加予定

引き続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

・水防法で規定する洪水予報河川、水位周知
河川について、想定最大規模洪水も含めた浸
水想定区域図、浸水シミュレーション、家屋倒
壊等氾濫想定区域の検討を進め、公表する。

平成28年度から順次実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施 ★

水防法で規定する洪水予報河川、水位周
知河川について浸水想定区域図、家屋倒
壊等氾濫想定区域を7月31日に告示・公
表した。

★
水位周知河川の拡充に伴う浸水想定区
域図、家屋倒壊等氾濫想定区域を告示・
公表

引き続き実施 ★
水位周知河川の拡充に伴う浸水想定区
域図、家屋倒壊等氾濫想定区域を6月24
日に告示・公表した。

引き続き実施

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・県河川の氾濫シミュレーションデータを「避難
判断基準検討支援システム」に登録する。

平成28年度から順次実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
３月1日の避難判断基準等検討支援シス
テム活用勉強会に参加

★ 引き続き実施 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

―

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

―

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用

・水害・土砂災害リスク等を考慮したハザード
マップの作成支援として、水害・土砂災害リス
クに関する情報提供
・国の財政措置に関する情報提供・助言

引き続き実施 引き続き実施 ★

県政出張講座等での水害・土砂災害リス
クに関する情報提供
市町へのヒアリングを実施し情報提供・助
言

引き続き実施

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援
・市町が土砂災害ハザードマップの見直し等を
実施する場合は支援する。

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ▲
市町のハザードマップの見直し等につい
てヒアリング実施

▲ 引き続き実施 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
マイ・タイムラインの作成支援として、水害・土
砂災害リスクに関する情報提供

令和元年度から順次実施 引き続き実施 ★
県政出張講座等で水害・土砂災害リスク
に関する情報提供

引き続き実施

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ―

15 ・災害リスクの現地表示 国の財政措置に関する情報提供・助言 引き続き実施 引き続き実施 ★
市町へのヒアリングを実施し情報提供・助
言

引き続き実施

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・広域避難計画の支援 平成28年度から順次実施 ▲
【着手済み】
国とともに支援を行っていく

▲ 国とともに支援を行う ▲ 引き続き実施 引き続き実施 ▲ 広域避難検討会(仮称)の設置 引き続き実施

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ―

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・危険度レベル(警戒レベル)の統一化による発
表形式の見直し・システムを改修
・警戒レベルの周知

引き続き実施
・警戒レベルを住民へ周知
・警戒レベルを用いた緊急速報
メールの配信システムを運用済

▲
警戒レベルを住民へ周知
警戒レベルを用いた緊急速報メールの配
信システムを運用

引き続き実施

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・総合河川情報システムによる雨量・水位情報
の提供（PC、スマートフォン等）【実施済み】
・データ放送による雨量・水位情報を提供する
放送局の拡大
・「気象警報・注意報」「土砂災害警戒情報」
「地震情報」のメール配信【実施済み】

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施 ★ 整備済みｼｽﾃﾑの維持 ★ 引き続き実施 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供
緊急速報メール、危機管理型水位計、簡易型
河川監視カメラを用いた住民への周知

平成30年度から順次実施 住民への周知を実施 ★
緊急速報メール、危機管理型水位計の整
備

引き続き実施

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説

状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよ
う、解説を行う際の体制や、解説のタイミングと
その内容等について検討し、リアルタイムの状
況をテレビやラジオ等のメディアで解説

令和元年度から順次実施
解説を行う際の体制や、解説の
タイミング、内容等について検討

▲ NHKと協力体制を構築
リアルタイムの状況をテレビやラジ
オ等のメディアで解説

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化

危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラ
の配置計画の検討・調整
浸水や停電のおそれがある水文観測所や既
存河川監視カメラ等において、浸水停電対策
を実施

平成30年度から順次実施 出水実績に基づきデータ収集 ★
危機管理型水位計の整備
出水実績に基づきデータ収集

引き続き実施

27 ・洪水予報文の改良
・発表の対象区域や避難の切迫性等が首長や
住民に確実に伝わる洪水予報文の改良

平成28年度 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 基準水位等の検討実施 ▲ 基準水位等の検討継続 引き続き実施 ▲ 基準水位等の検討継続 引き続き実施

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への説明をする

令和元年度から順次実施 順次実施 ★ 県政出張講座等情報提供 引き続き実施

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ―

30 ・地域防災力の向上のための人材育成
地域防災リーダー養成講座を開催し、「地域防
災リーダー」の養成を行う。

平成19年度から引き続き実施 引き続き実施 ▲
地域防災リーダー養成講座を8回開催し、
計450名が参加

引き続き実施

31 ・避難情報に関する意見交換会 ―

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

広域避難体制の構築の支援 令和元年度から順次実施 順次実施 ○ 広域避難検討会(仮称)内で検討 引き続き実施

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・県内小学生を対象にハザードマップ等を活用
した防災教育の実施【継続】

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
平成29年7月4日若草小学校で実施の
他、各建設事務所で実施

★
平成30年6月14日南湖小学校で実施の
他、各建設事務所で実施

引き続き実施 ★
令和元年6月12日祝小学校で実施の他、
各建設事務所で実施

引き続き実施

34 ・防災教育の促進
・県市町村教育部門と連携し、防災教育教材
作成の支援
・教育機関への講師の派遣

引き続き実施 引き続き実施 ▲
防災力向上テキストを作成し、県内小学
校の新一年生に配付

引き続き実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 住民参加型の避難訓練の支援 令和元年度から順次実施 順次実施 ○ 順次実施 引き続き実施

36 ・共助の仕組みの強化
地域防災リーダー養成講座を開催し、「地域防
災リーダー」の養成を行う。

平成19年度から引き続き実施 引き続き実施 ▲
地域防災リーダー養成講座を8回開催し、
計450名が参加

引き続き実施

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定 ・策定済み 実施済み ★

【着手済み】
引き続き実施
平成25年3月策定
平成28年4月改訂

★

引き続き実施
平成25年3月策定
平成28年4月改訂
平成29年11月改訂

★

引き続き実施
平成25年3月策定
平成28年4月改訂
平成29年11月改訂
平成30年11月改訂

引き続き実施 ★

引き続き実施
平成25年3月策定
平成28年4月改訂
平成29年11月改訂
平成30年11月改訂
令和2年1月改訂

引き続き実施

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ・重要水防箇所の見直し 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 各建設事務所で点検・見直しを実施 ▲
県管理河川を対象とした一部台帳作成予
定

引き続き実施 ▲ 見直し作業に着手 引き続き実施

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・水防資機材の補充計画を立て、計画的な補
充を行っていく。

平成28年度から順次実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 引き続き計画的に補充を進めた ★ 引き続き計画的に補充を進めた 引き続き実施 ★ 引き続き計画的に補充を進めた 引き続き実施

42 ・共同点検の実施 ―

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・水防連絡会等による水防管理団体等との共
同点検の実施【継続】

引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲
Ｈ30年5月に、国土交通省主催の合同巡
視に参加予定

★ 引き続き実施 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・5月の水防月間中に水防訓練を実施【継続】 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲ H30年5月北杜市で実施 ★ H31年5月甲州市で実施 引き続き実施 ★ R2年5月に都留市で実施予定 引き続き実施

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施

令和元年度から順次実施 順次実施 ★ R2年5月に都留市で実施予定 引き続き実施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

―

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
出水時の水防活動状況を調査し、必要に応じ
て関係者間の協議の場を設ける

令和元年度から順次実施 順次実施 ★ 減災対策協議会で情報共有 引き続き実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・防災知識の普及啓発を推進するために、地
域防災リーダー向け研修の支援【継続】

引き続き実施 ▲

【着手済み】
引き続き実施
平成28年10月9日～11月8日の間、4日間
の平日コース・休日コースの2コースを開
催
両コース合計で90名が参加

▲

引き続き実施
平成29年11月1日～12月3日の
間、4日間の平日コース・休日コースの2
コースを開催
両コース合計で104名が参加

★

引き続き実施
平成30年11月2日～12月9日の間、4日間
の平日コース・休日コースの2コースを開
催
両コース合計で79名が参加

引き続き実施 ▲

引き続き実施
令和元年11月8日～12月8日の間、4日間
の平日コース・休日コースの2コースを開
催
両コース合計で111名が参加

引き続き実施

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・県管理河川の排水機場、樋門、水門の操作
情報を共有する体制を確立する。
・各樋門、樋管、排水機場の操作員の退避に
ついて計画し、操作規則、操作要領に追記す
る。

平成28年度から順次実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 間門川で検討 ▲ 改修中の間門川について検討中 引き続き実施 ▲ 改修中の間門川について検討中 引き続き実施

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善
長期にわたり浸水が継続する地域などにおい
て、排水作業準備計画の作成を支援

令和元年度から順次実施 順次実施 ★
市町の取組に対して技術的支援・助言を
実施

引き続き実施

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保 市町村が実施する対策の支援 令和元年度から順次実施 順次実施 ★
市町の取組に対して技術的支援・助言を
実施

引き続き実施

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・排水ポンプ車等、災害対応機器の操作講習
会への参加

引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲
H30 6月国土交通省の災害対策機器操作
講習会に参加予定

★
国土交通省の災害対策機器操作講習会
に参加予定

引き続き実施 ★
国土交通省の災害対策機器操作講習会
に参加予定

引き続き実施

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化 市町村が実施する対策の支援 令和元年度から順次実施 順次実施 ★
市町の取組に対して技術的支援・助言を
実施

引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 山梨県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備

・洪水能力向上対策、浸透・侵食対策を実施
予定。（区間延長：1ｋｍ）
●改訂（H29年4月）
・流下能力向上対策を実施予定。（区間延長：
1.1ｋｍ）
●改訂（R2年4月）
・流下能力向上対策を実施予定（区間延長：
1.3km)

平成28年度から平成32年度まで ▲
【流下能力向上対策】については、予定延
長1.0kmに対して0.25km完了予定 ▲

【流下能力向上対策】については、予定延
長1.1㎞に対して0.2㎞完了(計0.45km)

▲
【流下能力向上対策】については、予定延
長1.1kmに対して0.5km完了（計0.95km）

引き続き実施 ▲
【流下能力向上対策】については、予定延
長1.3kmに対して0.15km完了予定（計
1.1km)

引き続き実施

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策
本川との合流部付近では、背水を考慮した改
修を実施（鎌田川）

引き続き実施 引き続き実施 ★ 引き続き実施 引き続き実施

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
河川整備計画に基づき、重要区間から順次整
備を進める

引き続き実施 引き続き実施 ★ 河川整備計画に基づき実施 引き続き実施

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保
協議会等において、応急的な避難場所の必要
性について検討を実施

令和元年度から引き続き・順次
実施

引き続き実施 ★
市町の取組に対して技術的支援・助言を
実施

引き続き実施

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ―

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ―

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

平成30年度に導入したドローンの河川管理へ
の活用を進める

令和元年度から順次実施
出水期までに検討
先進事例の収集

★
各建設事務所にドローンを整備し、河川
管理・災害調査に活用

引き続き実施

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
メディア連携分科会を設置し、関係者の連携策
やTV、ラジオ、SNSなどの情報共有方策の具
体化を検討する。

令和元年度から順次実施
メディア連携分科会の構成メン
バーを検討し、分科会を設置

○
山梨県での連絡会が立ち上がった際に参
画

・災害時における住民への効果的
な情報伝達のための情報共有、連
携方策の調整
・平時からの住民等への周知・啓
発・訓練等による防災力強化に関
する連携方策の調整

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

―

74 ･適切な土地利用の促進
不動産関係団体への水害リスクに関する情報
の解説を支援する

引き続き実施 引き続き実施 ★ ２団体に対し説明会を実施 引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・水防法で規定する水位周知河川について、
市町で作成するタイムライン・チェックリストの
作成支援
【対象河川】潤井川、小潤井川

平成29年度から順次実施 ▲
実績なし
（県内市町からチェックリスト・タイムライン
の作成する

★
タイムライン作成（Ｈ29.3）
【作成】

★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・水防法で規定する水位周知河川について、
市町からタイムライン見直しの要請を受けた際
は支援
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの修正
は、市町への助言・指導の実施。【継続】

平成31年度から順次実施 ▲
実績なし
（県内市町からチェックリスト・タイムライン
の訓練の要請を受けた際は協力）

★ 市町からの要請に基づき訓練支援 ★ ★ ★

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

―

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 多機関連携型タイムライン検討会等へ参加 令和元年度から順次実施
多機関連携型タイムライン検討
会等へ参加

○
多機関連携型タイムライン検討会等へ参
加

多機関連携型タイムライン検討会
等へ参加

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・洪水対応情報伝達演習の実施【継続】 引き続き実施 ▲ 洪水対応情報伝達演習を実施（H28.5.27） ▲ 洪水対応情報伝達演習を実施（H29.5.12） ▲
令和元年5月に甲府河国の洪水対応演習
に参加

洪水対応演習に参加予定 ▲
令和2年5月に甲府河国の洪水対応演習
に参加予定

洪水対応演習に参加予定

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

・水防法で規定する水位周知河川について、
検討を進める。【H29完了】
【対象河川】潤井川、小潤井川
・水防法指定河川以外の中小河川について、
洪水浸水想定区域の公表を進める。【R1追加】

平成28年度から順次実施 ▲

【着手済み】
・水防法で規定する水位周知河川につい
て、想定最大規模洪水も含めた浸水想定
区域図の作成に着手
【対象河川】潤井川、小潤井川

★
潤井川、小潤井川、沼川の浸水想定区域
を公表（Ｈ29.12）
【実施完了】

★
中小河川を対象とした洪水浸水
想定区域の公表

★
Ｈ29に公表済み
追加河川について中小河川を対象とした
洪水浸水想定区域の作成

中小河川を対象とした洪水浸水想
定区域の公表

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・県河川の氾濫シミュレーションデータを「避難
判断基準検討支援システム」に登録する。

平成29年度から順次実施 ○ H29年度より検討開始 ▲ 研修会に参加（Ｈ29.10） ▲ 研修会に参加 研修会に参加予定 ▲ 研修会に参加予定 研修会に参加予定

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

―

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

―

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 ―

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援

・県内市町からの要請を受けた際は、交付金
制度の活用等の手続きを支援
・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの
作成支援を実施する。【継続】

平成29年度から順次実施 ○ 富士市のHM作成支援を実施 ▲ 富士市のHM作成支援を実施 ▲ 富士市のHM作成支援を実施
富士市のHM作成支援を実施予
定

▲ 富士市のHM作成支援を実施予定 完了予定

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 マイタイムライン研修会等へ参加する 令和元年度から順次実施
マイタイムライン研修会等へ参
加する

▲ マイタイムライン研修会の実施（2/7）
マイタイムライン研修会等へ参加
する

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ―

15 ・災害リスクの現地表示 ―

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
・広域避難計画の支援
（県内市町から広域避難に関する調整、避難
経路の検討の要請を受けた際は協力）

平成28年度から順次実施 ▲

実績なし
（県内市町から広域避難に関する調整、
避難経路の検討の要請を受けた際は協
力）

▲

実績なし
（県内市町から広域避難に関する調整、
避難経路の検討の要請を受けた際は協
力）

▲

実績なし
（県内市町から広域避難に関する調整、
避難経路の検討の要請を受けた際は協
力）

県内市町から広域避難に関する
調整、避難経路の検討の要請を
受けた際は協力

▲
県内市町から広域避難に関する調整、避
難経路の検討の要請を受けた際は協力

県内市町から広域避難に関する調
整、避難経路の検討の要請を受け
た際は協力

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ―

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

―

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理

・水位周知河川の水位到達情報文へ警戒レベ
ルの記載【実施済み】
・土砂災害警戒情報発表基準の見直し【R1追
加】
・土砂災害警戒情報補足情報システムの改良
【R1追加】

引き続き実施

・水位周知河川の水位到達情報
文へ警戒レベルの記載完了
・土砂災害警戒情報発表基準の
見直し
・土砂災害警戒情報補足情報シ
ステムの改良

★

・水位周知河川の水位到達情報文へ警戒
レベルの記載完了
・土砂災害警戒情報発表基準の見直し
・土砂災害警戒情報補足情報システムの
改良

・水位周知河川の水位到達情報文
へ警戒レベルの記載完了
・土砂災害警戒情報補足情報シス
テムの改良

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・サイポスレーダーによる情報提供【実施済
み】
・デジタル放送による情報提供【継続】

引き続き実施 ▲
サイポスレーダー（静岡県土木総合防災
情報システム）による情報提供を実施

▲ サイポスレーダーにて情報提供 ▲
サイポスレーダーにて情報提供
デジタル放送による情報提供

サイポスレーダーにて情報提供
デジタル放送による情報提供

▲
サイポスレーダーにて情報提供
デジタル放送による情報提供

サイポスレーダーにて情報提供
デジタル放送による情報提供

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 サイポスレーダーの住民への周知【実施済み】 引き続き実施 県庁見学、県HPで周知 ▲ 県庁見学、県HPで周知 県庁見学、県HPで周知

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 サイポスレーダーによる情報提供【実施済み】 引き続き実施 サイポスレーダーにて情報提供 ▲ サイポスレーダーにて情報提供 サイポスレーダーにて情報提供

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 サイポスレーダーの住民への周知【実施済み】 引き続き実施 県庁見学、県HPで周知 ▲ 県庁見学、県HPで周知 県庁見学、県HPで周知

27 ・洪水予報文の改良 ―

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ―

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ―

30 ・地域防災力の向上のための人材育成

・マイタイムラインの作成支援
（県内市町からマイタイムライン作成に関する
調整等の要請を受けた際は協力）
・土砂災害防止講習会の実施【R1追加】

引き続き実施

・県内市町からマイタイムライン
作成に関する調整等の要請を受
けた際は協力
・土砂災害防止講習会の実施

▲
・県内市町からマイタイムライン作成に関
する調整等の要請を受けた際は協力
・土砂災害防止講習会の実施

・県内市町からマイタイムライン作
成に関する調整等の要請を受けた
際は協力
・土砂災害防止講習会の実施

31 ・避難情報に関する意見交換会 ―

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・広域避難体制構築の支援
（県内市町から広域避難に関する調整等の要
請を受けた際は協力）

令和元年度から順次実施
県内市町から広域避難に関する
調整等の要請を受けた際は協
力

○
県内市町から広域避難に関する調整等の
要請を受けた際は協力

県内市町から広域避難に関する調
整等の要請を受けた際は協力

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・県庁見学会等を通じて水防災教育の実施【継
続】
・インターネット「サイポスレーダー」の広報活
動の充実【継続】
・土砂災害出前講座の実施【R1追加】

引き続き実施 ▲

・県庁見学会を実施（随時）
・インターネット「サイポスレーダー」の広
報活動を実施（随時）
・ものづくりフェスタ2016INしずおかにて
「静岡県土木総合防災情報シズテム（サイ
ポス）」の広報活動を実施（H28.9.2）

▲
県庁見学等で水害教育の実施（49回・
2,060人）
H29年度

▲

県庁見学等で水害教育等の実施（58回・
3,168人）
イベントにおいて沼川、潤井川、小潤井川
のL2浸水測定区域図を展示

・県庁見学等で水害教育等の実
施
・土砂災害防止講習会の実施

▲
・県庁見学等で水害教育等の実施
・土砂災害防止講習会の実施

・県庁見学等で水害教育等の実施
・土砂災害防止講習会の実施

34 ・防災教育の促進
県庁見学会等を通じて水防災教育の実施【継
続】

引き続き実施
県庁見学等で水害教育等の実
施

▲ 県庁見学等で水害教育等の実施 県庁見学等で水害教育等の実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ―

36 ・共助の仕組みの強化
・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携した水害からの高齢者避難行動の理解促進
に向けた取組の実施。

令和元年度から順次実施

・県ケアマネ協会と取組内容を
共有
・県ケアマネ協会等の研修会等
へ参加

▲
・県ケアマネ協会と取組内容を共有
・県ケアマネ協会等の研修会等へ参加
（10/19）

・県ケアマネ協会と取組内容を共
有
・県ケアマネ協会等の研修会等へ
参加

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定 ―

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ・重要水防箇所の見直し 引き続き実施 ▲
【着手済み】
引き続き実施

▲ 点検を見直しを実施 ▲ 点検・見直しを実施 点検・見直しを実施 ▲ 点検・見直しを実施 点検・見直しを実施

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ―

42 ・共同点検の実施 ―

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・水防連絡会等による水防管理団体等との共
同点検の実施【継続】

引き続き実施 ▲

・水防連絡部会等による水防団等との合
同巡視に参加（H28.5.25）
・水防訓練の実施（富士市：H28.5.15、富
士宮市：H28.6.5、静岡市：H28.6.5）

▲
Ｈ30年5月に、国土交通省主催の合同巡
視に参加

▲
令和元年5月に、国土交通省主催の合同
巡視に参加

合同巡視に参加予定 ▲ 合同巡視に参加予定 合同巡視に参加予定

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
・水防月間中に実施される水防訓練に参加【継
続】

引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
水防訓練の実施（富士：Ｈ29.5，静岡：Ｈ
29.6）

▲
水防訓練に参加（富士：Ｈ30.5，静岡：Ｈ
30.6） 水防訓練に参加 ▲ 水防訓練に参加 水防訓練に参加

45 ・水防訓練の充実 ―

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

―

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ―

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

●変更（平成３１年４月）
・防災知識の普及啓発を推進するために、市
町の水防訓練の支援【継続】

引き続き実施 ▲
【着手済み】
・水防訓練へ自主防災会が参加（富士市：
H28.5.15、富士宮市：H28.6.5）

▲ 実績なし ▲ 水防訓練の支援 水防訓練の支援 ▲ 水防訓練の支援 水防訓練の支援

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・県管理河川を排水先とした場合、計画書緒元
等の情報提供

引き続き実施 ▲

実績なし
（甲府河川国道事務所等から要請の際
は、想定氾濫区域内に位置する県管理河
川の計画諸元等の情報提供を協力）

○ 実績なし ○ 実績なし
県管理河川を排水先とした場
合、計画書緒元等の情報提供

○
県管理河川を排水先とした場合、計画書
緒元等の情報提供

県管理河川を排水先とした場合、
計画書緒元等の情報提供

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・県管理河川を排水先とした場合、訓練に参加 引き続き実施 ○ H29年度より操作演習会に参加 ○ 実績なし ○ 実績なし
県管理河川を排水先とした場
合、訓練に参加

○
県管理河川を排水先とした場合、訓練に
参加

県管理河川を排水先とした場合、
訓練に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 静岡県 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ・洪水能力向上対策等を実施【継続】 引き続き実施 ▲ 潤井川で浚渫工事を実施 ▲
H29年度は潤井川や小潤井川、稲瀬川等
で浚渫工事を実施

▲

H30年度は、沼川や潤井川などで浚渫工
事を実施
小潤井川の河道拡幅（津田橋架け替え）
に着手

洪水能力向上対策等を実施 ▲ 洪水能力向上対策等を実施 洪水能力向上対策等を実施

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ―

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ―

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ―

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 大規模氾濫減災協議会へ参加 引き続き実施 大規模氾濫減災協議会へ参加 ▲ 大規模氾濫減災協議会へ参加 大規模氾濫減災協議会へ参加

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 不動産協会等との連携 引き続き実施
不動産協会等の研修会にて水
害リスク情報の解説

▲
不動産協会等の研修会にて水害リスク情
報の解説（7/17・22・24）

不動産協会等の研修会にて水害リ
スク情報の解説



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 気象庁 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・要請に基づくタイムラインの作成支援 引き続き実施 ▲ 要請に基き引き続き支援 ▲
市町からの要請に基づきタイムラインの
作成について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
市町からの要請に基づきタイム
ラインの作成について引き続き
支援

▲ 市町からの要請事案なし
市町からの要請に基づきタイムラ
インの作成について引き続き支援

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・要請に基づくタイムラインの作成支援 引き続き実施 ▲ 要請に基き引き続き支援 ▲
市町からの要請に基づきタイムラインの
作成について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
市町からの要請に基づきタイム
ラインの作成について引き続き
支援

▲ 市町からの要請事案なし
市町からの要請に基づきタイムラ
インの作成について引き続き支援

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・要請に基づくタイムラインの作成支援 令和元年度から順次実施
要請に基づきタイムラインの作
成について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
要請に基づきタイムラインの作成
について引き続き支援

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・要請に基づくタイムラインの作成支援 令和元年度から順次実施
要請に基づきタイムラインの作
成について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
要請に基づきタイムラインの作成
について引き続き支援

5 ・洪水対応情報伝達演習
・毎年出水期前に、甲府河川国道事務所と共
同実施

引き続き実施 ▲ 平成29年度出水期までに実施予定 ▲
出水期前に甲府河川国道事務所と共同
実施

▲
出水期前に甲府河川国道事務所と共同
実施

出水期前に甲府河川国道事務
所と共同実施

▲
出水期前に甲府河川国道事務所と共同
実施

出水期前に甲府河川国道事務所と
共同実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

―

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ―

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ― H29年度より検討開始

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・防災知識の普及啓発を推進するために、地
域防災リーダー等へ研修の支援

引き続き実施 ▲
地域防災リーダー向け研修等へ講師を派
遣した

▲
地域防災リーダー向け研修等に講師を毎
年派遣している

▲

6月29日に身延町で自主防災会役員に出
前講座を実施。
10月28日に甲府市主催防災リーダー養成
講座にて出前講座実施。

防災知識の普及啓発を推進す
るために、地域防災リーダー等
の育成に関する研修の支援

▲

7月11日「韮崎市自主防災組織代表者講
座」
8月1日「身延地区研修会」
8月27日「笛吹市スコレー大学市民講座」
10月6日「甲府市防災リーダー指導育成
研修会」
11月8日、11月10日、12月22日「甲斐の
国・防災リーダー養成講座」
2月14日「甲斐市自治会役員等を対象とし
た講演会」

防災知識の普及啓発を推進するた
めに、地域防災リーダー等の育成
に関する研修の支援

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

―

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用 ―

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援 ―

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ―

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ―

15 ・災害リスクの現地表示 ―

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
・避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定の支
援

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き支援

▲
避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定
について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
避難勧告等の判断・伝達マニュ
アル策定について引き続き支援

▲ 市町からの要請事案なし
避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル策定について引き続き支援

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ―

No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 気象庁 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

―

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

―

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

・気象警報・注意報発表時に危険度に応じて
色分けした時系列の表形式により提供
・警報級の現象になる可能性の提供
・警報・注意報を補足するメッシュ情報の充実
化

平成28年度から平成29年度まで ▲

・気象警報・注意報発表時に危険度に応
じて色分けした時系列の表形式による表
示と警報級の現象になる可能性の提供を
平成28年6月から自治体等関係機関に試
行を開始。
平成29年度出水期から、情報の発表を開
始するとともに、気象庁ホームページでの
提供を開始する予定。
・平成28年5月から土砂災害警戒判定メッ
シュ情報の表示の改善を実施。

★
平成29年7月4日より浸水害、洪水の危険
度分布開始

▲
防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページによる情報提供を引き続き
実施

防災情報提供システム、気象台
（気象庁）ホームページによる情
報提供を引き続き実施

▲

「危険度の色分け」や「早期注意情報」を
防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページにより情報提供を実施。
大雨特別警報、土砂災害警戒情報、大雨
警報等の防災気象情報に、内閣府「避難
勧告等に関するガイドライン」に基づく警
戒レベルの付記を開始。

防災情報提供システム、気象台
（気象庁）ホームページによる情報
提供を引き続き実施

21 ・危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理
・洪水予報文に相当する警戒レベルを記載し
て発表

令和元年5月29日から実施
洪水予報文に相当する警戒レベ
ルを記載して発表

▲
洪水予報文に相当する警戒レベルを記載
して発表

洪水予報文に相当する警戒レベル
を記載して発表

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページによる情報提供

引き続き実施 ▲
【実施済み】
引き続き支援

★
防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページによる情報提供を引き続き
実施

▲
防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページによる情報提供を引き続き
実施

防災情報提供システム、気象台
（気象庁）ホームページによる情
報提供を引き続き実施。
令和元年10月からTwitter「気象
庁防災情報」開始。

▲

防災情報提供システム、気象台（気象庁）
ホームページによる情報提供を引き続き
実施。
令和元年10月4日から気象庁防災情報
Twitterアカウント（@JMA_bousai）を開設
し、気象災害関連の情報を発信している。

防災情報提供システム、気象台
（気象庁）ホームページによる情報
提供を引き続き実施。
気象庁防災情報Twitterアカウント
（@JMA_bousai）から気象情報関連
の情報を発信する。

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供 ―

24 ・洪水予測システムの精度向上 ―

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ―

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化 ―

27 ・洪水予報文の改良
・発表の対象区域や避難の切迫性等が首長や
住民に確実に伝わる洪水予報文の改良

実施済み ★ 実施済み ★ 平成27年度に実施済み ★ ★ ★

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ―

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催 ―

30 ・地域防災力の向上のための人材育成

・防災知識の普及啓発を推進するために、地
域防災リーダー向け研修の支援
・気象防災WSなど自治体防災担当者向けの
研修支援

引き続き実施

防災知識の普及啓発を推進す
るために、地域防災リーダー向
け研修の支援。
気象防災WSなど自治体防災担
当者向けの研修支援。

▲

9月5日「峡南地域気象防災WS」
9月11日「峡東地域気象防災WS」
1月23日「中北地域気象防災WS」
2月7日「身延町職員研修」

防災知識の普及啓発を推進するた
めに、地域防災リーダー向け研修
の支援。
気象防災WSなど自治体防災担当
者向けの研修支援。

31 ・避難情報に関する意見交換会 ―

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

―

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・教師が行う学校防災教育への支援 引き続き実施 ▲
教師向け研修の一環として県教育庁主催
会議で講演を行った

▲
教師が行う学校防災教育への支援及び
小学生を対象とした出前講座を毎年実施

▲

学校防災教育用のＣＤを作成し、県内の
小学校へ配布。
8月24日に北杜市の中学校で出前講座実
施。

教師が行う学校防災教育への
支援及び小中学生を対象とした
出前講座を実施。
自治体主催の子供向けイベント
に参加して普及啓発を行う。

▲

アメダスを設置している学校へ防災教育
の説明を行った。
11月13日に甲州市、11月30日に北杜市
の自治体主催の子供向けイベントにブー
ス出展し、気象や地震の実験及びパネル
展示をとおして防災に関心もってもらっ
た。

教師が行う学校防災教育への支
援。
6月2日に山梨県立青洲高等学校
学校設定教科「峡南地域学」講師
派遣。
6月に県立学校校長会・教頭会「気
象庁WS」。

34 ・防災教育の促進
・小中学生を対象とした出前講座を実施
・体験学習の受け入れ

引き続き実施
小中学生を対象とした出前講座
を実施。
体験学習の受け入れ。

▲
7月16日「南アルプス市　八田中学校」
8月5日「韮崎市　韮崎高校」
体験学習を実施

小中学生を対象とした出前講座を
実施。
体験学習の受け入れ。
自治体主催の子供向けイベントに
参加して普及啓発を行う。

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ―

36 ・共助の仕組みの強化 ―

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

―

38 ・業務継続計画の策定

・策定済み

●改訂（平成29年4月）
・取組削除

実施済み

●改訂（平成29年4月）
・取組削除

順次見直しを検討

●改訂（平成29年4月）
・取組削除

39 ・総合土砂管理計画の策定 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 気象庁 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ―

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ―

42 ・共同点検の実施 ―

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・関係団体との調整の中で、機会を捉えて実施
する

引き続き実施 ▲ 平成29年度出水期までに実施 ▲
水防連絡部会による合同巡視について関
係団体との調整の中で、機会を捉えて参
加する

▲ 富士川上中流の合同巡視に参加
水防連絡部会による合同巡視に
ついて関係団体との調整の中
で、機会を捉えて参加する

▲ 5月31日　笛吹川の合同巡視に参加
水防連絡部会による合同巡視につ
いて関係団体との調整の中で、機
会を捉えて参加する

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ―
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

　

45 ・水防訓練の充実 ―

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

―

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ―

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

・防災知識の普及啓発を推進するために、地
域防災リーダー向け研修の支援

引き続き実施 ▲
地域防災リーダー向け研修等へ講師を派
遣した

▲
地域防災リーダー向け研修等に講師を毎
年派遣している

▲

6月29日に身延町で自主防災会役員に出
前講座を実施。
10月28日に甲府市主催防災リーダー養成
講座にて出前講座実施。

防災知識の普及啓発を推進す
るために、地域防災リーダー等
の育成に関する研修の支援

▲

7月11日「韮崎市自主防災組織代表者講
座」
8月1日「身延地区研修会」
8月27日「笛吹市スコレー大学市民講座」
10月6日「甲府市防災リーダー指導育成
研修会」
11月8日、11月10日、12月22日「甲斐の
国・防災リーダー養成講座」
2月14日「甲斐市自治会役員等を対象とし
た講演会」

防災知識の普及啓発を推進するた
めに、地域防災リーダー等の育成
に関する研修の支援

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

―

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ―

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保 ―

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

― H29年度より操作演習会に参加

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

―

56 ・排水設備の耐水性の強化 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 気象庁 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

59 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

―

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

―

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

―

64 ・応急的な退避場所の確保 ―

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

―

66 ・排水機場の改修（機能保全） ―

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

―

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ―

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ―

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置 ―

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

74 ･適切な土地利用の促進 ―



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 国土交通省 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの作成及び支援

・チェックリスト、タイムラインは毎年、出水期後
に更新

引き続き実施 ▲
・自治体によるチェックリスト、タイムライン
の見直しを支援

★ ★ ★ ★

2
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るた
め、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンを活用した訓練・見直し及び支援

・自治体と連携した実践的な訓練
・タイムラインを活用した洪水対応訓練を実施

引き続き実施 ▲
・平成29年出水期前に自治体と連携した
訓練を実施予定

▲
H29.7.14　想定最大規模を対象としたﾀｲﾑ
ﾗｲﾝ図上訓練を実施
（流域14市町、38名が参加）

▲ 必要に応じ、支援 必要に応じ支援を実施 ▲ 必要に応じ支援を実施 必要に応じ支援

3
・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認（タイ
ムライン）

・避難勧告の発令基準の見直し支援として、洪
水対応訓練を実施し、見直すべき課題を明確
にする
・自治体洪水資料の見直しを行う場を設ける
・自治体洪水対応資料の再認識してもらうため
に協議会等で周知する

令和元年度から順次実施
・自治体洪水対応資料の再認識
してもらうために協議会等で周
知する

○
・自治体洪水対応資料の再認識してもらう
ために協議会等で周知し、各自治体で更
新していただきたい旨伝える予定

・避難勧告の発令基準の見直し支
援として、洪水対応訓練を実施し、
見直すべき課題を明確にする

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充

・要配慮者利用施設、病院、報道、公共交通機
関等が参画した多機関連携タイムラインの作
成支援としてタイムライン検討会の場を設ける
・関係機関に対して富士川流域の地域特性や
水害リスクを提供する

令和元年度から順次実施

・多機関連携タイムラインの作成
事例を収集
・多機関連携型タイムラインの検
討スケジュールについて整理

▲
・多機関連携型タイムラインの検討スケ
ジュール案について整理し、幹事会で紹
介

・関係機関に対して富士川流域の
地域特性や水害リスクを提供する
多機関連携型タイムライン作成に
向けた勉強会を開催
・タイムライン検討会の場を設ける

5 ・洪水対応情報伝達演習 ・毎年出水期前に洪水対応演習を実施 引き続き実施 ▲
引き続き実施
（平成29年5月）

▲
引き続き実施
（平成30年5月）

▲
引き続き実施
（令和元年5月）

引き続き実施 ▲
引き続き実施
（令和2年5月予定）

引き続き実施

6
・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水シ
ミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表

・浸水想定区域図の公表
・シミュレーションの公表

【公表】
平成28年度まで

★

・浸水想定区域図の公表：
平成29年3月公表
・シミュレーションの公表：
平成29年3月公表

★ ★ ★ ★

7 ・「避難判断基準等検討支援システム」の構築 ・「避難判断基準検討支援システム」の構築
【システム構築】
実施済み

★ ★ ★ ★ ★

8 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・「避難判断基準検討支援システム」の更新 引き続き実施 ▲ H29年度より検討開始 ▲
H30.1月までに15自治体のシステム更新
を完了（必要に応じて更新継続）

▲
H30に広域避難（中央市・昭和町）検討の
ための改良を実施（必要に応じて更新継
続）

（必要に応じて更新） ▲
避難判断基準検討支援システムを必要に
応じて更新継続

（必要に応じて更新）

9
・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災
研修会の実施

・自治体と連携した小中学校の総合学習授業
や市民の生涯学習の場で、出前講座を行って
いく

平成29年度から順次実施 ▲
家屋倒壊等氾濫想定区域の公表後に着
手予定

▲
市川三郷町の市民の「減災いちかわみさ
と」の場で出前講座を開催

▲ 引き続き実施 必要に応じて実施 ▲ 必要に応じて引き続き実施 必要に応じて実施

10
・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作
成・周知

― ―

11 ・ハザードマップの改良、周知、活用
・水害・土砂災害リスク等を考慮したハザード
マップの作成支援として、モデル地区を選定
し、水害・土砂災害リスクに関する情報提供。

令和元年度から順次実施
・水害リスクについて情報提供
・幹事会で事例を紹介

○
必要に応じて水害リスクについて情報提
供する

・水害リスクについて情報提供
・幹事会で事例を紹介

12 ・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作成支援
・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの
作成支援

【支援】引き続き実施 ○ 引き続き実施 ▲

ハザードマップ作成の支援のための勉強
会等（H29.7/14、10/5、H30.1/17、3/1）を
実施。（※土砂災害の発生を考慮したハ
ザードマップ作成の支援は必要の応じて
引き続き実施していく）

▲
引き続き実施
広域避難勉強会の中で、避難箇所設定の
留意点等を支援

必要に応じ支援 ▲ 必要に応じ支援 必要に応じ支援

13 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・マイ・タイムラインの作成支援として、モデル
地区を選定し、水害・土砂災害リスクに関する
情報提供。
・実施要領の作成

令和元年度から順次実施 ・避難特性カルテの作成

・地域レベルの水害リスク情報を
提供
・自治体等へマイ・タイムライン
の作成支援ツールを提供

▲
・自治体等へマイ・タイムラインの作成支
援ツールの事例を幹事会で情報提供

・防災担当者向けに作成ツールを
体験する防災担当者研修を実施

14 ・地域減災ハザードマップ作成事業の実施 ― ―

15 ・災害リスクの現地表示

・まるごとまちごとハザードマップの作成支援と
して、実施効果や有効性について協議会の場
を活用し共有。
・本省より、手引き・取扱ポイントの配布の後、
協議会において周知共有。

令和元年度から順次実施
・まるごとまちごとハザードマップ
の実施効果や有効性について
協議会の場を活用し共有

▲
・まるごとまちごとハザードマップの実施効
果や有効性について幹事会の場を活用し
共有

・本省より、手引き・取扱ポイントの
配布の後、協議会において周知共
有。

16 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援 ・避難判断基準等検討支援システムの更新 引き続き実施 ▲
【システム更新】
浸水想定区域図の見直しに伴うシステム
更新を実施予定

★
H30.1月までに15自治体のシステム更新
を完了（必要に応じて更新継続）

▲
H30.10.24、H30.11.26に中央市及び昭和
町をﾓﾃﾞﾙとした広域避難の勉強会を開
催。

必要に応じ支援 ▲
避難判断基準検討支援システムを必要に
応じて更新継続

必要に応じ支援

17 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ― ―

新No. 取組項目
5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 国土交通省 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
新No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

18
・「富士川水系情報提供システム」による河川情報の提
供

・富士川水系情報提供システムによる情報提
供

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ★ 情報提供中 ★ 情報提供中 ★ ★

19
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
富士川水系情報提供システム表示の整備

・簡易水位計の設置し、表示システムを構築す
る。

実施済み ★

簡易水位計設置済み、システム反映済
み、自治体支援についても簡易水位計設
置済み、システム反映済み、ＥＢ表カメラ
表示で情報提供済み

★ ★ ★ ★

20
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現
象」等の改良

― ―

21
・危険レベル（警戒レベル）の統一化等による災害情報
の充実と整理

・危険度レベル（警戒レベル）の統一化による
発表形式の見直し・システムの改修予定。

令和元年度から順次実施
・危険度レベル（警戒レベル）の
統一化による発表形式の見直し

〇
・危険度レベル（警戒レベル）の統一化に
よる発表形式の見直し

・危険度レベル（警戒レベル）の統
一化によるシステムの改修

22
・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNSを利用し
た防災・気象情報の配信

・川の防災情報による情報提供
・洪水予報等をプッシュ型で提供するためのシ
ステムの構築

引き続き実施 ▲

・川の防災情報による情報提供：引き続き
実施
・洪水予報等をプッシュ型で提供するため
のシステムの構築完了　5月1日提供開始
（富士川・釜無川）

★

・川の防災情報（情報提供中）
・ﾌﾟｯｼｭ型情報配信
　　富士川（釜無川）H29.5.1～
　　笛吹川H30.5.1～

★ ★ ★

23 ・ICT等を活用した洪水情報の提供

・情報提供システムを活用した防災行動の確
認
・河川監視カメラ画像等を活用したリアリティー
のある河川情報の提供

令和元年度から順次実施

・情報提供システムを活用した
防災行動の確認
・河川監視カメラ画像等を活用し
たリアリティーのある河川情報の
提供

▲

・情報提供システムを活用した防災行動
の確認
・河川監視カメラ画像等を活用したリアリ
ティーのある河川情報の提供

・情報提供システムを活用した防災
行動の確認
・河川監視カメラ画像等を活用した
リアリティーのある河川情報の提供

24 ・洪水予測システムの精度向上 ・洪水予測システムの精度向上 引き続き実施 ▲ 洪水予測システムの改良を実施 ★
（更なる精度向上の改良を必要に応じ実
施）

★ 洪水予測システムの改良を実施
（更なる精度向上の改良を必要
に応じ実施）

▲
（更なる精度向上の改良を必要に応じ実
施）

（更なる精度向上の改良を必要に
応じ実施）

25 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説

・状況の切迫性が効果的に伝わる解説となる
よう、解説を行う際の体制や、解説のタイミング
とその内容等について検討し、リアルタイムの
状況をテレビやラジオ等のメディアで解説

令和元年度から順次実施
・解説を行う際の体制や、解説
のタイミング、内容等について検
討

▲
・河川情報等に関する体制や解説を洪水
対応演習時に実施

・リアルタイムの状況をテレビやラ
ジオ等のメディアで解説

26 ・洪水予測や水位情報の提供の強化
・浸水や停電のおそれがある水文観測所や既
存河川監視カメラ等において、浸水・停電対策
を実施。

令和元年度から順次実施
・浸水や停電のおそれがある水
文観測所や既存河川監視カメラ
等の把握

〇
・浸水や停電のおそれがある水文観測所
や既存河川監視カメラ等において、浸水・
停電対策を実施

・浸水や停電のおそれがある水文
観測所や既存河川監視カメラ等に
おいて、浸水・停電対策を実施

27 ・洪水予報文の改良
・発表の対象区域や避難の切迫性等が首長や
住民に確実に伝わる洪水予報文の改良

実施済み ★ 実施済み ★ 完了(H27年度) ★ ★ ★

28 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設に係る機能や避難の必要性に
ついて住民への説明会を開催。

令和元年度から順次実施
・出水速報で施設の機能や効果
について紹介

▲
・台風19号の出水速報において施設の機
能や効果について紹介

・避難の必要性について説明

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

29 ・緊急行動トップセミナーの開催
・毎年出水期までに避難を促すトップセミナー
の開催

引き続き実施 ▲
チェックリスト、タイムライン、浸水想定区
域図等について市町長へ説明

▲ （防災に関する情報提供を首長に説明） ▲ H31.5　幹事会にて講演会を開催 引き続き実施 ▲ ・地域の防災リーダーの育成支援 引き続き実施

30 ・地域防災力の向上のための人材育成 ・地域の防災リーダーの育成支援 令和元年度から順次実施
・地域の防災リーダーの育成支
援

○ ・地域の防災リーダーの育成支援 ・実施状況等を協議会等で共有

31 ・避難情報に関する意見交換会 ― ―

32
・隣接市町村における避難場所の設定（広域避難体制
の構築）等

・2020年度までに隣接市町等への広域避難体
制の構築を実施。必要に応じて協議会等で共
有する。

令和元年度から順次実施
必要があれば、隣接市町等への
広域避難体制の構築を支援し、
協議会等での共有

○
必要があれば、隣接市町等への広域避
難体制の構築を支援し、幹事会等での共
有

必要があれば、隣接市町等への広
域避難体制の構築を支援し、協議
会等での共有

33
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施

・自治体と連携した小中学校の総合学習授業
や市民の生涯学習の場で、出前講座を行って
いく

引き続き実施 ▲
市川三郷町の市民の「減災いちかわみさ
と」の場で出前講座を開催

▲
H29.9.25　中央市立玉穂中学校出前講座
H29.12.1　南ｱﾙﾌﾟｽ市立小学校公開授業
の支援

▲
H30.8.20　山梨県主催の会議で水害・土
砂災害への備えに関して講演
H30.9.27　中央市立玉穂中学校出前講座

引き続き実施 ▲ 必要に応じて引き続き実施 引き続き実施

34 ・防災教育の促進

・避難確保計画の作成、避難確保計画に基づ
く避難訓練を通じた防災学習の実施に努める
よう支援体制の構築
・小中学校を対象とした防災学習教材の提供

令和元年度から順次実施
・小中学校を対象とした防災学
習教材の提供
・必要に応じて出前講座の実施

▲
・小中学校を対象とした防災学習教材の
提供
・必要に応じて出前講座の実施

・小中学校を対象とした防災学習
教材の提供
・必要に応じて出前講座の実施

35 ・避難訓練への地域住民の参加促進

・住民参加型の避難訓練等や、避難場所への
避難訓練（マイ・タイムラインの作成促進、まる
ごとまちごとハザードマップの作成）について、
実施状況や工夫点、今後の取組項目案を協議
会等で共有する。

令和元年度から順次実施
・住民等が参加する水防訓練の
企画

○ ・住民等が参加する水防訓練の企画
・実施状況や工夫点等を協議会等
で共有

36 ・共助の仕組みの強化

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連
携した水害からの高齢者避難行動の理解促進
に向けた取組の実施。必要に応じて協議会等
で共有する。

令和元年度から順次実施
・地域包括支援センター・ケアマ
ネジャーと取組について検討

○
・地域包括支援センター・ケアマネジャー
と取組について検討

・実施状況等を協議会等で共有

37
・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情
報伝達の充実

・機能確保のための対策を検討する。（４出張
所）

平成28年度から平成32年度 ○ 未実施 ▲ 各施設の周辺状況を調査継続中 ▲ 各施設の周辺状況を調査継続中 引き続き実施 ▲ 各施設の周辺状況を調査継続中 引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 国土交通省 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
新No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

38 ・業務継続計画の策定 ・策定済み 実施済み ★ 実施済み ★ 完了（※必要に応じて見直しを実施する） ★ （※必要に応じ見直しを実施する）
（※必要に応じて見直しを実施
する）

★ （※必要に応じ見直しを実施する）
（※必要に応じて見直しを実施す
る）

39 ・総合土砂管理計画の策定 ・富士川、釜無川を対象に検討 引き続き実施し平成32年度まで ▲ 土砂動態に関する調査手法の検討 ▲ （土砂の動態調査） ▲ （土砂の動態調査継続中） 引き続き実施 ▲ （土砂の動態調査継続中） 引き続き実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 国土交通省 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
新No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

40 ・重要水防箇所の見直し ・重要水防箇所の見直し 引き続き実施 ▲ 平成29年2月に見直し実施 ▲ H30年度、水防連絡会にて報告予定 ▲ H31年度、水防連絡会にて報告予定 引き続き実施 ▲ 令和2年度、水防連絡会にて報告予定 引き続き実施

41 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ― ―

42 ・共同点検の実施 ・毎年、出水前に合同巡視と合わせて実施 引き続き実施 ▲
引き続き実施
（平成29年5月）

▲
引き続き実施
（平成30年5月）

▲
引き続き実施
（令和元年5月）

引き続き実施 ▲
引き続き実施
（令和2年5月予定）

引き続き実施

43 ・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施
・毎年、出水前に水防管理団体との合同巡視
を実施

引き続き実施 ▲
引き続き実施
（平成29年5月）

▲
引き続き実施
（平成30年5月末）

▲
引き続き実施
（令和元年5月）

引き続き実施 ▲
引き続き実施
（令和2年5月予定）

引き続き実施

44 ・関係機関が連携した実働水防訓練の実施 ・毎年出水前に水防講習会を実施 引き続き実施 ▲
消防協会峡北支部（峡北消防本部）で実
施する水防訓練へ参加

▲
H29.6.6　水防講習会を開催
流域12市町等、80名参加
Ｈ30年　水防講習会開催

▲
H30.6.6　水防講習会を開催
流域自治体等13機関　64名が参加
H31年 水防防連絡会開催

水防講習会を開催予定 ▲
H31..6.5　水防講習会を開催
流域自治体等10日機関
r2年 5月　水防防連絡会開催予定

水防講習会を開催予定

45 ・水防訓練の充実
・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実施

令和元年度から順次実施
・関係機関、住民等が参加する
水防訓練の企画

○
・関係機関、住民等が参加する水防訓練
の企画

・多様な関係機関が参加する水防
訓練の実施
・住民等が参加する水防訓練の実
施

◆体制確保

46 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ― ―

47
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。
また、水防協力団体の募集・指定の促進

― ―

48 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について水防関
係者間で振返りを実施

令和元年度から順次実施
・出水期における水防活動等に
ついて水防関係者間で振返りを
実施

○
・出水期における水防活動等について水
防関係者間で振返りを実施

・引き続き実施

49
・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を
促進

― ―

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

50
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除
施設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓
練

・操作情報の共有については、実施を検討
・シミュレーション訓練の実施
・大規模水害を想定した排水計画（案）の作成

引き続き実施 ▲ 引き続き実施 ▲ 排水ポンプ車の運用配置の検討（Ｈ30～） ▲ 排水ポンプ車の運用配置の検討（継続） 排水計画（案）の作成・周知 ▲
排水計画（案）の作成
排水ポンプ車の運用配置の検討（継続）

排水計画の更新
排水ポンプ車の運用配置の追加ブ
ロックの検討（継続）

51 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善
・長期にわたり浸水が継続する地域などにおい
て、排水作業準備計画を作成。

令和元年度から順次実施
・長期にわたり浸水が継続する
地域などにおいて、排水作業準
備計画を作成。

○
・長期にわたり浸水が継続する地域など
において、排水作業準備計画を作成。

・排水作業準備計画の更新

52 ・樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保 ・樋門・水門等の停電対策の実施 令和元年度から順次実施
・樋門・水門等の停電対策を順
次実施

○ ・樋門・水門等の停電対策を順次実施
・樋門・水門等の停電対策を順次
実施

53
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会
の実施

・年1回以上排水ポンプ車等による訓練を実施 引き続き実施 ▲ H29年度より操作演習会に参加 ▲

H29.6.6災害対策用器機操作講習会を開
催
9市町、32協力会社、131名が参加
Ｈ30年度にも災害対策用機械操作講習会
を開催予定

▲
H30.6.6災害対策用機械操作講習会を開
催
10市町、35協力会社、128名が参加

開催予定 ▲
引き続き開催予定
排水作業準備計画の内容を踏まえての実
施を検討

開催予定

54 ・水防団（消防団）によるポンプ操作訓練の実施 ― ―

◆機能保全

55
・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞
堤の機能保全

・霞堤の機能確保方法の検討 引き続き実施 ▲ 霞堤の現況調査を実施 ▲
霞堤の現況調査を踏まえ、保全の必要性
について機会ある毎に説明し、啓発を実
施する。

▲
霞堤の現況調査を踏まえ、保全の必要性
について機会ある毎に説明し、啓発を実
施する。

引き続き実施 ▲
霞堤の現況調査を踏まえ、保全の必要性
について機会ある毎に説明し、啓発を実
施する。

引き続き実施

56 ・排水設備の耐水性の強化
・浸水による機能停止リスクが高い排水機場に
ついて、排水機能停止リスク低減策を実施

令和元年度から順次実施
・浸水による機能停止リスクが高
い排水機場を把握

〇
・浸水による機能停止リスクが高い排水機
場を把握

・浸水による機能停止リスクが高い
排水機場について、排水機能停止
リスク低減策を実施



〇概ね5年で実施する取組（令和2年出水期前までの実施状況） 国土交通省 ：対象外 ★：実施済み（完了）　▲：着手済み（継続）　○：取組実施予定

大項目
中項目

実施内容 実施時期 予定 予定
新No. 取組項目

5年の目標 平成29年出水期前まで 平成30年出水期前まで 令和元年出水期前まで 令和2年出水期前まで 令和2年出水期以降

実績 実績 実績 実績 実績

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

57 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備
・流下能力対策（区間延長：2.3ｋｍ）

引き続き実施し平成32年度まで ▲
予定延長2.3kmに対して0.13kmの完了予
定 ▲

延長2.3kmに対して0.39km完了予定
（0.13km+0.26km)

▲
延長2.3kmに対して0.43km完了予定
(0.13km+0.26km+0.04km)

完了予定 ▲
延長2.3kmに対して0.43km完了予定
(0.13km+0.26km+0.04km)

平成32年完成予定

58 ・浸食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ・浸食・洗掘対策（区間延長：4.8ｋｍ）
引き続き実施し、平成32年度ま
で

▲
予定延長4.8kmに対して0.14kmの完成予
定

▲ 設計実施 ▲
予定延長4.8kmに対して0.49kmの完成予
定(0.36km+0.13km)

完了予定 ▲
予定延長4.8kmに対して0.49kmの完成予
定(0.36km+0.13km)

平成32年完成予定

59 ・本川と支川の合流部等の対策

・堤防決壊が発生した場合に湛水深が深く、特
に多数の人命被害等が生じる恐れのある区間
についてリスク情報等を共有する、水害リスク
勉強会の実施

令和元年度から順次実施
・人命被害等が生じる恐れのあ
る区間についてリスク情報等を
共有する

〇
・人命被害等が生じる恐れのある区間に
ついてリスク情報等を共有する

引き続き実施

60 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・協議会等において、氾濫による危険性が特に
高い区間についてリスク情報を共有する、水害
リスク勉強会の実施

令和元年度から順次実施
・氾濫による危険性が特に高い
区間についてリスク情報を共有
する

〇
・氾濫による危険性が特に高い区間につ
いてリスク情報を共有する

引き続き実施

61
・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危
機管理型ハード対策)

・堤防天端の保護（区間延長：9.3km）
引き続き実施し平成29年度まで

★ 予定延長9.3kmに対して9.3kmで完了予定 ★ 天端保護工(H29.8)完了 ★ ★ ★

62
・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機
管理型ハード対策）

・裏法尻の補強（区間延長：1.5ｋｍ） 平成３２年度 ○ 未実施 ▲ 裏法尻の補強設計完了 ▲ ●0.51km完了（残りはH32年度） 裏法尻の補強完了予定 ▲ 残り区間について補強完了予定

63
・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士
川地区）

・避難場所として活用できる堤防の整備（宇坪
地区、富士川地区）

平成32年度 ▲

【宇坪地区】
設計を実施
【富士川地区】
設計を実施

▲

【宇坪地区】
設計完了
【富士川地区】
整備完了

▲

▲【宇坪地区】
工事調整中
★【富士川地区】
完了

引き続き実施 ▲

▲【宇坪地区】
工事調整中
★【富士川地区】
完了

引き続き実施

64 ・応急的な退避場所の確保
・協議会等において、応急的な避難場所の必
要性について検討を実施。

令和元年度から順次実施
・協議会等において、応急的な
避難場所の必要性について検
討を実施。

〇
・協議会等において、応急的な避難場所
の必要性について検討を実施。

必要に応じて実施

65
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出
入やヘリコプターの離発着のための防災ステーションの
整備（木島地区）

・増穂地区の整備は完了
・木島地区の整備を進める

【増穂地区】
実施済み
【木島地区】
引き続き実施し平成32年度まで

▲ 【木島地区】：堤防延長57m完成予定 ▲
【木島地区】：H30.3堤防延長118m実施済
み（57m+61m）

▲
【木島地区】：延長198m実施済み
（57m+61m+80m）

引き続き実施 ▲ 引き続き 引き続き実施

66 ・排水機場の改修（機能保全）

・穏池排水機場の改修
・既設ポンプの機能維持
【追記】
柏排水機場の改修

【穏地排水機場改修】
引き続き実施し平成28年度まで
【機能維持】
引き続き実施
【柏排水機場の改修】
平成29年度まで

▲
【穏地排水機場改修】は完了
【機能維持】
引き続き実施

★
(H28.3完了)
（機能維持は継続的に実施）
（柏排水機場改修H30.3完了）

★ （機能維持は継続的に実施） （機能維持は継続的に実施） ★ （機能維持は継続的に実施） （機能維持は継続的に実施）

67
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、
非常用発電等の整備）の充実

― ―

◆情報伝達等に係る機器等の整備

68
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する
簡易水位計/危機管理型水位計の設置

・WEB表示で情報提供を行う
【追記】危機管理型水位計の設置

【システム構築】
実施済み
【情報提供】
順次実施
【危機管理型水位計の設置】
H30出水期まで

▲

簡易水位計設置済み、システム反映済
み、自治体支援についても簡易水位計設
置済み、システム反映済み、ＥＢ表カメラ
表示で情報提供済み

★
完了(H29.3)
危機管理型水位計35基設置完了予定

★
危機管理型水位計（簡易型含む）81基設
置完了（H30年）

★ ★

69 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ― ―

70 ・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の整備 ― ―

71
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

・緊急点検を踏まえ、2020年度までに、ドロー
ンを配備。
・配備状況について、各協議会で情報提供。

令和元年度から順次実施
・必要に応じてドローンを配備。
・配備状況について、各協議会
で情報提供。

〇
・必要に応じてドローンを配備。
・配備状況について、各協議会で情報提
供。

引き続き実施

体制：関係機関の連携体制

◆連携強化に向けた体制の構築

72 ・大規模氾濫減災協議会等の設置
・メディア連携分科会を設置し、関係者の連携
策やTV、ラジオ、SNSなどの情報共有方策の
具体化を検討する。

令和元年度から順次実施
メディア連携分科会の構成メン
バーを検討

〇
メディア連携分科会の構成メンバーを検
討し、タイムライン勉強会に来ていただくこ
とを検討予定

・関係者の連携策やTV、ラジオ、
SNSなどの情報共有方策の具体化
を検討

73
･水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支
援

・防災・安全交付金及び個別補助事業により、
水防災意識社会再構築の取組を支援。

令和元年度から順次実施 引き続き実施 〇
・防災・安全交付金及び個別補助事業に
より、水防災意識社会再構築の取組を支
援。

引き続き実施

74 ･適切な土地利用の促進
・不動産関係企業に対してハザードマップの配
布

令和元年度から順次実施 引き続き実施 〇
・不動産関係企業に対してハザードマップ
の配布

引き続き実施



富士川流域の減災に係る取組方針　　　　　令和2年度フォローアップに伴う改訂箇所および理由

8
避難：円滑かつ迅速な避難のための取
組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関
の協働・支援等

・「避難判断基準等検討支援シ
ステム」の更新・活用

甲斐市
●新規（平成31年4月）
・洪水ハザードマップ作成時にシステム活用

2020年度
●新規（平成31年4月）
・洪水ハザードマップ作成時にシステム活用

2020年度
●変更（令和2年4月）
令和3年度から実施予定

県がＨ31に周知河川検討し、該当があ
れば2020年度にＨＭ作成するため

14
避難：円滑かつ迅速な避難のための取
組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関
の協働・支援等

・地域減災ハザードマップ作成
事業の実施

甲州市
・土砂災害ハザードマップの作成
●変更（平成３１年４月）
※昨年度協定を結んだＮＰＯと共同して取り組む

平成28年度から
平成29年度まで

・土砂災害ハザードマップの作成
●変更（令和２年 ４月）

平成28年度から
平成29年度まで
●変更（令和２年４月）
平成28年度から
令和元年度まで

実態に合わせて実施時期を変更

23
避難：円滑かつ迅速な避難のための取
組

◆防災・気象情報等の配信方法の
充実・精度向上等

・ICT等を活用した洪水情報の
提供

南部町 情報提供システムの住民への周知 引き続き実施 情報提供システムの住民への周知
引き続き実施
●変更（令和２年４月）
検討中

実態に合わせて実施時期を見直したた
め

57
基盤：河川管理施設等の整備等に関す
る事項
（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確
保等

・流下能力対策としての築堤・護
岸の整備

山梨県

・洪水能力向上対策、浸透・侵食対策を実施予定。
（区間延長：1ｋｍ）
●改訂（H29年4月）
・流下能力向上対策を実施予定。（区間延長：1.1ｋｍ）

平成28年度から
平成32年度まで

・洪水能力向上対策、浸透・侵食対策を実施予定。
（区間延長：1ｋｍ）
●改訂（H29年4月）
・流下能力向上対策を実施予定。（区間延長：1.1ｋｍ）
●改訂（R2年4月）
・流下能力向上対策を実施予定（区間延長：1.3km)

平成28年度から
平成32年度まで

実施予定の区間延長を変更したため

機関名No
令和2年度フォローアップに伴う改訂

大項目 中項目 取組項目 改訂理由
実施内容 実施時期

平成31年度減災対策協議会 時点（平成31年4月25日）

実施内容 実施時期

：変更された項目

資料2
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令和2年5月13日
富士川流域における減災対策協議会

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく
富士川流域の減災に係る取組方針

取組実施状況
～代表事例～

（案）

資料2



 目的：住んでいる地域の危険箇所を確認し、マッ
プ化することで、住民相互で避難場所までの安
全な避難経路等を共有し、減災につなげる。

 実施日：令和２年２月２３日

 実施場所：武田の里ふれあいホール
（韮崎市神山町）

 実施内容：
・専門家による、作成の目的や方法の説明
・地区内を組単位（１組5～7名）で歩き、避難
経路と危険構造物等を確認
・マップへ危険箇所を落とし込む
・緊急時の初動規定を併せて検討
・参加者約50名
・取り組み結果を全てマップに表示し、組単位
のオリジナルのマップを完成させる。
・地区住民全戸配布し、情報を共有

○ 地区減災マップの作成

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

専門家による進め方等の説明

組単位でのマップへの落とし込み作業
1

韮崎市



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

○ 地域減災リーダー育成事業

韮崎市

 目的：韮崎市の「減災力の強いまちづくり宣言」の
一つとして、地域減災リーダーを育成することで、
市民自らが防災・減災の知識を高め且つ共助活
動の推進につなげる。

 実施期間：令和元年7月14日～令和2年2月10日

 実施場所：各地区公民館、市役所、など

 実施内容：
・専門家による座学１日（7時間）
・座学内に避難所開設のワークショップあり
・消防署員よる普通救命実技講習半日（3時間）
・認定試験（全２４問 ７５点以上を合格）
・形式は市が行う集中研修と地区へ出向く
出前型研修

・その他、高校生対象と女性限定（託児付き）の
研修を実施

・試験合格者へは、市長名の認定証を交付

専門家による座学

普通救命講習（心肺蘇生・AEDの実技）
2



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：甲斐市地域防災リーダー育成

 実施期間：令和元年6月10日～7月7日

 実施内容：
・「自助」「共助」による地域防災力の強化を目的とし
平成28年度から「甲斐市地域防災リーダー養成講
習」を開催。

・自治会推薦者及び一般応募者を対象に、1人につ
き全3回の講習を受講。

・講習・実習内容は、避難所運営や自主防災マップ
作成、自主防災組織による先進事例発表など。

・令和元年度 新規認定者数 85人
・甲斐市地域防災リーダー累計 272人
・講師
災害・防災ボランティア未来会
甲府地区消防本部
ＮＴＴ東日本
敷島台自主防災組織

○ 地域防災力の向上のための人材育成

甲斐市

避難所運営図上演習

災害用伝言ダイヤル実習
3



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的
・地域コミュニティにおける共助の重要性の認識
・住民同士で意見を出し合い議論を交わし、防災意識
や住民交流の大切さを共有

 実施期間
・令和元年９月～令和元年１２月

 実施内容
【防災講座の実施】
・地区防災計画の必要性、
先進事例の紹介を学ぶ

【ワークショップの実施】
・地区の自然特性や
社会特性を踏まえた
災害リスクの抽出

・抽出された課題等へ
の対応策を検討

○ 共助の仕組みの強化（地区防災計画策定の促進）

南アルプス市

4



5

◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：新しいハザードマップの内容を周知し、災
害の際には住民が互いに助け合い、適切な行
動をとれるようにする。

 実施日：令和元年5月30日
対象者：昭和町女性団体連絡協議会
参加人数：19人
テーマ：昭和町の防災～身近な共助～

 実施日：令和元年7月12日
対象者：区長・区長代理
参加人数：34人
テーマ：想定最大規模洪水時における昭和町の
状況と住民が取るべき行動

○ 取組項目（共助の仕組みの強化）

昭和町

昭和町女性団体連絡協議会研修会

区長・区長代理合同会議



6

◆点検強化 中央市

 目的：洪水時に避難施設としての使用する協定
を締結している民間企業の施設を利用した、周
辺住民による避難訓練。

 実施日：令和元年8月25日

 参加人員：3自主防災会170名

 実施場所：㈱はくばく

 実施内容：
・避難経路、施設の確認
・避難施設の避難範囲等概要説明

○ 水防訓練の充実

垂直避難（3階の避難所へ）

避難所の様子



7

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

 目的：
出水期前に、洪水ハザードマップを全戸配布し、
ハザードマップの活用方法などについて説明会
を行い、正しく理解してもらうことにより、被害の
軽減につなげる。

 実施日：
令和元年5月15日・16日・21日

 実施内容：
町内3地区で洪水ハザードマップ説明会を開催

・三珠総合福祉センター 17名参加
・六郷町民会館 27名参加
・市川三郷町役場本庁舎 45名参加

自身で判断し行動するための逃げ時チャート、
円滑な避難をするための行動のポイントを説明

○ 想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作成・周知

三珠地区

六郷地区

市川三郷町



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：大災害を後世に伝承するとともに、地域で
起こった過去の災害を改めて知り、災害を自分
ごととして意識を持つことで、被害の軽減につな
げる。

 実施日：現地学習会 令和元年11月24日
または

 実施期間：パネル展 令和元年11月24日～令和
元年11月27日

 実施内容：
・町内被災箇所をバスで巡回して学習
・実施場所：富士川町長澤地内他
・参加人数：２７人
・パネルによる過去の災害の悲惨な状況、ま
た、現地での学習により、災害が他人事で
はないことを実感することができた。

○ 取組項目（住民を対象とした防災学習会の実施）

富士川町

ハザードマップの説明

パネル展
8



◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

 目的：甲州市洪水・土砂災害ハザードマップの
作成

 実施期間：令和元年8月1日～令和2年3月19日

 実施内容：
・洪水項目の追加
・資料内容等の見直し
・ハザードマップの

全戸配布
・ハザードマップの

周知 等

○ 取組項目（想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作成・周知 ほか）

Ａ１版全体マップＡ４版４０ページ

甲州市

9



10

◆点検強化

○令和元年度 山梨県水防訓練
 日 時 令和元年５月２６日（日）
 参加人員 訓練隊 約１８９人
 参加機関 甲州市水防団

東山梨消防本部
塩山消防署
山梨県警察本部
日下部警察署
甲州市赤十字奉仕団
甲州市消防団女性消防隊
塩山建設業協会隊
峡東建設事務所

 訓練内容 破堤防止作業訓練（積み土のう、
木流し、月の輪、表むしろ張り）
埋没車両からの救出訓練
水難救助合同訓練
救護法訓練
河川応急復旧訓練

月の輪工法（甲州市水防団）

救護法訓練（甲州市赤十字奉仕団、甲州市消防団女性消防隊）

甲州市

○ 関係機関が連携した実働水防訓練の実施



◆点検強化 山梨市

11

 目的：浸水時を想定した防災訓練を実施し
地域防災力の向上を図る。

 実施期間：令和元年11月18日

 実施地区：下神内川7区

 実施場所：加納岩小学校校庭

 実施内容：浸水時を想定した避難訓練や炊
き出し、地元消防団の協力のもと傷病人の
緊急搬送やがれき撤去の訓練等を実施。

○ 浸水想定区域における防災訓練の実施

傷病人の搬送訓練

がれき撤去・救出訓練



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：作成する施設担当者の負担を軽減し、
計画の作成から市への提出までを支援

 実施日：令和2年1月17日(金)前期講習会
令和2年1月29日(水)後期講習会

 対象施設：138施設

 実施内容：
・前期講習会：計画作成におけるポイントを説明(水
害リスクや気象特性、計画の様式を活用した作成方
法など)
・後期講習会：各施設において工夫した知恵の共有
、施設単独で解決できない問題など、ワールドカフェ
による意見交換
・実施場所：笛吹市スコレーセンター
・前期講習会参加施設：56施設(72名)
後期講習会参加施設：41施設(53名)

・効果としては、講習会前の避難確保計画作成率
7.9%が、講習会実施後、31.8%まで上昇

○ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設を対象とした、避難確保計画の作成講習会を実施

前期講習会(作成ポイントを説明)

ワールドカフェ(意見交換)

笛吹市

12



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：小中学生を対象とした、防災教育等を実
施するとともに、自治会等からの要請に基づく、
講習会等を実施する。

 着手：令和元年度

 完了：令和２年度

 実施内容：
・パワーポイントを使用した防災教育
・防災クイズ
・災害対応ゲーム（DIG)
・避難所運営ゲーム（HUG)
・救命講習、防災講話
・その他防災に関する事項について

○ 小中学生等を対象とした水災害教育の実施

13

甲府市



◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

 目的：全国各地で水害が頻発・激甚化したことに
より、「千年に一度とも言われる降雨」を想定し
た洪水浸水想定区域図に基づいて、平成１８年
度に発刊した洪水ハザードマップを改定し、広報
誌７月号と同時に全戸配布した。また、市内５会
場で説明化を実施した。

 実施日：令和元年７月８日～令和元年７月１２日

 実施内容：
・ハザードマップを用い、水害リスクの確認
・災害（大雨情報や避難時に役立つ情報）の
情報収集方法についての確認
・質疑応答等

 今後の課題：
・ハザードマップの順次見直し
・多言語(中国語、韓国語）版の作成
・在住外国人への周知を順次実施

○ 想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの作成・周知

説明会の様子①

説明会の様子②
14

甲府市



◆点検強化

 目的：出水期にあたり河川の氾濫及び土砂災害
等の発生の恐れのある危険箇所の巡視・点検
等を一層強化する必要があることと、また水防
関係機関との情報連絡体制の強化を図ること

 実施日：令和元年６月２８日

 実施内容：
・湯村地区の湯川と、琢美地区の藤川の２箇
所の巡視
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所
の巡視
・危険箇所の巡視等により発現された不具合
箇所の提言

○ 水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の実施

湯川周辺

藤川周辺

15

甲府市



◆体制確保

 目的：出水期前に開催することで、正確な防災
情報の入手方法や水害のリスク、浸水想定区域
及び土砂災害の発生の恐れがある危険箇所を
把握することにより、適切な避難行動等の確認
を行い、被害リスクの軽減を図る。

 実施日：令和元年7月4日

 実施内容：
・ 警戒レベル情報や他の被災地の状況、避難
行動の考え方、避難時の心得等を確認し、自
助・共助による防災・減災対策を学習した。
また、地区防災計画や避難所運営の重要性

をそれぞれの立場で再確認し、自主防災組織
の代表者が活動状況の事例発表を行った。
・ 実施場所 中富総合会館
・ 参加人数 ９２名

○ 自主防災組織及び消防団（水防団）を対象とした防災研修会の実施

身延町

研修会（事例発表）

活動事例資料の展示
16



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：山梨県においては一昨年４月１日より「山
梨県防災基本条例」が施行され、県民の防災意
識の高揚を図るため、１１月を山梨県の防災月
間と定めたことにより開催。

 実施日：令和元年１１月１９日（火）１９：００～

 実施内容：講演会

 対象者：住民、自主防災会関係者、南部町消防
団本団幹部及び、各部幹部など

○ 取組項目（防災教育の促進）

南部町

17



富士宮市

18

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

逃げ遅れゼロのための取組

●地域住民への避難誘導を実施する ●防災意識の向上、避難状況確認のための
避難所訪問を実施する

実施日：令和元年１０月１３日（台風19号） 実施日：令和元年１０月１３日(台風19号)
場 所：富士宮市役所危機管理局 場 所：富士宮市内各避難所

○ 取組項目（家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした避難誘導及び避難状況確認の実施）



富士市

19

◆体制確保

防災啓発イベント「ふじＢｏｕｓａｉ2019」

■目 的

富士市内で起こり得る自然災害に関する「知識」を学び、初期消火や応急手当、

マイ・タイムラインの作成などを実践的に「体験」することで、各家庭や職場、
自主防災会の防災・減災対策につなげるイベントを開催した。

■対象者及び参加機関
対象者 ： 市民、自主防災会

参加機関等 ： 市、防災関係機関、関係団体、事業所 等

■実施日時
令和元年11月16日（土） 10：00～14：00

■会 場
富士市産業交流展示場 ふじさんめっせ

■実施内容

知識エリア
・巨大ハザードマップによる自宅危険度の確認、豪雨時のマイ・タイムラインの
作成、警戒レベルの説明

・水防団の取組みや富士市内の過去の水害の紹介 など

防災グッズエリア
・防災グッズの展示・販売、商品のプレゼンテーション など

ステージエリア
・自主防災会長等を対象とした豪雨災害に関する防災講演会
（講師：静岡大学防災総合センター 牛山素行 教授）

・防災クイズ大会 など

○ 取組項目（自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進）

巨大ハザードマップで自宅危険度を確認

牛山教授による豪雨災害に関する防災講演会



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：地下空間における浸水対策の推進

 実施日：平成31年５月27日

 実施内容：大規模集客施設における避難誘・浸水防止訓練の支援

静岡市地域防災計画で位置付けた、地下施設をもつデパートと協働し、
従業員約100名参加による避難誘導訓練及び止水板設置訓練を行った。

⼤規模集客施設における避難誘導･浸⽔防⽌訓練

静岡市
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○ 避難訓練への地域住民の参加促進



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：小学生を対象に、川で遊ぶためのル
ールや水難事故にあわないための知識を学
んでもらう。

 実施
令和元年7月18日 竜王東小学校
令和元年10月11日 双葉西小学校（中北）
令和元年10月18日 敷島北小学校
令和元年6月14日 北西小学校（峡北）
令和元年6月17日 下山小学校（峡南）
令和元年6月12日 祝小学校（峡東）

 実施内容
・川で遊ぶ際の注意事項について説明し、
パンフレットを配布した

・簡易雨量計を用いて降雨量の観測方法を
説明し学習してもらった。

○ 小学生等を対象とした水災害教育の実施

21

6月17日 峡南建設事務所実施状況

6月12日 峡東建設事務所実施状況

山梨県
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◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

 目的：緊急速報メール及び危機管
理型水位計を整備し、住民へ洪水
の危険性を周知し、円滑かつ迅速
な避難につなげる。

 実施
緊急速報メール運用開始
令和元年６月１日～

危機管理型水位計設置
平成３０年９月～令和元年１１月

 周知方法
・各種イベント及び説明会にて、
チラシの配付及び利用方法の
説明を実施

○ ICT等を活用した洪水情報の提供
○ 洪水予測や水位情報の提供の強化

2211月16日 県民の日記念行事

山梨県
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◆連携強化に向けた体制の構築

 目的：不動産関連団体への水害リスクの解
説等を行い、住民へ水害リスクを軽減
・回避する努力を促す。

 実施
令和元年９月１８日

全日本不動産協会山梨県本部
令和２年２月５日

山梨県宅地建物取引業協会

 実施内容
・県内の水害リスク情報について解説し、
取引先への周知をお願いした。

・チラシを用いて、洪水予報や水位情報の
提供を行った。

○ 適切な土地利用の促進

山梨県

232月5日 不動産関連団体研修会 23
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◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

 目的：住民一人ひとりの避難計画等の作成促進に
向けた市町への支援。

 実施日：令和２年２月７日（県東部地域）
 場所・参加者：県東部総合庁舎 50名

 実施内容：
・県東部地域の市町職員等を対象とした洪水ハ
ザードマップを活用したマイ・タイムライン作成の
研修会
・市町が住民向けの洪水ハザードマップ説明会
やマイ・タイムライン作成研修会を開催する際、
洪水ハザードマップの重要性の説明や活用方法
、地域住民によるマイ・タイムライン作成時にお
ける指導方法等に関わるスキル向上のために、
実演形式による研修会を実施

○ 取組項目（住民一人ひとりの避難計画・情報マップの作成支援）

▲研修会の様子

▲マイ・タイムライン（イメージ）

静岡県



◆セミナー・防災教育・訓練、計画策定等

 目的：防災気象情報を用いたグループワークを
通して、現在整備されている防災気象情報の種
類や意味を理解し、避難勧告等の発令に関する
検討・判断や、避難すべき居住者等に適切かつ
確実な避難行動を促すための情報伝達等に役
立てることを目的とする。

 実施日
令和元年9月5日 峡南地域自治体防災担当者
令和元年9月11日 峡東地域自治体防災担当者
令和2年1月23日 中北地域自治体防災担当者

 効果：参加者どうしの議論を通して、防災気象情
報の内容や意味に関する理解を深めるとともに
、他の参加者が有する知識や経験を共有したり
、自らの考えとの違いなどから様々な気づきを得
るなど、その後の防災担当業務の改善につなが
る効果が期待できる。

○ 地域防災力の向上のための人材育成：地方公共団体防災担当者向け気象防災ワークショップ

気象庁

峡東地域気象防災ワークショップ

中北地域気象防災ワークショップ

峡南地域気象防災ワークショップ

25



◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等 国土交通省

 目的：富士川沿川自治体の首長（防災担当職員含む）
と甲府河川事務所長（河川系管理職員含む）の出水時
における情報共有のためのホットラインを実施。

 実施日：令和元年5月10日

 実施内容：
・水防連絡部会の全市町（全16市町）にホットラインを
実施

 取組による効果、ポイント
・水位状況に即したホットラインを実施するために、現
在の水位情報、氾濫危険水位到達の見込み、今後
の対応などについて情報共有を実施。

・昨年度の演習を踏まえ、所内の災害対策室内のレ
イアウトや班内の役割明確化することにより、訓練開
始直後からより迅速な訓練が出来た。

○ 洪水対応情報伝達演習

ホットラインの様子

破堤箇所の対応について議論 26



◆実践強化 国土交通省

 目的：洪水氾濫時における浸水被害の軽減を目的とし、富
士川水系の流域特性を踏まえ、エリアごとに想定される被
害特性等を考慮した現状の排水対応能力（排水ポンプ車
等の搬入ルート含む）の分析及び課題の抽出を行う

 実施日：平成30年4月～令和2年3月

 実施内容：
・各検討対象ブロックにおいて浸水継続時間が最悪とな
る破堤点が破堤した場合を想定し、①排水ポンプ車配
置箇所、②富士川流域外より排水ポンプ車配置箇所ま
でのアクセスルート、③集結場所（排水ポンプ車の待機
場所）等を検討。
・各検討対象ブロックにおける最終的な成果として排水
作業が円滑に行われるような形で取りまとめた。

 取組による効果、ポイント
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施
設及び排水ポンプ車の運用・配置シミュレーション訓練

○ 排水作業準備計画の作成

H29.3公表 浸水想定区域図（想定最大規模）

1ブロック検討事例の1部抜粋
27※図面は現在検討・精査段階のもの

国土交通省
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